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巻　頭　言

森のある大学 龍谷大学里山学研究センター　センター長

村澤真保呂

　今年度は、龍谷大学の「2020年度重点強化型研究推進事業」として採択された「〈人新世〉
時代の新・里山学の創造─新たな〈自然〉概念構築と〈自然との対話〉方法論の確立に向けた
文理融合研究」プロジェクトの最終年度にあたる。本プロジェクトは、開始直後のコロナ禍に
よって当初は進捗が危ぶまれたが、研究員たちの努力と創意工夫により、さまざまな障害を乗
り越え、多くの成果を残すことができた。
　この３年間という短い期間のあいだにも、本プロジェクトを取り巻く外的状況は大きく変
わった。先に述べたコロナ禍は、自然環境破壊による野生動物から人間界へのウィルスの侵入
が原因であることから、今後の第二、第三の新型ウィルスによるパンデミックが起こる危険性
が懸念され、人類の持続可能性に大きな影を落としている。また2022年初頭にはじまるウクラ
イナにおける紛争は、過去30年近く続いていたグローバル経済の成長にストップをかけたのみ
ならず、地球規模の課題に取り組むための国際的な政治的協力基盤を弱体化させ、今後の地球
環境問題への国際的な取り組みに暗雲をもたらしている。
　他方、「新たな〈自然〉概念の構築」と「〈自然との対話〉方法論」の確立という本プロジェ
クトの主題は、この３年間のうちに環境保全に関わる国際的な政策や学術の領域において、い
よいよ喫緊の課題として認識されるようになった。すなわち自然環境保全の領域において、自
然環境の保全と伝統文化の保全を一体的に捉える必要性がいっそう明白に認識され、そこから
自然科学と人文学を融合する新たな知のあり方をめぐる学術的議論も急激に増加している。そ
のことは、従来の「人間／自然」を対立的に捉える近代の知のあり方を根底から刷新し、新た
な人間と自然の関係を結ぶ視座が求められていることを意味する。
　本センターが研究対象として取り組んできた「里山」は、自然と文化の融合した「二次的自
然」と呼ばれる領域である。本プロジェクトは、これまでの本センターにおける「二次的自
然」を研究する「里山学」の蓄積を活かし、現代的・国際的課題に対応する「新・里山学」へ
とアップデートを図ることを狙いとした。今回の成果が来年度の新たなプロジェクトの基盤と
なり、本センターの研究のさらなる飛躍につながることを願ってやまない。
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１．プロジェクト最終研究
　　成果報告会
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プログラム

　里山学研究センタープロジェクト最終研究成果報告会　
　　2023年１月14日開催　龍谷大学深草学舎至心館１階／オンライン

13：30	 あいさつ
「最終年度の報告と次期プロジェクトの概要（総括と展望）」

　　　　　　　　村澤真保呂（龍谷大学社会学部・教授　里山学研究センター・センター長）

研究成果報告
「自然の多元的価値・人間/非人間のエージェンシー・ウェルビーイング」
報告者　伊達浩憲（龍谷大学経済学部・教授　里山学研究センター・副センター長）

「森の診断を通じて森と住民との「対話」を支援する方法論の構築」
報告者　鈴木龍也（龍谷大学法学部・教授　里山学研究センター・研究員）

「活動報告」
報告者　中川晃成（龍谷大学先端理工学部・講師　里山学研究センター・副センター長）

「河川と河原の生物」
報告者　太田真人（里山学研究センター・博士研究員）

休憩

研究紹介・報告とディスカッション
報告者　里山学研究センター研究員（全員）

閉会のあいさつ　村澤真保呂

17：30	 終了
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ཬֶࢁ研究ηϯλʔ ù÷ùù࣍報告ॻ

プロジェクト最終研究成果報告会

龍谷大学社会学部・教授　里山学研究センター・センター長

村澤真保呂

【要旨】
　最初に本プロジェクトの総括と展望について、村澤センター長より簡潔な報告がおこなわれ
た。本プロジェクトには「従来の里山研究をグローバルな生物多様性をめぐる環境政策＝科学
の状況に対応した研究へとアップデート」するという目的があり、その目的については一定程
度の達成がなされたものの、プロジェクト発足直後から始まるコロナ禍によって調査研究が困
難になった面もあり、次期プロジェクトでそれらの残された課題に取り組む方向性が示された。
　続く研究報告では、本プロジェクトを構成する４つの分野について、各研究の進捗状況およ
び成果について、４人の研究員による報告がおこなわれた。伊達研究員は、IPBESの最新の報
告書を題材として、現在の国際環境政策の動向と学術的課題を整理し、次期プロジェクトにつ
ながる課題を明確化する発表をおこなった。鈴木研究員は、東近江市奥永源寺町の生物多様性
と森林管理をめぐる林業と行政、地域住民の問題について報告をおこない、今後の調査研究の
主題を示した。中川研究員は、過去３年間取り組んできたデータ解析によるさまざまな研究成
果を報告し、とくに河川管理の問題について次期プロジェクトとの関連から主題を明示した。
太田PDは、過去３年間に取り組んだ河川・河原の生物調査から得られた研究データを整理し、
とくに「瀬切れ」問題の影響に関してヨシノボリを指標生物とすることの可能性と技術的課題
を論じた。
　最後にそれぞれの研究員による研究成果の報告および紹介がおこなわれ、それぞれの研究を
めぐり活発な質疑応答がおこなわれた。
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プロジェクト最終研究成果報告会

自然の多元的価値・人間/非人間の

エージェンシー・ウェルビーイング

龍谷大学経済学部・教授　里山学研究センター・研究員

伊達　浩憲

　環境保全をめぐる公共的討議においては、各アクターが、自然に対する自らの「価値（観）」
をベースに意見を闘わせる場面が頻繁に生じる。「自然の価値（観）」をめぐる意見の対立を
克服し、様々なアクター相互の共通理解を形成・構築していくためには、一元的な価値論に
傾斜しがちな経済学の立場からも、「自然の多元的な価値（観）」を包含しうる方法論・アプ
ローチを展望していく必要があろう。このような問題意識のもとに、本報告では、まず、現在
IPBESにおいて議論されている「自然の多元的価値（観）」アセスメント方法論を概観し、次
に、マーサ・ヌスバウムやアマルティア・センらのケイパビリティ・アプローチ（以下、CA）、
特にエージェンシー（行為主体性）論によって、「自然の多元的な価値（観）」を捉えようとす
ればどのような展開が期待できるか、について論じた。
　ヌスバウムのCAは、アリストテレス動物学や近年の生物学の研究成果にもとづいて、カン
トの契約主義とベンサム、ミルの功利主義を批判しつつ、動物を「それぞれの種としての繁栄
を追求する能動的なエージェンシー」と捉え、「人間と動物との関係性を形成するための政治
原理」、「動物の権原・権利」概念の確立へ向かっている。
　センのCAは、貧困をケイパビリティの剥奪として捉え、基礎的なケイパビリティの平等、
貧困削減のための「人間開発指数」に結実してきた。その一方で、センは、人びとのウェル
ビーイングの達成とエージェンシーの達成とを区別し、たとえ自己のウェルビーイングの達成
水準が低下したとしても、エージェンシーの達成を得ようとする人びとの行動をも、経済理論
の枠組みの中に包含しようとする。センは、ヌスバウムのように、人間以外の種にエージェン
シーを認める議論を明示的にはしていないが、行為主体としての人間の非人間に対する責任、
人間の「エージェンシーの達成や自由」を扱いうる多元主義的アプローチをとっており、彼の
エージェンシー論を発展させていけば、人間と動物との相互作用にもとづく関係主義的な正義
を問うことができるのではないかと考えている。
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ཬֶࢁ研究ηϯλʔ ù÷ùù࣍報告ॻ

森の診断を通じて森と住民との「対話」を支援する

方法論の構築

龍谷大学法学部・教授　里山学研究センター・研究員

鈴木　龍也

　２班は「森の診断を通じて森と住民との「対話」を支援する方法論の構築」を目標としてき
た。具体的には東近江市が2000年から取り組んでいる「東近江市100年の森づくりビジョン」
の目玉施策として現在奥永源寺地区で取り組まれている「東近江市100年の森づくり地域ワー
クショップ」に参加し、そこで取り上げられる各地域での森づくりの課題について理解を深め
るとともに、そのような地域主体での将来計画（地域ごとの「100年のもりづくり方針」）策定
という手法による森林管理の地域ガバナンス上の意義、課題等について検討してきた。コロナ
の影響で地域ワークショップがたびたび中断するなどし、研究も計画通りには進行していない
が、今年度中くらいをめどに中間的なまとめをしたいと考えている。
　地域ワークショップでどの地域においても問題となるのは施業計画や路網整備の前提となる
境界画定の困難さである。これについては古地図や合成公図（当地区においてはかなり正確な
合成公図が作成されている）等を用い、また若干の曖昧さを残しつつも森林整備を進めること
ができる手法を用いての対応が検討されており、それに参加しつつ研究を進めている。
　地域主体の将来計画策定という手法の一般的な意味での必要性、重要性はいうまでもないが、
現実にそれを進めるためには多くの困難があることが改めて明らかになってきている。地域主
体での地域資源のガバナンス、あるいは地域運営主体による地域ガバナンスについては農業分
野や地方行政レベルにおける政府側からの検討や具体的な施策化が進んでいるが、そのような
地域主体での地域ガバナンスについての一般的な研究と照らし合わせつつ研究を進めていると
ころである。
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活　動　報　告

龍谷大学先端理工学部・講師　里山学研究センター・副センター長

中川　晃成

　オールドオオツの歴史的発展と関わりの深い園城寺に焦点を当て、景観情報学の手法により、
その近世と近代前期における景観変遷を通観する研究を行った。園城寺境内の院房の近世全期
３世紀弱にわたる変遷を、名称継承も含め網羅的に明らかにした。第九連隊の園城寺寺地内へ
の設置と滋賀県の県都が大津と定まったこととの関連が示唆された。
　2021年８月に策定された淀川水系河川整備計画（変更）にかかわり設置された各種の委員会
における審議過程を詳細に検討することで、そこでの議論が水理についての合理的な理解にも
とづいておらず、不適切な結論を誘導している点を具体的に多数指摘した。
　このほか、琵琶湖・淀川水系の過去の氾濫事例において、すでに忘却されていたり、時に
誤って理解されている諸点を明らかにするための研究が進行中である。また、近江国伊香郡の
地誌を景観情報学の手法により取り扱うことを検討している。今後、科研費の採択状況によっ
ては赤野井湾とその流入河川流域についても同様の手法での研究対象となる。
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河川と河原の生物

龍谷大学里山学研究センター・博士研究員

太田　真人

　河川周辺の環境は非常に特殊な環境である。河川は内陸部の山から海（湖）をつなぐ水域環
境で、水生生物の重要な生息環境であり、また河原は森林大国である日本において平野部で自
然状態に近い草地が維持されている希少な環境である。このように河川から河原、そしてその
周辺の田畑や河辺林に続いていく環境は重要なエコトーンであり、水域・陸域の多様な生物が
生息している。しかし近年、河川の氾濫などを防ぐために護岸工事を行うことで河原の損失や、
農業用水として河川の水を利用するため農繁期に大規模な瀬切れが発生するなど生物の生息環
境が減少・消失している。
　そこで滋賀県愛知川を主な調査地として、陸域では河原環境の中でもさらに特殊で希少な環
境である砂礫河原にのみ生息するカワラバッタの生態学的研究を行った。その結果、カワラ
バッタは同じく砂礫性生物であるカワラハハコの株が多い環境で多く見られ、ツルヨシが繁茂
している環境は忌避していることが示唆された。今後、カワラハハコとの関係性について解明
していく。また水域では、愛知川は滋賀県の河川の中でも大規模な瀬切れを起こすため、夏場
に琵琶湖から遡上するトウヨシノボリの移動を阻害していることが示唆された。しかし、体長
と年齢の関係性など基礎的な研究が行われていないことから、琵琶湖流入河川におけるトウヨ
シノボリの主鰓蓋骨を用いて年齢の推定を行っている。
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その他研究成果・研究経過報告

龍谷大学社会学部・教授　里山学研究センター・センター長

村澤真保呂

　2020年度から2022年度まで重点強化型研究支援プロジェクト「〈人新世〉時代の新・里山学
の創造：新たな「自然」概念の構築と「自然との対話」方法論の確立に向けた文理融合研究」
の主題および総合班の一員として「4.〈人新世〉の歴史認識をふまえた「自然と人間の関係性」
を問う新たな科学パラダイムの構築」に寄与するべく、期間中以下の領域で研究に取り組んだ。

⑴　自然観の変遷に関する思想史的研究
　①　思想史における近代科学的自然観に関わる論点を整理する。
　②　「人新世」の始まりのひとつと目される産業革命後の19世紀西欧社会に着目し、現代の

環境問題に関わる学術的議論の起源を探ることにより、現在必要とされる新たな科学パラ
ダイムの構築につなげる。

◦いずれも以下（２）の成果と合わせて成果を2022年の日本社会学会において発表、その内容
の一部は『社会学雑誌』（神戸大学社会学研究会編、2022年）に論文として掲載された。い
ずれも今後とも取り組むべき課題として現在も継続中である。

⑵　現代の生物多様性問題における学術的・社会的課題に関する研究
　①　生物多様性をめぐる国際政策の課題とその背景にある学術界一般の課題を整理する。
　②　生物多様性をめぐる国際政策の課題とその背景にある国際市民社会の課題を整理する。
◦いずれも⑴とあわせて2022年の日本社会学会において部分的に発表し、専門学術誌に掲載さ

れた。これも今後とも取り組むべき課題として現在も継続中である。

⑶　現代のエコロジーに関わる政策／学術／市民社会に関わる思想研究
　①　具体的な政策・学術において自然観の科学的パラダイムに関する問題を整理する
　②　市民社会における「自然」認識および「科学」認識と実践の関係を整理する
◦①は上記⑴と⑵を具体的な学術領域において捉え直すもので、2022年日本精神神経学会にお

いて精神医学領域の自然環境問題との関連を科学パラダイムの観点から整理した。その内容
については、精神医学者たちとの共著（古茶大樹ほか編『統合失調症という問い：脳と心と
文化』（日本評論社、2022年）における論文として公刊した。②については2022年３月に公
開シンポジウムを開催したが、論文などの成果として公表するに至っておらず、次期プロ
ジェクトにおいて取り組む予定である。
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⑷　「自然との対話」の前提となる「自然と人間の関係性」に関わる思想研究
　これは1〜3の研究の進展とともに浮かび上がってきたもので、芸術や文学などの「文化」
の領域を対象として、とくに「身体」と「感性」に着目し、そこでの「自然と人間の関係性」
と「対話」のあり方の歴史的変遷を把握することを目指した文化史研究として、現在進行中の
研究である。

龍谷大学先端理工学部・実験講師　里山学研究センター・副センター長

林　珠乃

　マラウイ湖国立公園において、地域住民と国立公園による国立公園の森林資源の共同管理シ
ステムの確立を目的として、森林資源利用を量的に把握し、関連する社会経済システムの動態
を明らかにし、森林の資源量や有用植物の分布をリモートセンシング技術を活用して調査する
研究に取り組んでいる。その一環として、マラウイ人共同研究者と日本の里山とそこで活動す
るグループや人を訪問し、マラウイと日本の里山の相互視察を行うことで、より広い視野で里
山の利用と保全の両立を可能とする仕組みを模索している。
　また、明治時代の日本の里山里湖の利用と河川の天井川化の関係を明らかにする解析も行っ
ている。

龍谷大学政策学部・准教授　里山学研究センター・研究員

谷垣　岳人

　京都府京丹後市で農家や大学生と連携しながら、絶滅危惧種のゲンゴロウ類を保全する米作
りの実践を通じて、環境保全型農業を広げる上での障壁について調査している。私たちの働き
かけにより、京丹後市独自の生物多様性保全型農業への補助金（京丹後市生物多様性を育む農
業推進事業補助金）が2021年度から新設された。さらに行政による生物多様性認証マークを創
出するために、2022年度から谷垣が京丹後市みどりの農産物認定委員会となり、生物多様性保
全型農業の社会実装に取り組んでいる。2022年度はJA等による低価格な一括買い取りから脱
却するために、ゲンゴロウ米のふるさと納税の返礼品への登録やYahooショッピング等のイン
ターネット販売による販路拡大に取り組んだ。

龍谷大学経済学部・教授　里山学研究センター・研究員

小峯　敦

　本年度は特に、2010年代以降、急速に流布されている「新しい資本主義論」の本質をつかむ
ために、英米日で出版され、知名度・影響力を持つ文献を収集し、類型化を試みた。その結果、
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資本主義の現状について、次のように、ほぼすべての文献が一致した。すなわち、資本主義が
内包する欠点により、金融部門に富が集中するなど格差が拡大し、気候変動への対応が大きく
遅れ、政治的腐敗や特権身分の固定化が解消できない。その中で、《希望の資本主義論》と名
づけた類型は、デカップリング（経済成長と環境負荷の切り離し）への信頼、および際限ない
価値増殖を止めうる市場機能への信頼に基づいているとまとめた。対照的に、《脱資本主義論》
は上記の楽観がないが、具体的な未来像を描いていないという特徴を持つと結論した。

龍谷大学短期大学部・教授　里山学研究センター・研究員

田岡由美子

　瀬田キャンパスの里山を児童・幼児教育の場として活用する方策を原理的・歴史的・実践的
に検討することを目的として、2021年度は、幼稚園の創始者として知られるドイツの教育学
者・フリードリッヒ・フレーベルの思想と実践をもとにして里山における児童・幼児の活動の
教育的意味について明らかにした。これは担当している里山学の授業内容でもある。　
フレーベルは、「生の合一」（Lebensenigung）や「部分的全体」（das Gliedganzes）という独
自の思想とその実践の中から、人間があらゆる生とのつながりを感得する場、調和的・平和的
な世界の法則・秩序を経験する場としての「遊び」の重要性を主張した。なかでも自然の中で
遊ぶことは彼にとって大きな意味を持っていた。すなわち、子どもの自然体験が単に自然につ
いて学ぶだけではなく、あらゆる生とのつながりを実感し、その一部分を成す人間として為す
べきことを考える力の獲得を目指していたことがわかった。
　2022年度は、里山教育の具体的場面のひとつとして、鳥取県智頭町で行なわれている「森の
ようちえん・まるたんぼう」の実践を見学し、保育を担当している方から智頭町に森のようち
えんが誕生した経緯や現状と課題についてお話を伺い、子どもたちの遊びの様子を見学させて
いただいた。同時に、森のようちえんを行政の立場から支援する方々から、智頭町が抱える問
題やその対応、その延長にある森のようちえんへの支援についてお話を伺った。見学とインタ
ビューを通して、保育者の熱意のみならず、それに共感して伴走する行政側の努力の両方が車
の両輪として必要であることがとわかった。

龍谷大学先端理工学部・教授　里山学研究センター・研究員

國府　宏枝

　switching systemは生命科学で扱われる生体分子の制御ネットワーク結合系を区分線形な常
備分方程式とその連続系への摂動として捉え、数学的な性質を抽出したものであ理、国府は
Rutgers UniversityのK. Mischaikow, M. Gameiro, Montana state universityのT. Gideonらと
共同で、かなり広範囲のものにコンピュータソフトを用いて適用できるように定式化した。
　この枠組みでの結果で、定常解の存在と安定性について、特に十分傾きが十分急な非線形
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性を持つシグモイダル関数で表される連続系の固定点はswitching systemの固定点と１対１
に対応することを示し、その結果を出版した（Duncan, Gedeon, Kokubu, Mischaikow, Oka,

［１］）。この論文では、アイデアとしてDSGRN（dynamic signatures generated by regulatory
networks）を提案しており、これによりswitching systemの有限個のデータの組み合わせから、
我々の共同研究者たちの開発したコンピュータソフトを用いて、witching systemからの連続
な摂動系に対して厳密な結果（固定点の存在と安定性）を得ることができる。

滋賀県立大学・名誉教授　里山学研究センター・研究員

秋山　道雄

　琵琶湖赤野井湾において、地元住民、NPO、漁業協同組合、土地改良区、市環境政策課が
2012年から「赤野井湾再生プロジェクト」を結成して、環境保全活動に取り組んでいる。これ
に発足当初から関わり、今年度まで共同で活動を進めてきた。
　赤野井湾の抱える環境問題は複雑なので、それを整理して論文にまとめた（今年度の研究成
果の項参照）。
　現在、琵琶湖が抱えている課題については、2018年、2020年に里山学研究センターがまとめ
た２冊の書籍で報告したが、その後の動向と淀川・大阪湾を含めた淀川流域圏における現在の
課題を2023年３月４日に実施される水資源・環境学会冬季研究会で報告の予定。

ガン類の渡りを解明する国際共同調査への架け橋

里山学研究センター・研究員

須川　恒

　2004年龍谷大学里山学研究センターの前身の里山学オープンリサーチセンターの発足時から
里山学にかかわってきた。その基本姿勢は「里山保全のための道具類」（須川, 2007）、「野鳥
を通して考える里山・湿地保全のための道具類」（須川, 2015）に述べたように、野鳥（希少種、
増加種、水鳥、海鳥など）を軸に国際環境条約の枠組みが提供する道具類を活用することが里
山学にも貢献するとの考えであった。個体数増加問題のあるカワウも河川の連続性の確保や地
域や国レベルの多層的な順応的管理による解決への道が見えてきた（須川, 2018）。
　特にここ40年ほどかかわってきた希少ガン類の保護・再生については「多様なガン類のいる
景観をとりもどす」（須川, 2020）にまとめ、また2021年に「シジュウカラガン物語」（呉地・
須川編, 2021）として出版した。
　この反響として、日本雁を保護する会が、第22回山階芳麿賞を受賞（団体受賞としては日本
イヌワシ研究会に続いて２団体目）した。これを記念するシンポジウムが、2022年９月23日東
京大学弥生講堂で開催され、須川も「ガン類の渡りを解明する国際共同調査への架け橋」とし



13

プロジェクト最終研究成果報告会

て講演した。この講演骨子は山階鳥研NEWS（須川, 2023）で公開されたが、講演録の公表予
定はないので（公財）山階鳥類研究所の許可を得て（今後得る予定）以下に掲載する（講演時
のPPTスライドは以下であり、写真や図など追加可能である。）
　https://www.dropbox.com/s/38h４r１fpm１flxxi/20220923GeeseSuawa.pdf?dl=０
　（講演録）略
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環境　琵琶湖水域圏から見る里山学の展望．pp213-224．晃洋書房．
呉地正行・須川恒（日本雁を保護する会）編（2021）シジュウカラガン物語　しあわせを運ぶ渡り鳥、

日本の空にふたたび！．京都通信社．
須川恒（2023）ガン類の渡りを解明する国際共同調査への架け橋（講演骨子）．山階鳥研NEWS 305号、

山階芳麿賞記念シンポジウム報告：p6-7,（質疑p7-8）．

愛媛大学法文学部・講師　里山学研究センター・研究員

西脇秀一郎

　「人新世」概念を基軸として学際共同研究を展開する龍谷大学里山学研究センターにおいて、
法学の観点から、農地や林地を含む土地・建物・水資源といった地域資源・財産の管理に携わ
る非営利団体・組織の法規整について法解釈学研究を行うとともに、それら諸団体の実態（実
体）面ないし運営面につき事例研究を行った。
　具体的には、第一に、各種の団体・組織において構成員が団体運営情報を適正に取得・共
有した上で積極的に運営に参与することを促す法規整のあり方について検証を進めた。とく
に、社会に存在する多彩な団体において、その活動・運営を実効的に執り行うためには団体内
での円滑な意思決定が欠かせないものの、構成員間で意見が分かれる場合、団体全体（または
多数構成員）と個別の（少数）構成員との利益・利害をどのように調整するかが問われ、その
際、各自が適正な情報を取得・共有した上で審議・決定を行うことが重要となる。このことか
ら、日独の法制度の比較を踏まえて、団体構成員が団体運営情報にアクセスするための権利保
障の研究を進めている（研究成果の一部として西脇秀一郎「組合契約における共同の事業性と
民法673条の業務及び財産状況検査権」愛媛大学法文学部論集社会科学編51号（2021年）19-92
頁、同「区分所有者の謄写（複写）請求権」愛媛大学法文学部論集社会科学編53号（2022年）
1-26頁）。その一部を構成する研究内容については2021年度から科研費・若手研究（21K13214）
に採択され、今後研究をより進展させる予定である。
　第二に、団体の基礎理論は、実際に社会において存在する多様な非営利団体の運営・ガバナ
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ンスに資するものでなければならないことから、地域資源管理を担う団体運営活動の実態面な
いし運営面の分析にも取り組んだ。とくに、近時、関連法令の改正によって政策上で注目を
集めている「（認可）地縁団体」が地域資源管理の面で果たす役割とその課題について検討を
行った（研究成果として西脇秀一郎「新たな民事法制（物権法改正）と入会権・入会集団（団
体）・認可地縁団体─第41回中日本入会林野研究会大会の報告・討議に寄せて─」入会林野研
究42号（2022年）48-57頁、同「区分所有者でない居住者の団体」山野目章夫＝佐久間毅＝熊
谷則一編『マンション判例百選』（有斐閣、2022年）200-201頁所収）。
　このほか、本研究の成果をより広く社会に還元することを試みている。現在、愛媛県土地家
屋調査士会・境界問題相談センター愛媛「調停委員」、「愛媛県入会林野等コンサルタント」を
務め、また、愛媛県下の各種協同組合の実務担当者の協力のもと、愛媛大学で「協同組合とは
何か─協同組合論」講座（共通教育科目）を開講している（当該講座内容については西脇秀一
郎「協同組合論講座の実践例」愛媛大学法文学部論集社会科学編52号（2022年）55-69頁）。

滋賀県立琵琶湖博物館・専門学芸員　里山学研究センター・研究員

林　竜馬

　滋賀県における縄文時代以降および明治時代以降の里山植生の通時的変遷について研究を
行った。縄文時代以降の里山の成立維持過程については、滋賀県における遺跡の花粉分析デー
タベースを基にした地域的・局所的な植生復元を行った。遺跡における花粉分析データベース
については、奈良盆地におけるデータベースとの地域間比較研究も実施している。また、明治
時代以降の里山の変遷について、琵琶湖の北湖および南湖堆積物の花粉分析を中心に解明を進
めてきた。さらに、滋賀県における森林統計データから、造林面積や素材生産量、特用林産物
等の変遷を明らかにし、花粉分析結果との比較を検討している。

里山学研究センター・研究員

稲永　祐介

　里山学研究センター内の研究会（「里山サロン」zoomにより開催、４月12日）において、
「保全と管理のテクノロジー」を発表し、センターの研究員と意見交換を行なった。日本国際
政治学会2022年度研究大会（仙台国際センター、10月29日）の部会10「自由論題─国際政治学
の最前線」において、「環境危機へのアラート─生物多様性の保全をめぐるフランス政治」を
発表し、二名の討論者とフロアからのコメントと質問を受け、それぞれに応答した。
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薪ストーブ燃焼ガス中COガスの褐鉄鉱触媒等による低減化の実用化研究
─改善型触媒の試作

龍谷大学・名誉教授・研究フェロー　里山学研究センター・研究員

占部　武生

　実用化研究の一環として、褐鉄鉱を使った実寸の約1/4のセラミックハニカム（ハチの巣状）
触媒の試作を専門製造業者に依頼した。試作の結果、ハニカムに微細クラックが入っており、
添加セラミックとの配合比等の再検討が必要とのことであった。通常、ハニカムの実用化まで
には、こうした検討を重ねたのち、押し出し成形用の実寸金型製造に至る。これには時間等が
かかることから、ハニカムの実用化はいったん中断することとした。
　これに替わる実用化研究として、ハニカム似の実寸触媒を手作りし（その機械化を前提とし
て）、触媒作成に関する情報を得ることとした。具体的にはガス接触部を触媒粉末主体のもの
にしたハニカム似触媒（改善型触媒）を作成することを目標とした。その試行錯誤を繰り返し
た結果、ほぼ満足できる試作方法がわかった。

野外活動は知的好奇心を育む

龍谷大学・名誉教授・研究フェロー　里山学研究センター・研究員

好廣　眞一

　知的好奇心を世界に向けると、人は素晴らしい暮らしを開ける。里山であれ、原生林であれ。
野外活動は各人に異なった多様な体験をさせ、好奇心を個性的に育てる。何がきっかけになる
か追及してきた。気付きは⑴『自然学校』の1975-1999年の実践にあった。こどもや学生たち
は里山各所での取組に喜び、感動した。その全容を2013-2023年に整理・編集し、今夏出版す
る。⑵1989年開始の「ヤクザル調査隊」は屋久島のニホンザルの分布と生態を調べ、2022年に
34年目の調査を行った。中心となる学生たちは初体験の数々に人生への勇気や生きる力を得た
ことが、調査後の感想文に現れた。屋久島山中という特別の場で熱い人たちと密に付き合う体
験が強い刺激となり、「自分も変わろう」と自己改革を試みるのか？⑶「城陽生きもの調査隊」
は、こどもと大人が共同して、「青谷くぬぎ村」など里山作りを毎月行っている。こどもの中
心は小学生と幼児で、アカンボウも母に抱かれてくる。こどもが生き生き自然観察し、遊びま
くる姿は、兄・姉の“ついで”に来ているアカンボウたちにも良い影響を与えているだろう。
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龍谷大学・名誉教授・研究フェロー　里山学研究センター・研究員

丸山　徳次

１）「水俣病事件と同時期の「高知パルプ生コン事件」の裁判（正当防衛が争点になった）を
再検討し、長期の「継続的・累積的・媒介的」な暴力を「緩慢な暴力」として概念化する必
要性を論じ、刑法上の「正当防衛」権が「緩慢な暴力」を認めがたいことの問題性を研究し
た。英語圏の文献には、slow violenceの概念を気候変動や森林破壊など今日的な環境問題の
多くに適用しようとする研究があるが、その概念使用の有効性を、私自身の提唱する「緩慢
な暴力」概念の適応能力と比較検討することを今後の課題とする。

２）「「人新世」の新生態学と里山学」という題目で口頭発表した（2022年10月）。New
Ecologyとも呼ばれている生態学の新たな動向をサーヴェイし、私自身が規定してきた「里
山」の理論と実践の方向性が新生態学との関連のなかでどのように位置づけられうるのかを
検討しようとした。このサーヴェイのまとめから、次のような結論を得た。すなわち、「人
新世」の概念を用いるか否かにかかわらず、現在の地球環境に対する人間の支配力・影響力
の決定的な大きさを直視するとき、①人間と自然とを分離分割して「自然」を考えることは
できない、②「手つかずの自然」を「本当の自然」と見て、原生自然（wilderness）の保護
のみを真の自然保護の目標と考えることは、もはや許されない、③自然の動態を「バラン
ス」「平衡」「安定性」において捉えることはできない（狭隘な古典的「極相」理論ないし生
態学的平衡理論に固執することは許されない）、④「都市」を無視し、「都市」とまったく無
関係に「自然」を考えることは、許されない。

　　以上の４点は、すでに里山学が主張してきたことでもある、と考える。「人新世
Anthropocene」概念が提起する問題群を改めて明らかにすることで、今後、上記４点の否
定的命題が如何なる積極的規範命題に転換されるべきかを明らかにする。

県立広島大学・名誉教授　龍谷大学・研究フェロー　里山学研究センター・研究員

猪谷　富雄

　龍谷大学農学部を４年前に定年退職し、自宅でできることを主体に研究を続けています。前
職では、県立広島大学生命環境学部などで41年間、在来イネ、園芸作物、雑草などの研究をし
ていました。

研究テーマ
１．善水寺の仏像胎内より発見された平安期の稲籾のDNA解析
　2017年12月滋賀県湖南市の善水寺を卒論生と訪問し、ご住職から貴重な稲籾を研究用に分譲
していただきました。多くの農学者や歴史学者が関心を持ち新聞などで紹介されてきましたが、
学術的な解析はされていません。筑波大学の大越昌子博士らとの共同研究で、イネ品種識別
マーカーによる在来イネとの塩基配列比較および分子系統解析から、どのようなイネが当時の
この地域で栽培されていたかを推定したいと考えています。滋賀県の稲作の歴史と品種の変遷
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の一端が明らかになり、地域の文化財にもあらためて注目が集まることを期待しています。
２．在来作物の色と香りの解明―品種間差異と環境の影響
３．多様なイネ品種を活用した里山保全、環境教育、食育、地域起こし
４．滋賀県の環境保全型農業の評価－使用農薬と生物多様性

発表論文等
◦猪谷富雄（2022）化学肥料のない時代からあった個性豊かな在来イネの世界．現代農業101⑵：92-97.
◦妹尾拓司・猪谷富雄ほか（2021）紫稲および黄稲系統の品種特性ならびに色素発現に及ぼす光の影響．

日本作物学会紀事90：182-193.
◦猪谷富雄（2020）滋賀県の稲作をめぐって─過去・現在・未来─．「森里川湖のくらしと環境─琵琶湖

水域圏から観る里山学の展望─」（晃洋書房、牛尾洋也ほか編）：113-127.
◦猪谷富雄・小障子正喜（2019）多様なイネを活かす力─滋賀県・大戸洞舎の取り組み．「『農企業』の

ムーブメント─地域農業のみらいを拓く─」（昭和堂、小田滋晃ほか編）：63-84.

龍谷大学・名誉教授・研究フェロー　里山学研究センター・研究員

田中　滋

　淡水魚の小型化については、琵琶湖のコアユが有名であり、川那部浩哉ほか多くの研究者が
取り組んできた。現在では、小型化のメカニズムとして食物の少なさが言わば定説化し、小型
化という現象は研究テーマとしてはマイナーなものとなっている。しかし、小型化というテー
マをアユ（両側回遊魚）に限定せず、淡水魚全般に広げたとき、小型化のメカニズムには、食
物の少なさだけではないさらにいくつかの要因が働いている可能性が見えてくる。
　本研究では、ときには1000年近く溜池に陸封された淡水魚の小型化のメカニズムを、おもに
オイカワ（コイ科）を対象として追求する。オイカワを対象とするのは、オイカワの小型化が
研究テーマとして取り上げられることがなく、またそれゆえに定説化したアユの小型化のメカ
ニズムを相対化できる可能性があるからである。
　現在の段階では、小型化を生み出すメカニズムについてのいくつかの仮説を考えている。そ
れは、食物の少なさ、非魚食性－魚食性、なわばり形成の有無、同一サイズ群れ（スクーリン
グ）の形成の有無、鳥類や大型魚などの捕食圧の高低である。
　今後は、神戸市北部の山田川（加古川水系）の山間部に多数点在する溜池をフィールドとし
て調査を進めていく。なお、この研究は太田さんとの共同研究として実施する。

　モノ（自然）と人との関係を考えるのに際して、さまざまな対概念（dichotomy）が参照さ
れてきた。その典型となるのが、アニミズムと一神教的な宗教との対比である。アニミズム
は、近世ヨーロッパにおいては物神崇拝（フェティシズム）として蔑視されてきたが、近代後
期（20世紀後半）には環境保護思想の拡大や少数民族の権利擁護運動の高揚とともにある種の
憧れをともなって評価されるようになった。しかし、憧れの拡大に比してアニミズムの理論的
な分析は滞り、さまざまなモノ（自然）に霊が宿るという認識に留まり続けている。
　アニミズムに限らず近代以前のモノ（自然）に対する人びとの認識を特徴づけるものとして、
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現在、発表者が重視しているのがインカーネーションとオーソプラクシー（orthopraxy）であ
る。
　インカーネーション（受肉incarnation ／マニフェステーションmanifestation）とは、何ら
かの超越的・超自然的なもの（the original）が、他の何か（the incarnated）の姿をとって現
れることである。
　一方、オーソプラクシーとは、オーソドキシー（orthodoxy）と対をなす概念であり、オー
ソドキシーが教義（doxa）に忠実であることであるの対して、儀礼・修行・善行などの実践

（practice）に専念することを意味する。
　インカーネーションという現象（人類普遍）とオーソプラクシーは、相互に親和的であり、
相互増幅的関係にある。
　アニミズムに限らず、モノと人の関係の前近代的形態は、大なり小なりインカーネーション
とオーソプラクシーによって特徴づけられる。しかし、この二つは、現代社会においても見ら
れる現象であり、この二つの現象に注目することの重要性を高めている。
　なお、発表者は、このテーマに、基盤研究⒞「山岳宗教としての修験道の「文化的景観」化
をめぐる問題の研究」（研究代表者田中滋2021〜24年度）の理論研究において取り組んでいる。



̎．シンϙジウム
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プログラム

　龍谷大学里山学研究センター　ެ開シンϙジウム
　　2022年̏月13日開催　オンライン

総合司会　	 伊達浩憲（龍谷大学経済学部・教授　里山学研究センター・副センター長）

14：00	 あいさつ・主ࢫ説明

14：10	 「都市住民と自然をどう結ぶか」
　　　　　　　　講師　小川խ由ࢯ（NPO法人こども環境活動支援協会（LEA'）・専務理事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西宮市立ߕ山自然環境センター・センター長）

14：50	 休憩

1û：üü	 「都市型里山保全の取り組み」
	 　講師　田村和也ࢯ（里と水辺研究所・主任研究員）

1ü：ùü	 「伝統的漁師町から学んだ『持続可能性』」
	 　講師　দ谷真ࢯٷ（アプローチ株式会社・代表取క役）

15：55	 休憩

1ý：00	 ディスカッション／質疑応答
ディスカッサント　দ田頼ࢯ（NPO法人ඒしいふるさとを創る会・事務局長

株式会社ヤスダハンズ・会長）

総合司会　村澤真保呂

16：30	 終了
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ࡏݱ民活動のࢢΊるͨΊのҬߴଓՄੑを࣋」

�多༷ͳ人ʑのજྗࡏを活͔すʹはʁ」

龍谷大学社会学部・教授　里山学研究センター・センター長

村澤真保呂

【要旨】
　本シンポジウムは国際環境政策においてもっとも取り組むべき課題とされている「生物多様
性問題や気候変動などの地球的課題と地域市民社会をどう結ぶか」という主題について、その
問題に取り組んできた実践家とともに議論することを目的に企画された。
　ฌݿ県西宮市の環境教育と環境政策に長らく取り組み、その先進性により『ニューズウィー
ク』で「世界を変える100人の社会起業家」に選ばれるなど、国内外で著名な小川խ由ࢯは、

「都市住民と自然をどう結ぶか」という主題で講演をおこなった。小川ࢯは1980年代から西宮
市役所の環境担当部ॺの職員時代から市民の環境ܒ発に取り組み、国連地球サミット（1992
年）のཌ年から市の環境政策を策定するともに、こども向けの環境教育プログラムを立ち上げ、
その成果を市の環境保全の政策に活用し、現在にいたるまで発展させてきた経緯を紹介した後、
環境問題と市民を結ぶために必要な条件を示した。
　田村和也ࢯは、行政と市民のあいだを結ぶ民間の環境コンサルタントの経験から、「都市型
里山保全の取り組み」という主題で講演をおこない、ೌ࡚市のコンビナート跡地の森林公園化
など、都市住民の関心が身近な自然環境の保全に結びついた事例をいくつか示し、行政と市民
のそれぞれの指向のҧいと両者を媒介するために必要な観点を提示した。
　দ谷真ࢯٷは「伝統的漁師町から学んだ『持続可能性』」という主題で、和Վ山市の加太地
域における持続可能な漁業のために里山と海を結ぶ保全の取り組みを紹介し、異なる組織を結
ぶコーディネーターとしての観点から、加太の伝統的漁業の保全活動の背景にあるさまざまな
人的・文化的資源がどのように結びついているのかを説明した。
　講演に続き、ディスカッサントであるদ田頼ࢯが、京都府の丹後半島で村おこしに取り組
んできた経験にもとづいて、上記三名の講師にたいしてシンポジウムの主題に関わるさまざま
な質問をげかけ、登ஃ者たちとのあいだで活発な議論がおこなわれた。
　シンポジウム終了後、登ஃ者や参加者から「次回もͥひ同様の企画を」というが多くಧく
など、環境問題に取り組む市民の情報交換や交流の場として本センターが機能することへの期
待と要望が寄せられ、本センターの取り組みとして大きな意義があったと考えられる。
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プログラム

　龍谷大学里山学研究センター共催
　*OUFSOBUJPOBM�4ZNQPTJVN　$IBPTNPTFNFEJB�JO�+BQBO�2022

　　2022年10月20日開催

1BSU�
　Online presentation（and You Tube）
　Date	 :	Thursday, October 20th 23：00-25：00
　Language	 :	English［with subtitle］．
　Presenter	：	Yuki KAGAWA, Mahoro MURASAWA, Jo⒎ BRADLEY, Keiichiro ARIMA,

	 Keisuke OTANI,		Yuki TANAKA

1BSU�
　Open Symposium in Kyoto（and YouTube）
　Date	 : 	Saturday, October 22th, 10：00-15：00
　Location	 : 	Ryukoku University（Omiya, Toko Bldg. 302）
　Moderator	：	Yuki KAGAWA
　Presenter	：	Masaaki SUGIMURA, Takuya MATSUMOTO, Mamoru ITO,

	 Mahoro MURASAWA, Kazunori KONDOU

.BJO�0SHBOJ[FS��Chaosmosemedia（International Association for Guattari Studies）
　https://chaosmosemedia.net/site/
+BQBOFTF�0SHBOJ[FS� Osaka University, ProKect for“Training the next generation of
　ambitious researchers”
　https://itgp.osaka-u.ac.Kp/Kisedai/
+BQBOFTF�$PôPSHBOJ[FS� Ryukoku University Research Center for Satoyama Studies
　https://satoyama.kenkyu.ryukoku.ac.Kp/
$POUBDU� chaosmosemedia.Kapan!gmail.com
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国際シンϙジウム「$IBPTNPTFNFEJB�JO�+BQBO�2022」
ᴷᴷ里山学研究センター共催ᴷᴷ

龍谷大学社会学部・教授　里山学研究センター・センター長

村澤真保呂

【ใࠂ】
　里山学研究センターは、2022年10月20日から22日の三日間にわたり、大阪大学次世代ઓ的
研究者育成プロジェクトと共催による国際シンポジウム「カオスモーズメディア・イン・ジャ
パン2022（Chaosmosemedia in Japan 2022）」を開催した。
　このイベントはフランスの学者・精神ྍ法家であるフェリックス・ガタリ（1930-92）の
後30周年を記念し、ガタリ研究の学術学会Chaosmosemedia（本部フランス）が中心となり、
オンラインおよび対面でフランス、ブラジル、スϖイン、日本などの世界各地の研究者が独自
で開催したイベントを結ぶものである。
　フェリックス・ガタリは、これまでジル・ドΡルーズとともに1970年代以後の現代思想をݗ
Ҿした人物として知られてきたが、近年は環境問題の深ࠁ化にともない、現在の環境思想に多
くの影響を与えたガタリのエコロジー論に注目が集まっており、世界的に再評価の動きが進ん
でいる。今回の国際シンポジウムはそのような状況を踏まえて開催されたものである。本国フ
ランスでは10月20日から22日にかけてパリ第８大学を中心に複数の会場で開催され、ヨーロッ
パ各地の研究者が集まり活発
な議論が繰り広げられたほか、
オンラインで各国を結ぶ試み
がおこなわれた。
　日本では国内の研究者たち
により20日（時差の関係で21
日も）にオンラインによる
研究発表（英語）がおこな
われた。また22日には龍谷
大学（大宮学舎）でシンポ
ジウムが開催され、これも
YouTubeで同時配信された。

ӳޠ൛ϑϥΠϠー
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　本センターからはChaosmosemediaの運営委員も務める村澤真保呂センター長が共同代表と
して企画段階から加わり、環境問題の観点から国外向けにオンライン研究発表をおこない、ま
た国内向けにシンポジウムで里山研究との関連についての講演をおこなった。
　研究発表とシンポジウムはYouTube配信のため参加者の正確な人数を把握することはでき
ないが、視ௌ数が600回を超えていることから多くの人たちの関心を集めたことが伺われた。
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ʢ˞ʣù÷ùøୈ̐ճ研究会ɹ˞ࠓࡌࡌܝ
ɹɹʮཎਫܥͷྲྀҬ࣏ਫΛ͑ߟΔᴷͲ͏͢Ε໋ڥकΕΔͷ͔ᴷʯ
� ։࠵ɿù÷ùù݄̏̕ʢਫʣ
� ॴɿΦϯϥΠϯ։࠵
� 研究ηϯλʔɾ研究һʣֶࢁतɹཬڭ෦ɾֶࡁܦԋऀɿখ็ɹರʢཾ୩େֶߨ
ɹ� ɹɹɹʮۙͷʪࢿຊओٛʫɿέΠϯζͷظతಎྗʹؔ࿈ͯ͠ʯ
� ίϝϯςʔλʔɿੴɹ研ʢཾ୩େֶֶࡦ෦ɾࢣߨʣ

̍ʣୈ̍ճ研究会
� ։࠵ɿù÷ùù݄̓ù÷ʢਫʣ
� ɹॴɿΦϯϥΠϯ։࠵
� ίʔσΟωʔλʔʣܞେ࿈ߴɾژʣେֶίϯιʔγΞϜࡒलʢʢެ࣎ԋऀɿߨ
ɹɹɹɹɹɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ٬һ研究һʣ
� ɹɹɹɹʮϛείϯηプγϣϯ͔ΒγνζϯαΠΤϯε
ɹɹɹɹɹɹɹᴷڭҭΛม͑Δఱମɾرগͷ͔ྫࣄΒᴷʯ
� ίϝϯςʔλʔɿଟլɹ༏ʢཾ୩େֶֶ෦ɾڭतʣ

̎ʣୈ̎ճ研究会ʮ&6ͱυΠπʹ͓͚Δ࣋ଓՄͳۀΛల͢Δࡦͱ๏ʯ
ɹɹจ෦ՊֶলՊֶ研究අɾج൫研究#ʮͷ๏తࣾ会తཧγεςϜͷൺֱ研究
ɹɹʢᑶᖒੜදʣʯ࠵ڞ
� ։࠵ɿù÷ùù݄̓̕ʢਫʣ
� ɹॴɿਂֶࣷ̐ؗإ֊会ٞࣨ̏
� 報告ऀɿ$BSB WPO /PMUJOH�+PTÉ .BSUJOF[ʢήονϯήϯେֶۀ๏研究ॴʣ
ɹɹɹɹɹɹʮ&6ʹ͓͚Δʮ͔Β৯ʯઓུͱυΠπͷΤίロジʔۀͷকདྷઓུʯ
� 報告ऀɿ'SJFEFSJLF )FJTF�+POBT -PITUSPIʢήονϯήϯେֶۀ๏研究ॴʣ
ɹɹɹɹɹɹʮՈܦӦͷҡ࣋ͱͷۓுؔʹ͓͚ΔۀͷۀԽʯ
ɹɹɹɹ
̏ʣಛผެ։研究会ʢڥେਉडه೦ߨԋ会ʣ
� ։࠵ɿù÷ùù݄̕ùûʢʣ
� ɹॴɿϋΠϒϦου։࠵ʢਂֶࣷ̐ؗإ֊会ٞࣨ̍ɾΦϯϥΠϯʣ
� 研究ηϯλʔɾ٬һ研究һʣֶࢁतɹཬڭେֶɾ໊༪ࢠঁژɹਐʢ܂ߴԋऀɿߨ
ɹɹɹɹɹɹʮژͷΕڈΒΕͨཬࢁɿʮঁژͷʯͱʮঁژௗ෦ͷʯͰͷڭڥҭͷ࣮ફʯ

̐ʣୈ̏ճ研究会ʮϚϥΠͱຊʹ͓͚ΔཬࢁͷऔΓΈʯ
ɹɹ+45ô+*$" 4"53&14ʮϚϥΠެཱࠃބԂʹ͓͚Δ౷߹ࣗવݯࢿཧʹͮ͘ج
ɹɹɹ࣋ଓՄͳҬ։ൃϞσϧߏஙʯ࠵ڞ
� ։࠵ɿù÷ùùøù݄ùøʢਫʣ
� ɹॴɿΦϯϥΠϯ։࠵
� 報告 ɿऀྛ ɹच೫ʢཾ୩େֶઌཧֶ෦ɾ࣮ 研究ηϯλʔɾ෭ηϯλʔʣֶࢁɹཬࢣߨݧ
ɹɹɹɹɹɹʮੜ׆ͷͨΊͷཬࢁɿຊਓʹΑΔ؍ʯ

̍ɽ研究ձϦスト
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� 報告ऀɿ.BSMFOF $IJLVOJʢϚϥΠେֶνϟϯηϥʔߍɾࢣߨʣ
ɹɹɹɹɹɹʮੜ׆ͷ࣭ͷͨΊͷཬࢁɿϚϥΠਓʹΑΔ؍ʯ

̑ʣୈ̐ճ研究会ʢプロジェクト最終研究成果報告会ʣ
ɹɹʮ最終報告ͱ࣍ʹ͚ͨ՝ʹ͍ͭͯͷݕ౼会ʯ
� ։࠵ɿù÷ùú݄̍øûʢʣ
� ɹॴɿϋΠϒϦου։࠵ʢਂֶࣷࢸ৺ؗ̍֊ϑϦʔεϖʔεɾΦϯϥΠϯʣ
� 報告ऀɿҏୡݑߒʢཾ୩େֶֶࡁܦ෦ɾڭतʣ
ɹɹɹɹɹɹʮࣗવͷଟݩతՁɾਓؒ�ඇਓؒͷΤʔジェϯγʔɾェϧϏʔΠϯάʯ
� 報告ऀɿླཾʢཾ୩େֶ๏ֶ෦ɾڭतɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ研究һʣ
ɹɹɹɹɹɹʮͷஅΛ௨ͯ͡ͱॅຽͱͷʮରʯΛࢧԉ͢Δํ๏ͷߏஙʯ
� 報告ऀɿதߊ成ʢཾ୩େֶઌཧֶ෦ɾࢣߨɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ෭ηϯλʔʣ
ɹɹɹɹɹɹʮ׆ಈ報告ʯ
� 報告ऀɿଠాਅਓʢཬֶࢁ研究ηϯλʔɾത࢜研究һʣ
ɹɹɹɹɹɹʮՏͱՏݪͷੜʯ

ɹɹͦͷଞ研究成果ɾ研究ܦա報告
ɹɹɹଜᖒਅอ࿊ʢཾ୩େֶࣾ会ֶ෦ɾڭतɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾηϯλʔʣ
ɹɹɹྛɹच೫ʢཾ୩େֶઌཧֶ෦ɾ࣮ࢣߨݧɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ෭ηϯλʔʣ
ɹɹɹ୩ַ֞ਓʢཾ୩େֶֶࡦ෦ɾ।ڭतɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ研究һʣ
ɹɹɹখ็ɹರʢཾ୩େֶֶࡁܦ෦ɾڭतɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ研究һʣ
ɹɹɹླɹ࣎ʢཾ୩େֶֶࡍࠃ෦ɾڭतɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ研究һʣ
ɹɹɹᅳࢬʢཾ୩େֶઌཧֶ෦ɾڭतɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ研究һʣ
ɹɹɹాԬ༝ඒࢠʢཾ୩େֶظେֶ෦ɾڭतɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ研究һʣ
ɹɹɹळࢁಓ༤ʢ࣎լཱݝେֶɾ໊༪ڭतɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ٬һ研究һʣ
ɹɹɹ܂ߴɹਐʢژঁࢠେֶɾ໊༪ڭतɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ٬һ研究һʣ
ɹɹɹलҰʢѪඤେֶɾࢣߨɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ٬һ研究һʣ
ɹɹɹਢɹ߃ʢཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ٬һ研究һʣ
ɹɹɹྛɹཽഅʢ࣎լཱݝඐഀބതؗɾઐֶܳһɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ٬һ研究һʣ
ɹɹɹ࣎लʢʢެࡒʣେֶίϯιʔγΞϜژɾߴେ࿈ܞίʔσΟωʔλʔ
ɹɹɹɹɹɹɹɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ٬һ研究һʣ
ɹɹɹҴӬ༞հʢཬֶࢁ研究ηϯλʔɾୗ研究һʣ
ɹɹɹ෦ੜʢཾ୩େֶɾ໊༪ڭतɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ研究ϑェロʔʣ
ɹɹɹኍᚸҰʢཾ୩େֶɾ໊༪ڭतɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ研究ϑェロʔʣ
ɹɹɹؙࢁಙ࣍ʢཾ୩େֶɾ໊༪ڭतɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ研究ϑェロʔʣ
ɹɹɹழ୩༤ʢཱݝౡେֶɾ໊༪ڭतɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ研究ϑェロʔʣ
ɹɹɹాதɹ࣎ʢཾ୩େֶɾ໊༪ڭतɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ研究ϑェロʔʣ
ɹɹɹ༡ຏਖ਼लʢཾ୩େֶɾ໊༪ڭतɹཬֶࢁ研究ηϯλʔɾ研究ϑェロʔʣ
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̒ʣୈ̑ճ研究会ʮϑοトύε࠶ᴷา͖ަΘΔҬޫ؍ͷʯ
� ։࠵ɿù÷ùú݄̎ù÷ʢ݄ʣ
� ɹॴɿਂֶࣷ̐ؗإ֊会ٞࣨ̏
� 報告ऀɿલ࣏ܒʢஜେֶɾڭतʣ
ɹɹɹɹɹɹʮา͖ަΘΔҬޫ؍ͷᴷϑοトύεͷల։Λத৺ʹʯ
� 報告ऀɿླཾʢཾ୩େֶ๏ֶ෦ɾڭतɹཬֶࢁ研究ηϯλʔ研究һʣ
ɹɹɹɹɹɹʮϑοトύεͱΞクηεɾϥϯυᴷΠΪϦεʹ͓͚ΔΧϯトϦʔαΠυͷ
ɹɹɹɹɹɹύϒϦοクɾΞクηε੍ͷల։ʯ
� 報告ऀɿԘ࿏༗ࢠʢࡕೆେֶɾڭतʣ
ɹɹɹɹɹɹʮʮา͘͜ͱʯͱʮίϛχςΟͮ͘Γᴷӳࠃͷϑοトύεͱ8BMLFST BSF
ɹɹɹɹɹɹ8FMDPNF׆ಈᴷʯ
� 報告ऀɿٱอ༝Ճཬʢେࡍࠃࡕେֶɾڭतʣ
ɹɹɹɹɹɹʮͭΉ͙ឺͰதؒࢁҬΛؾݩʹᴷϑοトύε͕Δۭؒྲྀަޫ؍ᴷʯ
� 報告ऀɿኍ༞࢘ʢभཱࢢେֶɾ।ڭतʣ
ɹɹɹɹɹɹʮຊʹ͓͚Δϑοトύεͷ͕Γᴷ৽ͨͳޫ؍Λ୲͏ਓࡐҭ成ᴷʯ
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2021年ୈ̐ճ研究会

ۙ年の「ࢿຊओٛ論」
ᴷᴷέインζのظ的ಎྗʹؔ࿈͠てᴷᴷ

龍谷大学経済学部・教授　里山学研究センター・研究員

小峯　敦

ᶗɽ͡Ίに
　森のある大学龍谷大学里山学研究センターの第３回研究会は、2022年３月９日（水）に行っ
た。本研究会では、近年、注目されている「新しい資本主義」をキーワードに、ケインズの経
済思想を専門とする小็ರࢯ（龍谷大学経済学部・教授　里山学研究センター・研究員）が、

「脱資本主義論」をいくつかに分類し、シュンϖーターやケインズの知見をआりながら、経済
と環境の関係や資本主義の未来について、古典および最近の議論を報告した。　　

ᶘɽ֓ཁ
　本研究会の概要は、次の通りである。

ʲ日時ʳ2022年３月９日（水）ņ15：15〜17：30
ʲ開催場所ʳオンライン（;oom）
ʲスケジュールʳ

内容 報告者（ܟ称略）
報告：「近年の「脱資本主義論」〜ケインズの長期的洞察力に関連して」 小็　ರ
コメント：「小็報告に対するコメント・補足」 ੴ　研
ディスカッション 伊達浩憲（司会）

ᶙɽใࠂ༰
　小็ࢯは、報告をするにあたり、本研究会の位置付けとして、多くの経済学に関する日本語
文献を紹介することで経済の問題と環境の問題を深く考えていくࢫを示した。小็ࢯは、①問
題の設定、②20世紀の資本主義、③21世紀の資本主義、④新しい資本主義論、ᶇ脱資本主義論、
ᶈ結語という構成に基づき、パワーポイントを用いて報告した。
　①では、例えば、資本主義と社会主義のうちいずれの言༿が好ましいと思うのかというアメ
リカの世論調査結果を紹介し、2018年に若年層で初めて社会主義という言༿の方が好ましいと
思う者が資本主義のそれよりも多くなったこと、Books	Ngram	7iewerを用いて資本主義、社
会主義、共産主義、市場経済という言༿の使用頻度をみたところ、近年、社会主義という言
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༿の使用頻度が上がっていること、World	IneRuality	Databaseを使って1920年〜2020年の100
年間で上位10ˋの所得を持っている者がGDPにどの程度のシェアを持っているのかについて、
とりわけ、アメリカやイΪリスのデータを踏まえて、1980年代までは成長と平等化が同時に進
行していたものの、その後は不平等化が進んでいること（日本も同様の現象であること）など
をఄ示された。
　②では、資本主義に関する古典も含む文献に触れ、そこでは、主に20世紀における資本主義
とは何かを把握するための主な著書として、Schumpeter（1943）の『今日における社会主義
の可能性』、広井（2015）の『ポスト資本主義　科学・人間・社会の未来』などを、また、経
済学の脱自然化を理解するのに重要な著書として、2uesnay（1758）の『経済表』やJevons

（1871）の『経済学の理論』などを、さらに、資本主義の構造変化（古典）をみる上で重要な
著書として、Drucker（1993）の『ポスト資本主義社会』などをそれぞれ紹介された。
　③では、21世紀に資本主義というダイナミックなシステムがどうのように変化してきたのか
という点との関係で、各知識人が様々な言い方で紹介しているࢫを指摘された上で、特に、注
目すべき著書として、Moore（2015）の『生命の網の中の資本主義』、Rifkin（2014）の『限界
費用θロ社会』、Reich（2015）『最後の資本主義』、;ubo⒎（2019）『視資本主義』、Milanovic

（2019）『資本主義だけ残った』などをڍげられた。
　②および③を通じて、資本主義の位置付けが知識人によって多種多様であること、20世紀と
21世紀とでは資本主義の構造が大きく変化していることを明示された。
　④では、新しい資本主義の内容に関わる（市場の活用はできるという立場の知識人の）注
視すべき著書として、˖市場をܶ的に強化する（市場のప底的な拡大）という観点より、
Posner	�	Weyl（2018）の『脱・私有財産の世紀』、˖組織と意識で市場を補する（新しい
資本主義）という観点より、主に、RaKan（2019）の『第三の支ப』、Mazzucato（2021）の

『ミッション・エコノミー』、Raworth（2017）の『ドーナツ経済』、Rifkin（2019）の『グロー
バル・グリーン・ニューディール』などをそれぞれ紹介された。
　ᶇでは、脱資本主義との関係で（市場の活用はできない（市場への厳しい規制の実施や市場
それ自体のഇ止など่壊する資本主義を取り扱った）という立場の知識人の）目を配るべき著
書として、Wallersteinら（2013）の『資本主義に未来はあるか』、水野（2014）の『資本主義
の終ᖼと歴史の危機』、)arvey（2014）の『資本主義の終ᖼ』、Streeck（2016）の『資本主義
はどう終わるのか』、（2020）౻ࡈの『人新世の「資本論」』）などを紹介された。
　そして、ᶈでは、本報告のまとめとして、最初に、ケインズが1920年代に構想していたこ
と（豊য়の時代（ものがҲれている時代）と安定の時代のそれぞれで考えるべきこと）を列ڍ
され、彼の政策の再起動について整理された。その上で、環境との関係における経済学的思考
について、経世済民が重要であること（その場合の世の中は地球規模になっており、この地球
規模全体で社会的を追求すること）、また、市場経済に焦点をあてて市場の利点・欠点を
しっかりと見ਾえた上で、その市場が先に設定した地球規模全体における追求にどのよう
に貢献するのかを考えること、そして、人間の行動を類型化し、時間・お金・資源を可能な限
りઅ約し、リスクとリターンとのۉ衡を図ることを強調された。

ᶚɽখ็ใࠂにର͢るίϝϯトɺิ
　ディスカッションに入るにあたり、ੴ研ࢯ（龍谷大学政策学部・講師　里山学研究セン
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ター・研究員）が小็報告に対するコメント・補足をఄ示した。
　まず、寺西ढ़一ࢯの人間・自然・社会の関係に関する整理（寺西ढ़一「いま、なͥ自然資源
経済論か」寺西ढ़一・ੴ田信ོ・山下英ढ़編『農家が消える』（2018年みすず書房）̓頁）を
踏まえて、人間生活は各種自然資源をベースに成り立っていること、すなわち、資源を取って

「生産ˠ流通（分配、消費）ˠഇغ（ॲ分）ˠʜ」を繰返していること、人間・自然・社会の
関係性をトータルに捉えた上で経済学のあり方、現実のかかえている課題を受け止めていく必
要があることを指摘された。
　次に、環境危機の時代に資本主義の未来をどう考えるか、都留重人ࢯ（経済学者―公害の政
治経済学）、Ӊ߂文ࢯ（経済学者―数理経済学）、宮本憲一ࢯ（経済学者―財政学、環境経済
学）による議論を改めて思い起こす必要があることを述べられ、その上で、小็報告を通し
て、環境を念頭に、①経済学と環境をめぐる近年のトピック（近年の動向や資本主義との関
係）、②認知資本主義と地域の価値（資本主義の類型を踏まえて、どう現実の制度・政策を考
えるか）、③環境経済学説史との関わり（経済学は自然をどう捉えてきたのか）という点から
考えていくべきࢫを示された。
　①では、（パリ協定を契機にした）脱素社会に向けた動き、SDGs（ୠし、17の目標をどの
ように捉えるのかの議論の必要あり）の広がり、サーキュラー・エコノミーという経済のあり
方（॥環経済ビジョン）への着目、オールタナティブを求める動き（ి力の自由化といったこ
とから若者（グレタ・トΡーンベリࢯ）の活動まで）、現実の動きは脱資本主義や体制変革よ
りもط存の資本主義の修正の方向であることなどを説明された。②では、認知資本主義的な時
代認識を踏まえた「地域の価値」や政策的課題に関する議論、「地域価値」のバリューチェー
ン（地域の暮らしの「本源」˱「意味づけ」の工程˱品化、品の情報の拡ࢄ）を構築する
ことなどが示された。③では、環境経済学説史に関する整理表を提示しながら、どの時代にど
ういった学者がどのような議論をしてきたのかを列ڍされた。また、③では、経済学の学

（古典経済学、新古典経済学、環境・資源経済学／エコロジー経済学）によって「自然」
の捉え方が異なること、環境経済学が「自然」をどのように扱ってきたのかを受け止めていく
必要があることを述べられた。

ᶛɽσΟスΧογϣϯ
　ディスカッションは、伊達浩憲ࢯ（龍谷大学経済学部・教授　里山学研究センター・副セン
ター長）の司会のもと、˜資本主義の今後の展望、特に、小็報告の中で༏先順位をつけて考
えた方が良いと思われる論点は何か、˜環境経済学の領域では生物多様性の問題をどのように
取りࠐもうとしているのか、˜若者が社会主義に比較的親和性を持ち、また、イΪリスでいう
コービンࢯやアメリカでいうサンダースࢯの（若年層における）人気を通じた政治的ࠨの৳
張についてどのように考えるのかなどといったことについて、小็ࢯおよびੴࢯと参加者と
の間で白熱した議論が交わされた。また、本研究会終了後も小็ࢯの報告内容の他、経済学全
般に関する談が和やかなง囲気のもと行われた。

（報告：ᚸ田章ޕ（里山学研究センター・研究補助員））
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ୈ１ճ研究会

ϛείンセプシϣン͔Βシνζンαイエンεへ
ᴷᴷڭ育をม͑る　ఱମ・ؾ野の͔ྫࣄΒᴷᴷ

ެӹஂࡒ法人大学ίンιーγΞϜژ・ߴ大࿈ܞίーσΟωーター　
里山学研究センター・研究員

滋　秀

　̓月20日に行われた里山学研究センターの第１回研究会では、「ミスコンセプションからシ
チズンサイエンスへ─教育を変える天体・気象分野の事例から─」というタイトルで里山学研
究センターの研究員である滋野秀研究員が講演をした。ミスコンセプションとは直༁をする
と「誤った概念」となるが、滋野研究員は中高生や大学生を対象に天体や気象をテーマにした
問題（例えば、太陽と木は地球からのڑ離はどちらの方がԕいか）を出した際、ほとんどの
学生が間ҧった答えを出すという。これらは元々思いҧいをしているということもあるが、学
校の教科書や図説に載っている簡略化された図などをそのまま認識することによって、間ҧっ
た知識を持つSchool	made	Misconceptionがあるという。ミスコンセプションを解消するため
にはこれまでの知識伝達系の教育から探究的な学びへの転換が必要であり、これを学校だけで
なく外に広げる（保護者や一般市民も加えて学者と議論を交わす）ことによりシチズンサイエ
ンス（市民科学）へと展開をしていくことが重要であるとした。現在、シチズンサイエンスの
基盤は不足しているため多様なネットワークを構築しながら今後の可能性を探っておられ、学
校を基盤としたシチズンサイエンスを展開していきたいとした。
　また、龍谷大学農学部の多賀༏先生からは地学の分野でのミスコンセプションが紹介され、
シチズンサイエンスが子供だけでなく大人の正しい科学的概念を持つことが出来るとコメント
をした。
　その後、参加者から意見や質問が出され、活発な議論が行われた。

（報告：太田真人（里山学研究センター・博士研究員））
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ୈ̎ճ研究会

&6とυイπʹ͓ける࣋ଓՄͳۀをలするࡦと法

ૣ稲田大学法学学ज़Ӄ・教授

ᑶ澤　生
龍谷大学社会学部・教授　里山学研究センター・センター長

村澤真保呂
龍谷大学法学部・教授　里山学研究センター・研究員

鈴木　龍也
ήονンήン大学ۀ法研究ॴ・研究員

$BSB�WPO�/PMUJOH
ήονンήン大学・教授　ಉ大学ۀ法研究ॴ・ॴ長

+PTÉ�.BSUJOF[
ήονンήン大学ۀ法研究ॴ・研究員

'SJFEFSJLF�)FJTF
ήονンήン大学ۀ法研究ॴ・研究員

+POBT�-PITUSPI

ᶗɽ͡Ίに
　森のある大学龍谷大学里山学研究センターが2022年９月̓日（水）に開催した本公開研究会
は、文部科学ল科学研究費・基研究盤B「農地の法的社会的管理システムの比較研究」（代表	
ᑶ澤能生　ૣ稲田大学法学学術院・教授）との共催で実施したものである。

ᶘɽ֓ཁ
　本公開研究会の概要は、次の通りである。

ʲ日時ʳ2022年９月̓日（水）10：00〜13：30
ʲ場所ʳ龍谷大学深草学舎　和４ؗإ'会議ࣨ３
ʲタイトル 「rEUとドイツにおける持続可能な農業を展望する政策と法」
ʲスケジュールʳ

内容（司会：鈴木龍也） 報告者（ܟ称略）
ѫࡰ 村澤真保呂
本公開研究会企画झࢫ説明 ᑶ澤能生
報告①：「EUにおける「農場から食」ઓ略とドイツのエコロジー農業の将来ઓ略」Cara	von	Nolting

JosÉ	Martinez
報告②：「家族経営の維持との緊張関係における農業の工業化」 'riederike	)eise

Jonas	Lohstroh
意見交換会 鈴木龍也（司会）
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ᶙɽঝલ─ใࠂにઌཱͬͯ
ɹᶙô�ɽຊެ։研究ձͷ֓要
　近年、持続可能な食料システムの構築を目指す食料・農業政策が世界的に大きな進展をみせ
ており、ドイツでは有機農業を全農地の20�に拡大するとの目標を掲げる「未来ઓ略有機農業」
が2017年に、EUでも有機農業を全農地の25�に拡大するとの目標を掲げる「'arm	to	'orkઓ
略」が2020年に、それぞれ公開された。そして、こうした動向を受けて日本の農林水産লも
2021年にಥ如「みどりの食料システムઓ略」を公表し、2050年までに農地の25�、１万haを有
機栽培農地にするという目標を設定した。
　ところで、こうした一連のઓ略は、経営規模の拡大による生産性の向上をめざす従来型の農
業政策に対するオールタナティブとなり得るのか。そこで、本公開研究会では、生産機能だけ
でない多面的な機能の発ش、自然の॥環機能という視点から農林業を捉え、そのような農林業
の持続的な展開を担保する農林地維持管理法制を確立するという両国に共通の課題をめぐって
議論した。

ɹᶙô�ɽຊެ։研究ձͷاըझ旨આ໌ͳͲ
　まず、里山学研究センター・センター長の村澤真保呂ࢯ（龍谷大学社会学部・教授）が開会
のѫࡰを行った。村澤ࢯは、「里山とは人々が生活をૹるために手を加えてきた自然環境であ
り、当センターは、そのような自然、二次的自然の保全、地球環境の保全、自然環境型社会に
おいて非常に重要な領域であると認識し」、2004年以来、自然共生型社会の実現（可能な条件）
までの研究を重ねてきたなどと話された。
　次に、科研代表者のᑶ澤能生ࢯ（ૣ稲田大学法学学術院・教授）が本公開研究会の企画झࢫ
説明を行った。ᑶ澤ࢯは、（私の科研では）「農地の維持管理のための法的、҃いは社会的知性
を比較法の中で研究」を行っていると述べ、その上で、ドイツ農業法を研究する際に半世紀以
上にわたってゲッチンゲン大学農業法研究所と関係があり、本日の公開研究会は、エコロジー
農業、とりわけ「有機農業の動向」について、⑴EUレベルおよび⑵ドイツ連共和国レベル
での状況、⑶有機農業に関連する小規模家族農業、農業の工業化の関係という３つの視点から
報告をするࢫを示した。

ᶚɽใࠂ༰
ɹᶚô�ɽ報告①：「EUにおける「農場から食」ઓ略とドイツのエコロジー農業の将来ઓ略」
　報告①では、２名の研究者が報告した。

ɹᶚô�ôJɽ「Die	'arm-to-'ork-Strategie（農場から食までઓ略）」
　まず、Cara	von	Noltingࢯ（ゲッチンゲン大学農業法研究所・研究員）が、「Die	'arm-to-
'ork-Strategie（農場から食までઓ略）」と題する報告をした。
　Cara	von	Noltingࢯは、まず、「'arm-to-'ork」ઓ略は、欧भグリーンディール（Green	
Deals）（近代的で資源効の高い、ڝ争力のある経済への移行の実現を目指すもの）の中֩に
位置付けられ、①持続可能な食料生産、②持続可能な食料加工と流通、③持続可能な食品消費、
④食品ロスとഇغの防止という食の持続可能性を重要視するものであると指摘した。
　続けて、次のような説明を通して「'arm-to-'ork」ઓ略の全容を示した。
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˝「'arm-to-'ork」ઓ略における2030年までの持続可能な食料生産の目標として、化学農薬使用量

のリスクを全体で50ˋ削減、ச産や魚介類のཆ殖のࡎە߅の総販売量を50�削減、EUの農地の少なく

とも25�において有機農業を実施などがある、˝農業生産工程管理（GAP）改革と本ઓ略との関係と

して、欧भ委員会は本ઓ略には法的߆ଋ力はないと理解しつつも、事後的にGAPに本ઓ略を反өさせ

ようとしたなど、˝Agendaの動向として、2023年末までに持続可能な食品体制の法的枠組みの整理

など、˝本ઓ略への批判として、欧भ委員会が適切な影響評価をすることなく提案しているなど。　

ɹᶚô�ôᾝɽ「;ukunftsstrategie	Ökologischer	Landbau（ドイツのエコロジー農業の将来ઓ略）」
　次に、JosÉ	Martinezࢯņ（ゲッチンゲン大学・教授　同大学農業法研究所・所長）が、

「;ukunftsstrategie	Ökologischer	Landbau（ドイツのエコロジー農業の将来ઓ略）」と題する報
告を行った。
　JosÉ	Martinezࢯは、主に、次のような説明を通してドイツにおいて食の持続可能性との関
係で政府も財政支援し、積極的に取り組まれている有機農業のઓ略を示し、その上で、ドイツ
有機農業将来ઓ略は、ドイツにおける有機農業を高める上で重要な礎であること、持続可能性
目標を達成するために当該ઓ略は重要な役割を果たすこと、他方で、有機農業が三ഒ以上に増
えることが持続可能性の阻害要因になるので、それを増やすことには৻重をؼすべきであるこ
とを指摘した。

˝ઓ略の意味する内容として、ઓ略は憲法上の概念ではなく、そもそも法上扱う概念かどうかにつ

いても議論の༨地があること、ઓ略は高権的行為、執行機関が義務付けるもの、国家が自身を義務付

けるものなどと説かれていること、˝有機農産品への消費者の関心の高まりを背景に有機農業の割合

や有機農産物市場の売上高が増加傾向にあるなど、˝有機農業のߞ作に助成する価値として、これに

ཆすることが可ࣂ成する見方として、土の豊かさの維持、家சはその本来の生態に適応した形でࢍ

能であることなど、˝他方で、これに反対する見方として、有機農業の生産性の低さより、従来型農

業よりも༏位性がないこと、世界の食料供څ量との関係で有機農業が従来型農業と同じ量を生産する

ためには他の地域の農業を拡大（増加）させる必要があることなど。

ɹᶚô�ɽ報告②：「家族経営の維持との緊張関係における農業の工業化」
　報告②では、'riederike	)eiseࢯ（ゲッチンゲン大学農業法研究所・研究員）とJonas	
Lohstrohࢯࢯ（ゲッチンゲン大学農業法研究所・研究員）が共同で「Industrialisierung	der	
Landwirtschaft	 im	Spannungsfeld	zur	Erhaltung	des	'amilienbetriebs（家族経営の維持との
緊張関係における農業の工業化）」と題する報告をした。
　まず、'riederike	)eiseࢯは、主に、次のような説明を通してドイツにおける農業の工業化
の動向を示した。
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˝ドイツにおける農業の工業化の歴史的経緯として、19世紀以降、中世の主従関係から解์された農

民が自らߞす農地を所有する権利を取得し、また、大学に農学講座が開講され、農学が独立した研究

分野として台頭し、それが結果として生産性の向上にܨがった一方で、工業化による農業従事者が減

少傾向にある（ドイツ国内ではこれを農業の構造的変化と称する）など、˝工業化の特徴として、技

術革新や農場の効化による生産量、設備資、大規模農場が増加する一方で農場数は減少している

など、˝工業化のポジティブな効果として、工業化は食ྐの確保に役立つ、他方で、工業化の緊張関

係として、生態系および社会的な意味でマイナスの影響があるなど。

　次に、Jonas	Lohstrohࢯは、主に、次のような説明を通してドイツにおける家族農場経営の
状況を示し、結論として、工業化と家族経営農家という２つの概念は、基本的に十分に両立し
得るものと述べた。

˝家族農場経営の概要として、2014年度のドイツの農場総数の27万6000౩のうち89�が家族経営農家

に分類されており、また、世界的にみても、世界人口の70ˋ以上が食料の全部ຢはその大部分をྵ細

農家に頼っているなど、˝家族経営農家の定義について、法における規範的基準はないなど、˝家

族経営の農場の保全の必要性について、団մ世代の退職の波、後継者の不在、外部資家による資本

圧力などによって家族経営農家は全体的に減少している、˝家族経営農場の保全の価値について、経

済性からみると家族経営農場は多くのޏ用を生み出している、低金、ॊೈ性の高い࿑働力、低い取

Ҿコストが経済的に༏位に働いている、地方のޏ用の創出および継続といった地域貢献があるなど、

˝農業と工場化と家族農場経営の保護の間のໃ६や対立関係は可能な限り解消する、˝工業化をあく

までも「近代的なߞ作手法」という観点から捉えるならば、家族経営とໃ६するものではなく、また、

家族経営が生き残るためには進าが必要であるなど。　

ᶛɽҙަݟձの༰
　一連の報告が終了した後に、鈴木龍也ࢯ（龍谷大学法学部・教授　里山学研究センター・研
究員）の司会のもと、意見交換会を実施した。そこでは、例えば、˖法の中にઓ略を組みࠐむ
場合、新たな価値をドイツ基本法の中にさらに加える必要があると考えるのかຢは今の枠組み
で問題ないと考えているのか、˖ドイツでは水利施設や草地を地域共同体が所有し、共同
管理を行うことがあるのか、˖（この点と関連して、）共同管理の必要性が家族経営農家を保
護すべき理由となり得るのか、˖「'arm-to-'ork」ઓ略は工業化と家族経営農家、方のメ
リットを上手くまとめていけるようなものになっているのかといった概念的なことから具体的
事象まで様々な質疑が出された。
　本公開研究会には、様々な専門分野の研究者が集まっており、意見交換会では、報告者との
間で終始、白熱した議論が交わされた。

（報告：ᚸ田	章ޕ（里山学研究センター・研究補助員））
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ୈ̏ճ研究会

Ϛラウイと日ຊʹ͓ける里山のऔりΈ

龍谷大学先端理工学部・実験講師�里山学研究センター・副センター長

林　珠乃

ϚϥΠ大学νϟンセϥーߍ・講師

.BSMFOF�$IJLVOJ

　森のある大学龍谷大学里山学研究センターは、2022年12月21日（水）にJST-JICA	SATREPS	
マラウイ湖国立公園における統合自然資源管理に基づく持続可能な地域開発モデル構築プロ
ジェクトとの共催で公開研究会を開催した。

《概要》
ʲ日時ʳ2022年12月21日（水）ņ16：00〜17：30（日本時間）
　　　　　　　　　　　　　		９：00〜10：30（中ԝアフリカ時間）

ʲ使用言語ʳ英語（パワーポイントは和文ซ記）
ʲ開催場所ʳオンライン（;oom）
ʲスケジュールʳ

内容 報告者（ܟ称略）
ʤ報告１ʥ「生活を持続させるための里山：日本人による観察」 林　च೫
ʤ報告２ʥ「生活の質を持続させるための里山：マラウイ人による観察」 Marlene	Chikuni
ʤ意見交換会ʥ 林　च೫（司会）

ʲ要ࢫʳ
　社会生態学的生産システムの一つである里山は、人々が生活や生業のために自然を利用する
ことによって多様な生物に生息地を提供し、生物多様性の保全に重要な役割を果たしている場
である。里山のコンセプトは、自然資源の利用と自然の保全が両立しうることを強調している
が、自然の保全と活用を調和させることは難しく、それぞれの地域が独自の課題を抱えている。
　そこで、本公開研究会では、日本とマラウイ（中ԝアフリカ）方の研究者（日本側－林च
೫ࢯ（龍谷大学先端理工学部・実験講師	里山学研究センター・副センター長）、マラウイ側－
Marlene	Chikuniࢯ（マラウイ大学チャンセラー校・講師））が社会・経済・自然環境が異なる
両国の里山の特徴と実践を報告し、それぞれの里山に特有の課題と共通の課題を明らかにし、
その解決策を探究した。
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ʲ本公開研究会の内容ʳ
　本公開研究会の内容を整理すると、次の通りである。
　林ࢯが頭、簡単なѫࡰを行い、その上で各報告に移った。
　ʤ報告１ʥの林ࢯは、主に、①森林減少と森林ྼ化の原因となる過利用と過少利用の説
明、②本報告に関わる日本及びマラウイの基本データ（人口動向、陸地及び森林の面積、森林
ඃ෴減少の主なۦ動要因など）の解説、③マラウイ湖国立公園（Lake	Malawi	National	Park

（LMNP））とその飛び地、LAMPでのの採集に関する規則、人も含む当該国立公園全体の森
林資源利用を८るネットワーク構造の紹介、④結論のఄ示をされた。
　ʤ報告２ʥのChikuniࢯは、主に、①日本の中で特徴的な里山活動をしている、個人やグルー
プないし団体（˜マツタケ十܉ࣈ（マツタケ復活させ隊）、˜みたき園、˜森のようちえん	ま
るたんぼ、˜ヒップホップのラッパーから自െ型林家へ転身した大谷さん、˜河辺いきものの
森、˜遊ఉ、˜愛のまちエコ۞楽部	里क隊、˜「龍谷の森」里山保全の会）の紹介、②日
本とマラウイの共通点・相ҧ点の摘示、③森林が過利用や過少利用されている地域に対する
自然の利用と保全とのバランスを取るための提案、④総括（コメント）をされた。
　ʤ意見交換会ʥでは、例えば、˜（里山に関する）日本のシステムとマラウイのシステムの
類似性を対比し、観察していることに感を受けた、˜例えば、マラウイのシステムでは、人
間と自然との共存の変容のダイナミズムやダイナミックな性質が非常に重要である、˜なͥ、
マラウイを他国よりも具体的な未来、生活や෩景、ライフスタイルを変えるプロジェクト・サ
イトとしたのか、˜科学のエコシステムとの関係で日本とマラウイとのコラボレーションで理
解できることがある、˜（報告者が示した）コミュニティの形成に関する表が見やすい（ので、
理解が深まった）などといった意見やコメントが出された。本公開研究会には海外の研究者も
多数、参加され、報告者との間で終始、和やかなง囲気のもと、和気あいあいとした意見交換
がなされた。

（報告：ᚸ田章ޕ（里山学研究センター・研究補助員））

ʬ֤ใऀࠂͷใࠂ༰ʢৄࡉʣʭ
生׆Λ࣋ଓͤ͞ΔͨΊͷ里山ɿຊ人ʹΑΔ؍

ྛɹच೫ʢཾ୩େֶઌཧֶ෦ڥੜଶֶ՝ఔʗཾ୩େֶཬֶࢁ研究ηϯλーʣ

　伝統的な日本の農村景観である里山は、地域の自然資源を活用する人々の生産活動と地域の
自然環境の相互作用によって創出・維持される。自然資源を抽出するために人々が自然を改変
することで、集落やその周辺の農地、森林、用水池などの多様な土地利用や植生タイプが一地
域に創出され、モザイク状の景観が構成される。里山のモザイク状の景観は、様々な生物に生
息地を提供するため、生物多様性を保全する上で重要である。
　現代の社会・政治・経済の変化に伴い、伝統的な農村景観は急速にྼ化し、生物多様性、生
態系サービス、地域文化の失にܨがっている。日本政府は、2010年の生物多様性条約第10回
క約国会議以降、自然と社会の調和を目指す総合ઓ略「SATOYAMAイニシアティブ」を推
進している。当初、里山は自然資源の過少利用による影響に着目していたが、その後、人と自
然が相互に影響し合い、共存できるような景観を維持するための方法を探るものへと発展して
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いる。現在では、里山の事例は日本だけでなく、世界各地で報告されている。
　景観をྼ化させる原因は、自然資源の過少利用だけではない。里山の概念が主張する過少利
用による自然のྼ化は比較的新しい課題であり、自然資源の過利用による自然の減少やྼ化
は、人類がより長い間取り組み続けている課題である。日本もかつて、森林資源の過利用と
それに伴う生態系サービスの低下に長い間まされてきた。森林減少や森林ྼ化を促す人間活
動は多ذにわたる。森林減少の主な要因は、業用農林業、自家用農林業、鉱業、建築インフ
ラ、都市部の拡大などである。森林のྼ化は、木材のെ採、山Ր事、草地、の収集、木
の生産に関連している。これらの人間活動が過である場合だけでなく、過少である場合も森
林のྼ化をҾき起こすことに注意する必要がある。自然資源の過利用は్上国で、過小利用
は先進国で問題になる傾向がある。つまり、世界のさまざまな地域で、生物多様性を保全し、
生態系サービスを維持するための適切な自然資源利用のあり方を模索しているのである。しか
し、同じ目標に向かっているにもかかわらず、自然資源の利用不足にむ国は、過利用に
む国の現実を知らず、ٯに過利用にむ国は、天然資源の過少利用にむ国の現実を知らな
い。
　そこで、このセミナーでは、森林の過少利用にむ日本に住む私が、森林の利用過に
むマラウイで森林資源の利用を観察した結果を報告し、ٯにマラウイのチクニ博士が日本の
里山へのઓを観察した結果を報告する。チクニ博士と私は、JICAとJSTによる国際共同研
究プログラム「SATREPS」の一環であるIntNRMSプロジェクトに参加している。この１ϲ月
半、チクニ博士は短期研究員として龍谷大学に滞在し、滋賀、京都、鳥取の各地を訪れ、里
山保全や人と自然の新しい関係づくりに取り組む人々やグループと対話した。また、私は、
IntNRMSプロジェクトの研究の一環としてマラウイ共和国のマラウイ湖国立公園を複数回訪
問し、村人と森との関係を調査している。
　頭、本日のセミナーに関連し、マラウイにおける日本の基本的な情報を共有する。現在の
人口は、日本が約１ԯ2500万人、マラウイが約1900万人で、日本の人口はマラウイの約6.6ഒ
である。日本の人口は減少傾向にあり、マラウイの人口は増加傾向にある。陸上面積では、日
本が3,650万ϔクタール、マラウイが940万ϔクタールで、日本はマラウイの約3.8ഒである。ま
た、森林に෴われた土地の割合は、2020年の報告書によると、日本が68ˋ、マラウイが24ˋと
なっている。
　森林ඃ෴の減少をҾき起こす要因は、世界各地域によって異なる。東南アジアや南米の熱ଳ
地域では業െ採が森林減少の主な要因であり、ロシアや北米の北方林は山Ր事により消滅
している。アフリカや中米では、土地利用の農地化により森林が減少している。日本、中国、
ヨーロッパ、北米では林業が森林減少の主な原因となっているが、林業によって森林が消失し
た土地はཌ年以降に再植林される場合がほとんどなので、永久的に森林が破壊されるわけでは
ない。
　アフリカの森林に着目すると、2000年から2010年にかけては、民間や業生産のための農地
開発が森林減少の主な原因となっている。マラウイの森林面積は減少傾向にあり、森林減少の
、動力は、一؏して森林の農地転用であった。一方で、日本の森林面積の変化はԣばいでありۦ
森林の減少は林業によってҾき起こされている。
　一方、森林のバイオマスや生態系サービスの低下を意味する森林ྼ化は、アフリカではや
の生産、木材のെ採などが原因となっています。WW'が2021年に発表した報告書によると、
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アフリカにおける森林減少の主な原因として、小規模農業と・の生産が際立っている。
　マラウイでは、家ఉで使用するエネルΪーのほとんどが、やなどの森林資源から得られ
ている。農村部の約95ˋがを使用し、都市部の世ଳでも54ˋがを使用している。ి気を使
う世ଳは農村部の0.4ˋに過ぎない。日本では、1960年ࠒまでやが家ఉの主なエネルΪー
源であったが、その後、化ੴ೩料由来のエネルΪーに取って代わられた。現在、日本の家ఉで
使われているエネルΪーは、ほぼ100ˋがి気やガスなどの化ੴ೩料由来となっている。
　調査地はマラウイ南部にあるマラウイ湖国立公園（LMNP）です。1980年に設立されたマラ
ウイ湖国立公園は、固有魚種の多様性が評価され、1984年に世界遺産に登録された。
　LMNPの特徴のひとつは、公園に囲まれた̑つの飛び地の村があることである。これらの村
は、公園の設立に伴って移転を要求されずその地にとどまった。マラウイの農村の人々の生活
は自然資源に依存しており、飛び地の村人たちは国立公園内の自然資源以外にはアクセスでき
ない。そのため、国立公園は資源利用プログラムを設け、村人たちは世界遺産である国立公園
の自然資源を利用して生活している。
　1994年にコミュニティによる森林資源利用がLMNPの森林に与える影響について調査が行わ
れた。1982年から2000年にかけて、良好な状態の森林である閉樹ף林の面積は減少し、閉
樹ף林がྼ化した結果であるૄ林はٯに増加した。飛び地の村の人口は増え続けており、人口
増加とそれに伴うのध要の増加が、LMNPの森林減少や森林ྼ化をҾき起こしているようで
あった。
　1994年の調査では、当時の主要な使用者である家ఉや魚のᗉ製屋によるの年間消費量と、
公園がとして採取を許可しているރれ木の生産量も推定された。その結果、国立公園内で年
間9500トンのރれ木が生産されているのに対し、一般家ఉで4400トン、魚のᗉ製業で1400トン
のを消費しており、供څ量が消費量を上回っていることがわかった。しかし、魚のᗉ製業は
林ףを構成する大きな丸太を好んで使用するため、森林資源の選択的利用が閉じた林ףの減少
につながったのではないかと推ଌされた。
　その後、人口は４ഒ近くに増えており、1994年から状況が大きく変化していることが予ଌさ
れる。IntNRMSプロジェクトの一環として村人による森林資源の利用の現状を把握すること
を目的の一つとしているが、まだ調査の初期段階であり、現時点では結果を報告することがで
きない。そこで、この発表では、現在村で観察されているさまざまな森林資源の利用について
紹介する。
　LMNPは現在も̑つの飛び地の村に住む村人に対して、一定の規制のもとでރれ木の採取を
許可しているʀރれ木を収集できるのはঁ性に限ること、特定の༵日にెาと頭荷で運ൖする
こと、公園内の生きた木のെ採を許可しないこと、ރれ木を集める際にナイフやිなどの道具
を使用しないこと。LMNPは、村のঁ性たちがを集める前に、非常に安価なチケットをߪ入
することを要求している。これは、LMNPがރれ木の収集量を把握するためのモニタリングの
一環である。
　ঁ性たちは公園で集めたރれ木をϔッドロードで運び、村の中で料理などに使っています。
伝統的には、３つのੴを使った調理用ஆが使われるが、現在、村ではUSAIDの推進により
３ੴ直Րより೩ম効の良い調理用ストーブが普及し始めている。
　湖岸に設置された魚のᗉ製用のオーブンでもは使用される。ᗉ製は、村で獲れた魚を都会
へ売るために保存するための一般的な加工方法である。もうひとつの魚の加工方法は、ࣽ干し
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であり、魚をࣽるためにもも使われる。
　以上の他に、建築資材としてのレンガをম成するために、観光٬向けのロッジでピザをমき
ボイラーでお౬をかすために、地元の人向けの食堂や屋台での調理のために、は使われて
いる。また、村の中では、家屋や家ச小屋などの建材、家具、野生の果物や野ࡊなどの食べ物、
薬、屋根材やᝧの材料、漁業や魚の加工業のための道具、木ூりの土産物として、森林資源が
利用されている。
　以上のような森林資源の直接利用のほかに、やの小売業も存在する。小売業者が扱う
の出所は、国立公園外の地域であるとのことである。また、の小売業もある。国立公園内で
はの生産がې止されているため、これらのは国立公園外で生産されている。
　村内での森林資源の予備調査から、1994年の調査では指摘されていなかった様々な森林資源
利用者が存在し、国立公園外からの資源の流入があり、森林資源関連産業がより広い社会経済
システムの中に組みࠐまれていることが予想される。今後、森林資源の利用と森林の生産を量
的に評価し、森林資源の域内域外の流通について調査する予定である。
　マラウイ湖国立公園の里山は、村人の生業や産業が国立公園の森林に大きく依存しているこ
とが特徴である。彼らの森林資源利用は持続可能ではない可能性があり、村人たちはそのこと
を理解しているようだが、代替案がないため、周辺の森林への強い依存を緩和することができ
ない。第二の特徴は、森林資源に対する多様な利用方法と知識が存在することである。これは、
村人や公園がތれる貴重な文化であると言える。第三に、村の森林資源利用のネットワークは、
社会的、経済的、生態学的条件の変化のもと、時間的、空間的にダイナミックに変化している
ように思われる。マラウイ湖国立公園の里山において森林の保全と利用を調和させるためには、
社会経済的ネットワークを通じた代替エネルΪーへの部分的移行がݤになるのではないかと考
えている。

生׆ͷ࣭Λ࣋ଓͤ͞ΔͨΊͷ里山ɿϚϥΠ人ʹΑΔ؍
マーϦーϯɾνΫχʢマϥΠେֶࣗવɾԠ༻Պֶ෦ੜՊֶՊʣ

　里山とは、山、森、大地、海などの自然と人々との関わりを表す日本語である。このレポー
トでは、日本の生活の質との関連で、森林における里山管理について考察しています。訪問し
た人や団体は以下の通りである。
　　京都のマツタケ十܉ࣈ、鳥取県智頭町のみたき園森のようちえん「まるたんぼう」・自െ

型林業に取り組む林業家の大谷さん、滋賀県東近江市の河辺いきもの森・遊ఉ・里क
隊・あいのまちエコクラブ、滋賀県大津市の龍谷の森里山保全の会

ɹマπλέे܉ࣈɿ日本の重要なキノコであるマツタケを愛する主に定年退職者のメンバーが
協力して、マツタケの生育に適した環境づくりと普及に取り組んでいる。マツタケ栽培の生態
学的知識を生かし、土の肥ཊ度を貧弱に維持することでアカマツ（とマツタケ）の発生を促
している。マツタケ栽培のノウハウとリソースを結集し、かつてよく見られたマツタケ栽培を
復活させている。また、個人で楽しむだけでなく、他の人と共有するために野ࡊや果物を栽培
する場も提供している。このように、マツタケ十܉ࣈは、里山の過去の歴史をોらせ、間と
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一ॹに情熱を注ぐ場を持ち、さらにि末のミーティングがݽ独とઓう機会となり、生活の質を
向上させるというԸܙを受けている。
Έ͖ͨԂɿࣛや鳥や山ࡊなどの、地元で採れる食材を使ったレストランである。࿑働力も地

元で調達しており、コミュニティビジネスの中֩となっている。季અ感もあり、ෑ地内に人工
ୌがあり、過ૄ化が進むこの地域の観光の追い෩になっている。地域の伝統や農村文化がकら
れ、林産物も収֭され、里山のৼڵにもつながっている。
ͷΑ͏ͪ͑Μ�·ΔͨΜ΅͏ɿ３〜̑ࡀ児を対象に、森を利用して自然と触れ合いながら、

野外学शを行う幼稚園である。子どもたちは本来好奇心がԢなので、十分なಜと܇࿅に
よって、能力、自立心、自発性、ଚܟ、創造性、協調性などのライフスキルが身につける野外
教育を実施することができる。まるたんぼうのモットーは「信じて待つ」ことである。教師は、
介入する前に、子どもが新しい状況にどう対ॲするかを知っていることを信じて待つ。	森の
中をトレッキングした後は、ֆ本のಡみ聞かせを行い、自然と触れ合うことでֆ本に命をਧき
後ޕ、む。森のようちえんは、子どもたちの教育に貢献するだけでなく、働く親にとってもࠐ
̑時以降に子どもをܴえに行くことができる重要なサービスとなっている。
ࣗെྛܕՈͷେ୩͞Μɿ	彼は元ラッパー／ミュージシャンであり、母の伝統を重んじ

ながら、家業の農園と森林資源の販売を生業とするތり高き日本の青年である。木材価格が低
する中、ホップを栽培して販売したり、木工をしたりして収入を補うなど、マルチタスクで
活躍している。大谷さんは、林業家としてだけでなく、地元の青年団の一員として自然保護や
地域ৼڵに取り組む、他の若者の模範となる存在となっている。
ௗऔݝஐ಄ொɿ智頭町では、െ採した針༿樹の材をڝりで販売できるマーケットがある。す

べての木材が売却されるわけではなく、例えば、間െ材は通常はഇغ物として扱われるが、そ
れを別の方法で利用する地域がる。あるボランティアグループは、間െ材を集め、に加工し
て販売し、その利益をコミュニティに還元し、さまざまな社会プロジェクトに活用している。
このようなプロジェクトは、過ૄ化が進む智頭町への移住を希望する人たちを呼びࠐむ。また、
町が進めるもう一つのプロジェクトは、ط存のインフラを再利用して新しい産業をڵすことで
ある。例えば、ഇ校になった小学校は、パン屋、ビール工場、オフィスビルへと生まれ変わり、
智頭町のさまざまな企業が入居している。また、ഇᆣとなった建物を宿ധ施設に転用すること
で、観光ৼڵの一端を担おうとしている。智頭町では、教育、ビジネス、観光、生活の質の向
上のために、原材料と加工品の両方を活用することで、里山を管理している。
Տล͍͖ͷͷɿ滋賀県東近江市にある特定非営利活動法人の遊林会によって運営されて

いる。河൞林を活用しており、滋賀県内の学校への環境教育が主な活動となっている。また、
平地であることから、エコツアー٬にも人気がある。この森の里山では、環境教育やエコツー
リズムに関連したさまざまな活動を行っている。例えば、小学生にはを原料とした道具作り、
どんぐりやރれ木の採取、エコツアー参加者にはフジという固有種を使ったリース作りの指導
を行っている。また、エコツアー参加者には、フジを採集してもらうことで、森林内の特定区
域のআെを促している。
༡ఉɿ広༿樹をに加工し、ストーブを販売する民間企業です。やチップ、ストー

ブの販売だけでなく、༽は社会貢献活動にも取り組んでいる。社会的にҾきこもりがちな
若者で、公的なڅ付を受けるための資格を取得していない（あるいは取得を希望しない）人を、
社会復ؼの一าとしてインターンシップに受け入れている。近年は多くのメンバーを受け入れ
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ており、遊ఉで作られる製品は、欠ؕのあるロウソクやバイオを利用した着Րࡎなど、多
様化している。
ɿ滋賀県の重要な水資源である琵琶湖のリンԚછをܰ減するため、東近江市ࢢߐ౦ۙݝլ࣎

はഇ༉からੴݨを製造するリサイクルセンターを設立した。このリサイクルセンターは、ੴݨ
の加工以外にも、遊ఉの品をはじめ、市にちなんださまざまな品の販売૭口としても機
能している。愛の֗エコクラブは、東近江市内のいくつかのグループのࡿ下にしており、その
一つが「里森隊」である。このグループは自主的な環境クラブで、集落周辺の森の手入れをす
ることを目的としている。
ཾ୩ͷཬࢁอશͷձɿि末に自然保護活動に参加する熱心な人たちのグループである。݈

࿑者がۈ運動、間づくり、遊び、キノコङりなど、さまざまな理由から、定年退職者や、߁
専門知識を持ち寄って環境保全に取り組んでいる。	15年後、20年後にこの森からマツタケが
採れるように整備をしている。ある定年退職者のメンバーは「その時に生きている人たちが楽
しめるように」と、アカマツの林の手入れをしている。
マϥΠͷཬࢁͱຊͷཬࢁͷྨੑࣅɿ人間ののための自然の価値と自然資源管理への

多様なステークホルダーの関与がڍげられる。両国とも世代間利益（未来への貢献）を推進し
ているが、視点にҧいがある。日本の文化は国レベルの利益であるのに対し、マラウイではコ
ミュニティレベルの利益である。
　森林が過に利用されている地域や、利用されていない地域で、利用と保全のバランスを維
持するために、以下の視点が重要だと考えらえる。
　─在来知や地域の歴史の重要性を活用すること
　─長期的なモニタリングとその結果の資源利用者への普及
　─自然の価値を地域的、世界的に再評価し、地域住民に普及させること
　─生活の質を向上させるための代替的な生計手段の模索
　以下は、日本の里山管理に関する私見である。
　─日本では技術の進าにより、人々の生活が森林資源に依存しなくなった。
　─地形や木材の༌入が安いため、森林資源が十分に活用されていない。
　─都市部では߄ただしいが、地方では生活がշ適であり、自然にؼることがストレス発ࢄの

１つになる
　─技術の進าを考ྀし、利用と保全のバランスをとるために、自然との新しい関わり方を考

え直す必要がある。
　─日本の文化的、生態的、政治的な歴史を体系的に記録することは、里山管理を変えるため

の基礎となるものとなる。

4BUPZBNB�GPS�TVTUBJOBCMF�MJWFMJIPPE�JO�.BMBXJ��PCTFSWBUJPOT�CZ�B�+BQBOFTF
5BNBOP�)BZBTIJ�ʢ&DPMPHZ�BOE�&OWJSPONFOUBM�&OHJOFFSJOH�$PVSTF�'BDVMUZ�PG�"EWBODFE�

4DJFODF�BOE�5FDIOPMPHZ�3ZVLPLV�6OJWFSTJUZʣ

　Satoyama,	 a	 traditional	 Japanese	 rural	 landscape,	 is	 created	 and	 sustained	 by	 the	
interaction	between	regional	natural	environment	and	the	people	who	utilize	 local	natural	
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resources	for	productive	activities.	Through	the	modipcation	of	nature	by	people	to	extract	
natural	resources,	a	variety	of	 land	uses	and	vegetation	types	such	as	villages,	 farmlands,	
forests,	and	irrigation	ponds	etc.	are	created	in	an	area,	resulting	in	mosaic-like	landscapes.	
The	mosaic	 structure	of	Satoyama	 is	 significant	 for	biodiversity	conservation	because	 it	
provides	habitats	for	a	wide	variety	of	organisms.
　With	modern	 social,	 political,	 and	economic	 changes,	 traditional	 rural	 landscapes	are	
undergoing	rapid	degradation,	 leading	 to	 the	 loss	of	biodiversity,	ecosystem	services	and	
local	 culture.	 Since	 the	10th	Conference	of	 the	Parties	 to	 the	Convention	on	Biological	
Diversity	（CBD）	 in	2010,	 the	 Japanese	government	has	been	promoting	 the	Satoyama	
Initiative,	a	comprehensive	strategy	aimed	at	 fostering	a	harmonious	relationship	between	
nature	and	society.	Initially,	the	Satoyama	concept	focused	on	addressing	the	conseRuences	
of	underutilized	natural	 resources,	but	 it	has	since	evolved	 to	encompass	 the	exploration	
of	ways	 to	sustain	a	 landscape	 in	which	people	and	nature	can	 interact	and	coexist	 in	a	
mutually	benepcial	manner.	Today,	Satoyama	cases	are	not	 limited	to	Japan,	but	are	being	
documented	globally.
　It	 is	not	only	the	underutilization	of	natural	resources	that	degrades	the	 landscape.	The	
degradation	of	nature	due	to	underutilization,	which	the	Satoyama	concept	is	problematizing,	
is	a	relatively	new	issue,	while	the	decline	and	degradation	of	nature	due	to	overutilization	
of	natural	resources	 is	an	 issue	 that	humans	have	been	dealing	with	 for	a	 longer	period.	
In	Japan,	overexploitation	of	 forest	resources	and	the	resulting	degradation	of	ecosystem	
services	has	been	an	 issue	 for	a	 long	time.	)uman	activities	 that	drive	deforestation	and	
forest	degradation	are	diverse.	The	maKor	drivers	of	deforestation	are	 commercial	 and	
subsistence	 forestry,	mining,	building	 infrastructure,	 and	 the	expansion	of	urban	areas.	
'orest	 degradation	 is	 associated	with	 timber	harvesting,	wildfires,	 pastures,	 firewood	
collection,	and	charcoal	production.	 It	 should	be	noted	 that	 these	human	activities	cause	
forest	degradation	not	only	when	they	are	excessive	but	also	when	they	are	 insufficient.	
Developing	countries	 tend	to	be	concerned	about	 the	overutilization	of	natural	resources,	
while	 underutilization	 is	 an	 issue	 in	developed	 countries.	 In	 other	words,	 to	 conserve	
biodiversity	and	maintain	ecosystem	services,	appropriate	use	of	natural	resources	is	being	
sought	 in	many	regions	of	 the	world.	)owever,	despite	working	 toward	 the	 same	goal,	
countries	su⒎ering	from	underutilization	of	natural	resources	are	unaware	of	the	reality	of	
countries	su⒎ering	from	overutilization,	and	vice	versa.
　In	 this	 seminar,	 I,	 living	 in	 Japan,	which	 suffers	 from	underutilization	of	 forests,	will	
report	the	results	of	my	observations	of	 forest	resource	use	 in	Malawi,	which	su⒎ers	from	
overutilization	of	forests,	and	conversely,	Dr.	Chikuni	of	Malawi	will	report	the	results	of	her	
observations	of	challenges	of	Satoyama	in	Japan.	Dr.	Chikuni	and	I	are	participating	in	the	
IntNRMS	proKect,	an	international	Koint	research	program	by	JICA	and	JST	called	SATREPS.	
Over	the	past	month	and	a	half,	Dr.	Chikuni	stayed	at	Ryukoku	University	as	a	short-term	
researcher,	visiting	various	places	in	Shiga,	Kyoto,	and	Tottori	to	dialogue	with	people	and	
groups	who	are	working	on	Satoyama	conservation	and	creating	new	relationships	between	
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people	and	nature.	I	have	also	visited	Lake	Malawi	National	Park	in	the	Republic	of	Malawi	
multiple	 times	as	part	 of	 the	 IntNRMS	proKect	 research	 to	 investigate	 the	 relationship	
between	villagers	and	the	forest.
　At	 the	beginning	of	my	presentation,	 I	would	 like	 to	provide	 some	basic	 information	
about	Japan	in	Malawi	as	it	relates	to	today`s	seminar.	Currently,	Japan	has	a	population	of	
approximately	125	million	and	Malawi	has	a	population	of	approximately	19	million,	making	
Japan`s	population	approximately	6.6	 times	that	of	Malawi.	 Japan`s	population	 is	declining,	
while	Malawi`s	population	is	increasing.	In	terms	of	land	area,	Japan	has	36.5	million	hectares	
and	Malawi	has	9.4	million	hectares,	making	Japan	about	3.8	times	the	size	of	Malawi.	The	
percentage	of	land	covered	by	forests	is	68�	for	Japan	and	24�	for	Malawi,	according	to	the	
2020	report.
　'actors	 that	 cause	 forest	 cover	 loss	 vary	 from	 region	 to	 region	 around	 the	world.	
Commercial	 logging	 is	 the	main	driver	of	deforestation	 in	tropical	areas	of	Southeast	Asia	
and	South	America,	while	boreal	forests	in	Russia	and	North	America	are	disappearing	due	
to	wildpres.	In	Africa	and	Central	America,	forests	are	being	reduced	due	to	the	conversion	
of	land	use	to	agricultural	land.	Although	forestry	is	a	maKor	cause	of	deforestation	in	Japan,	
China,	Europe,	and	North	America,	 it	does	not	result	 in	permanent	destruction	of	 forests,	
since	in	most	cases	the	land	lost	due	to	forestry	is	reforested	in	the	following	year.
　'ocusing	on	African	forests,	the	main	driver	of	deforestation	between	2000	and	2010	was	
the	development	of	agricultural	land	for	private	and	commercial	production.	Malawi`s	forest	area	
is	declining,	and	its	driving	force	is	consistently	the	conversion	of	forests	to	agricultural	land.	
In	contrast,	changes	in	forest	area	in	Japan	have	been	stable,	and	in	cases	of	deforestation,	it	
has	been	driven	by	forestry.
　'orest	degradation,	which	refers	to	the	loss	of	forest	biomass	and	ecosystem	services,	 is	
caused	by	prewood	and	charcoal	production	and	timber	harvesting	in	the	African	countries.	
According	to	a	report	published	by	WW'	in	2021,	small-scale	agriculture	and	prewood	and	
charcoal	production	stand	out	as	the	main	causes	of	forest	degradation	in	Africa.
　In	Malawi,	most	of	 the	energy	used	by	households	comes	 from	 forest	 resources	 such	
as	 firewood	and	charcoal.	About	95�	of	 rural	households	use	 firewood,	and	even	among	
urban	households	54�	use	charcoal.	Only	0.4�	of	rural	households	use	electricity.	In	Japan,	
prewood	and	charcoal	were	the	main	source	of	energy	for	Japanese	households	until	around	
1960,	after	when	the	maKor	source	was	replaced	by	energy	derived	from	fossil	fuels.	Today,	
almost	100�	of	 the	energy	used	 in	households	 in	 Japan	are	 fossil	 fuel-derived,	 such	as	
electricity	and	gas.
　The	study	site	is	Lake	Malawi	National	Park	in	southern	Malawi,	which	was	established	in	
1980	and	registered	as	a	World	)eritage	site	in	1984	for	its	diversity	of	endemic	psh	species.
　One	of	the	uniRue	features	of	LMNP	is	that	there	are	pve	enclaved	villages	surrounded	by	
the	park.	These	villages	were	accepted	to	continue	living	there	without	relocating	with	the	
establishment	of	the	park.	The	livelihoods	of	rural	Malawians	depend	on	natural	resources,	
and	villagers	 in	enclaves	have	no	access	 to	natural	resources	other	than	those	within	the	
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national	park.	Therefore,	the	national	park	has	set	up	a	resource	use	program,	and	villagers	
are	using	the	natural	resources	of	the	national	park,	a	World	)eritage	site,	to	subsist.
　The	 impact	of	 forest	 resource	use	by	communities	on	LMNP	forests	was	 investigated	
in	1994.	The	area	of	closed	canopy	 forests,	which	are	 forests	 in	good	condition,	decreased	
between	1982	and	2000,	while	 sparse	woodlands,	which	are	 the	result	of	degradation	of	
closed	canopy	forests,	conversely	increased.	The	population	in	the	enclave	villages	continues	
to	grow,	and	 it	appears	that	population	growth	and	the	associated	 increase	 in	demand	for	
prewood	are	causing	deforestation	and	forest	degradation	in	LMNP.
　The	1994	study	also	estimated	the	annual	consumption	of	prewood	by	households	and	psh	
smokers,	 the	maKor	prewood	users	at	 the	time,	and	the	production	of	dead	wood	that	 the	
park	allowed	to	be	collected	as	prewood.	The	results	show	that	while	9500	tons	of	deadwood	
are	produced	annually	 in	 the	national	park,	households	and	the	psh	smoking	 industry	use	
4400	 tons	and	1400	 tons	of	 firewood,	 respectively,	 indicating	 that	 the	supply	exceeds	 the	
consumption.	)owever,	since	the	psh	smokers	prefer	to	use	the	big	 logs	that	make	up	the	
forest	canopy,	 it	was	assumed	that	their	selective	use	of	 forest	resources	may	have	 led	to	
the	decrease	in	closed	canopy	forests.	
　The	population	has	nearly	Ruadrupled	since	1994,	and	 it	 is	expected	 that	 the	situation	
has	changed	signipcantly�	one	of	the	obKectives	of	the	IntNRMS	proKect	is	to	determine	the	
current	use	of	forest	resources	by	the	villagers,	but	the	research	is	still	 in	 its	early	stages	
and	the	results	cannot	be	reported	at	this	time.	Therefore,	this	presentation	will	present	the	
various	uses	of	forest	resources	currently	observed	in	the	village.
　The	LMNP	still	allows	villagers	 living	 in	pve	enclave	villages	to	collect	deadwood	under	
certain	regulations�	only	women	can	collect	deadwood,	it	must	be	transported	on	foot	and	by	
headload	on	certain	days	of	the	week,	no	live	trees	are	allowed	to	be	cut	down	in	the	park,	
and	tools	such	as	knives	and	axes	are	not	to	be	used	when	collecting	deadwood.	The	LMNP	
reRuires	village	women	to	purchase	very	inexpensive	tickets	before	collecting	prewood.	This	
is	part	of	LMNP`s	monitoring	of	the	amount	of	deadwood	collected.
　Women	carry	dead	wood	collected	 in	 the	park	by	headload	and	use	 it	 for	cooking	and	
other	purposes	 in	 the	village.	Three-stone	cooking	 fireplaces	are	 traditionally	used	 for	
cooking,	but	now,	with	 the	promotion	of	USAID,	cooking	stoves	with	better	combustion	
e⒏ciency	than	the	three-stone	preplaces	are	beginning	to	be	used	in	the	village.
　'irewood	 is	also	used	 in	ovens	set	up	on	 the	 lakeshore	 for	smoking	 fish.	Smoking	 is	a	
common	processing	method	 for	preserving	 fish	caught	 in	 the	village	 for	sale	 to	 the	city.	
Another	psh	processing	method	is	parboiling,	in	which	prewood	is	also	used	to	boil	the	psh.
　In	addition	to	the	above,	prewood	is	also	used	to	kiln	bricks	for	building	materials,	to	bake	
pizzas	and	boil	water	in	tourist	lodges,	and	to	cook	food	in	local	eateries	and	food	stalls.
　In	the	villages,	 forest	resources	are	used	as	building	materials	 for	houses	and	 livestock	
sheds,	furniture,	food	such	as	wild	fruits	and	vegetables,	medicine,	materials	for	roopng	and	
brooms,	tools	for	pshing	and	psh	processing,	and	souvenirs	such	as	wood	carvings.
　Besides	the	direct	use	of	 forest	resources	as	described	above,	prewood	and	charcoal	are	



50

ཬֶࢁ研究ηϯλʔ ù÷ùù࣍報告ॻ

also	retailed.	According	to	the	retailers,	the	prewood	they	sell	is	sourced	from	areas	outside	
the	national	park.	There	 is	also	a	charcoal	retailer.	Since	charcoal	production	 is	prohibited	
inside	the	national	park,	these	charcoals	must	be	produced	outside	the	national	park.
　A	preliminary	survey	of	forest	resource	use	within	the	village	indicates	that	there	are	a	
variety	of	 forest	resource	uses	not	mentioned	 in	the	1994	study,	 that	 there	 is	an	 influx	of	
resources	 from	outside	the	national	park,	and	that	 forest	resource-related	 industries	have	
been	integrated	into	the	broader	socioeconomic	system.	'uture	studies	are	planned	to	assess	
the	use	of	forest	resources	and	forest	production	Ruantitatively,	and	to	investigate	the	intra
─and	extra-regional	flow	of	forest	resources.
　The	Satoyama	of	Lake	Malawi	National	Park	 is	characterized	by	 the	villagers`	 strong	
dependence	on	 the	 forests	of	 the	national	park	 for	 their	 livelihoods	and	 industries.	Their	
use	of	 forest	resources	may	not	be	sustainable.	The	villagers	seem	to	understand	this,	but	
the	lack	of	alternatives	has	prevented	them	from	mitigating	their	strong	dependence	on	the	
surrounding	forests.	The	second	characteristic	 is	the	existence	of	diverse	knowledge	about	
the	use	of	forest	resources	and	folklore.	This	is	a	valuable	culture	that	the	villagers	and	the	
park	can	be	proud	of.	Third,	 the	network	of	 forest	resource	use	 in	 the	village	appears	 to	
be	dynamic	 in	 time	and	space	under	changing	social,	economic,	and	ecological	conditions.	
A	partial	 transition	to	alternative	energy	sources	through	socioeconomic	networks	may	be	
the	key	to	harmonizing	forest	conservation	and	utilization	in	the	Satoyama	of	Lake	Malawi	
National	Park.

4BUPZBNB�GPS�TVTUBJOBCMF�RVBMJUZ�PG�MJGF�JO�+BQBO��PCTFSWBUJPOT�CZ�B�.BMBXJBO
.BSMFOF�$IJLVOJ�ʢ#JPMPHJDBM�4DJFODFT�%FQBSUNFOU�4DIPPM�PG�/BUVSBM�BOE�"QQMJFE�

4DJFODFT�6OJWFSTJUZ�PG�.BMBXJʣ

　Satoyama	 is	a	Japanese	 term	that	explains	 the	 interaction	of	people	with	nature	be	 it	
mountains,	forests,	land	as	well	as	the	sea.	This	report	gives	my	observations	on	Satoyama	
management	in	forests	in	relation	to	Ruality	of	life	in	Japan.	
　The	interactions	included	the	following	:	
　　Matsutake	Crusaders	!	Kyoto,	Mitakien	!	Chizu,	Tottori,	Mori	no	Yochien	Maru	

Tanbo	/	'orest	kindergarten	!	Chizu,	Tottori,	Rapper	 turned	 independent	 forester:	
Otani-san	!	Chizu,	Tottori,	Kawabe	 Ikimonomori	!	)igashi-omi,	Shiga,	Makiyutei	
!	)igashi-omi,	Shiga,	Ai	no	machi	eco	club	Sato-mori-tai	!)igashi-omi,	Shiga	and	
Ryukoku	'orest	Satoyama	Conservation	group.	
.BUTVUBLF�DSVTBEFST�	Members	 cooperate	 for	 the	 love	of	matsutake,	 a	mushroom	of	

national	 importance	 in	 Japan.	These	 retirees	collaborate	 in	 creating	and	promoting	 the	
environment	suitable	for	matsutake	growth.	The	members	utilise	the	ecological	knowledge	
of	matsutake	growing	by	encouraging	development	of	red	pine	（and	matsutake）	through	
maintenance	of	poor	soil	 fertility.	Members	pool	 their	expertise	and	resources	 to	 revive	
matsutake	development	which	was	common	in	the	past.	In	addition,	the	grouping	provides	
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space	to	indulge	in	individual	pursuits	such	as	growing	vegetables	and	fruits	for	personal	use	
and	sharing	with	others.	Thus,	Matsutake	Crusaders	benept	 from	the	 forest	Satoyama	by	
reviving	the	past	history	of	the	area,	having	a	space	to	pursue	personal	passions	with	friends	
but	crucially,	 the	weekend	meetings	are	a	chance	 to	combat	 loneliness,	 thus	 leading	to	a	
better	Ruality	of	life.	
.JUBLJFO��This	wild	 forest	 restaurant	uses	 locally	available	 ingredients	by	 foraging	 for	

wild	vegetables	that	might	be	 in	season	as	well	as	hunt	 for	deer	and	birdlife.	Even	 labour	
is	 locally	available	which	makes	the	restaurant	 to	be	 	a	core	of	community	business.	The	
aspect	of	 seasonality	plus	 the	presence	of	an	artificial	waterfall	within	 the	premises	 is	a	
boost	of	tourism	in	the	area	which	su⒎ers	from	depopulation.	The	tradition	and	rural	culture	
of	the	area	is	preserved	and	forest	products	are	harvested	thereby	promoting	Satoyama.	
.PSJ�OP�:PDIJFO�.BSV�5BOCP�'PSFTU�LJOEFSHBSUFO��The	kindergarten	uses	the	 forest	 for	

outdoor	 learning	of	3	 to	5	year-olds	as	 they	 interact	with	nature.	Children	are	naturally	
inRuisitive	so	 that	with	adeRuate	supervision	and	training,	children	can	develop	 life	skills	
such	as	competence,	 independence,	 spontaneity,	 respect,	 creativity	and	cooperation.	The	
motto	of	Marutanbo	 is	 trust	and	wait,	 the	teacher	trusts	the	child	to	know	how	to	handle	
new	situations	before	intervening.		After	trekking	through	the	forest	and,	the	children	have	
a	reading	session	where	by	picture	books	come	to	 life	considering	that	the	children	would	
have	been	 interacting	with	nature.	Apart	 from	contributing	towards	 the	education	of	 the	
children,	the	'orest	kindergarten	is	also	an	important	service	to	working	parents	who	can	
pick	their	kids	after	5：00pm.	
0UBOJôTBO��This	proud	Japanese	youth	 is	a	 former	rapper/musician	turned	 independent	

forester	who	is	honouring	the	tradition	of	his	grandparents	by	making	a	living	out	of	family	
plantations	and	selling	the	 forest	resources.	 In	 light	of	 the	 fact	that	timber	prices	are	 low,	
he	also	engages	 in	multitasking	by	growing	hop	 for	 sale	and	does	woodwork	as	well	 to	
supplement	his	income.	Otani-san	is	thus	a	role	model	to	other	youth	not	only	as	a	forester	
but	also	as	a	member	of	 the	 local	youth	group	 involved	 in	promoting	conservation	and	
community	development.	
$IJ[V�5PXO�	Chizu	Town	has	market	designated	days	when	wood	 from	plantations	 is	

auctioned	o⒎.	)owever,	not	all	timber	is	sold	o⒎.	Normally,	thinned	out	timber	is	considered	
waste	by	plantation	owners	but	some	community	ways	have	an	alternative	use	 for	such	
discarded	timber.	This	group	of	volunteers	collects	and	processes	the	timber	into	prewood	
for	sale,	propts	of	which	are	ploughed	back	into	the	community	for	various	social	proKects.	
The	 community	 proKects	 are	 aimed	 at	 attracting	 people	who	might	 be	 interested	 in	
migrating	 to	Chizu	which	 suffers	 from	depopulation.	Another	proKect	promoted	by	 the	
town	 is	 re-purposing	of	existing	 infrastructure	 into	new	 industries.	'or	example,	 closed	
elementary	schools	have	been	converted	 into	a	bakery,	a	brewery	and	an	office	complex	
for	different	 local	companies	 in	Chizu	 town.	Another	set	of	abandoned	buildings	 is	being	
converted	into	an	accommodation	complex	which	will	be	one	way	of	promoting	tourism.	The	
community	 in	Chizu	 is	managing	the	forest	Satoyama	by	utilizing	both	raw	and	processed	
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products	for	education,	business,	tourism	and	improved	Ruality	of	life.
,BXBCF� *LJNPOPôOPôNPSJ�	This	 is	a	non-profit	organization	（NPO）	in	)igashiomi	City,	

Shiga.	 It	 is	 located	within	Kawabe	 forest	and	 the	maKor	obKective	of	 this	organization	 is	
environmental	education	for	schools	within	Shiga.	The	place	is	also	popular	with	ecotourists	
because	 it	 is	a	flat	area.	Satoyama	of	 the	 forest	 involves	a	variety	of	activities	related	to	
environmental	education	and	ecotourism.	'or	example,	 the	school	children	make	materials	
from	bamboo,	 collect	 acorns	and	deadwood	whilst	 ecotourists	 are	 instructed	 in	wreath	
making	using	 the	endemic	climber	'uKi,	Wisteria	 floribunda.	7isitors	are	encouraged	 to	
collect	the	plant	as	one	way	of	clearing	certain	zones	within	the	forest.		
.BLJZVUFJ��This	is	a	private	company	which	processes	timber	into	prewood	but	also	sells	

wood	stoves.	In	addition	to	being	an	outlet	of	prewood,	chippings	and	woodstoves,	Makiyutei	
is	also	involved	in	social	work.	Socially	recluse	youth	who	are	yet	to	get	certipcation	to	be	
eligible	for	state	benepts	are	taken	on	internships	as	one	step	of	integrating	them	back	into	
society.	This	extra	labour	force	has	led	to	a	diversipcation	of	products	made	at	Makiyutei	to	
include	pre	starters	by	utilizing	defective	candles	and	bio-char.	
)JHBTIJPNJ�DJUZ�	Lake	Biwa	 is	an	 important	water	 resource	 in	Shiga	and	 in	an	effort	

to	 reduce	 the	amount	of	phosphorus	（P）	pollution,	 the	city	of	)igashiomi	established	a	
recycling	centre	 to	produce	 low	P	soap	 from	waste	oil.	Apart	 from	soap	processing,	 the	
recycling	centre	also	 serves	as	 an	outlet	 for	various	products	 associated	with	 the	 city	
including	products	from	Makiyutei.	Ai	no	machi	eco	club		is	an	umbrella	of	several	groups	
within	)igashiomii	 and	one	 such	group	 is	Sato-Mori-tai.	As	 is	 common	with	Satoyama	
conservation,	 this	group	 is	also	a	voluntary	environmental	club	whose	obKective	 is	 to	 take	
care	of	the	forest	around	the	community.
3ZVLPLV�'PSFTU�4BUPZBNB�$POTFSWBUJPO�HSPVQ�	This	 is	a	group	of	passionate	 individuals	

who	participate	in	conservation	activities	on	weekends.	Both	retired	and	working	individuals	
pool	expertise	 to	conserve	the	environment	 for	several	reasons	 including	personal	health,	
exercise,	companionship,	having	fun	and	collecting	mushrooms.		The	group	has	cleared	space	
with	red	pine	seedlings	in	the	hope	that	in	15	to	20	yearsʟ	time,	this	patch	of	forest	will	yield	
matsutake,	and	as	one	retired	member	observed	poignantly,	 for	 those	that	will	be	around	
then	to	enKoy.
　Similarity	between	Satoyama	in	Malawi	and	in	Japan
　◦value	of	nature	for	human	well-being
　◦involvement	of	various	stakeholders	in	management	of	NRs	even	though	both	countries	

promote	 intergenerational	benefit	（building	 for	 the	 future）ɼ	there	are	differences	 in	
perspective.	Japanese	culture	is	for	the	benept	at	national	level	whereas	in	Malawi,	it	is	
at	community	level.

　　Balancing	utilization	and	conservation	in	areas	where	forests	are	overused	or	underused
　◦)arnessing	the	importance	of	indigenous	knowledge	and	local	histories
　◦Monitoring	over	a	long	period	of	time	and	disseminating	the	results	to	the	resource	users
　◦re-evaluating	the	value	of	nature	on	a	regional	and	global	standard	and	promote	 it	 to	
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the	local	people
　◦exploring	alternative	ways	of	livelihood	to	enhance	the	Ruality	of	life
　　Personal	observations	on	Satoyama	management	in	Japan	in	brief
　◦people`s	livelihoods	in	Japan	are	not	dependent	on	forest	resources	due	to	technological	

advances
　◦there	is	underutilization	because	of	topography	and	crucially,	cheap	imports	of	timber.	
　◦life	is	pleasant	in	rural	areas	whilst	 it	can	be	hectic	in	cities	and	going	back	to	nature	

can	be	one	way	of	releasing	the	stress
　◦there	is	need	to	rethink	new	ways	of	interacting	with	nature	to	have	a	balance	between	

utilization	and	conservation	considering	the	technological	advances.	
　◦The	systematic	documentation	of	cultural,	ecological	and	political	history	of	Japan	forms	

the	basis	for	changes	in	Satoyama	management.
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会࢜ޢหژ

मश࣮ܕબظҕһ会ୈþ4ڥ・ެ

ʢ自然อޢ෦会ʣ

龍谷大学社会学部・教授　里山学研究センター・センター長
村澤真保呂

龍谷大学法学部・教授　里山学研究センター・研究員
ඌ　༸也ڇ

龍谷大学経済学部・教授　里山学研究センター・副センター長
伊達　浩憲

龍谷大学先端理工学部・教授　里山学研究センター・研究員
Ӝ　富保ٶ

龍谷大学里山学研究センター・博士研究員
太田　真人

日時：2022年２月25日（金）10：00〜16：30
　　　（龍谷大学瀬田学舎９号ؗ２階大会議ࣨ・「龍谷の森」）
第１レクチャー：人類と自然環境の持続可能性と里山
　　　　　　　　村澤真保呂ࢯ（社会学部・教授、里山学研究センター・センター長）
第２レクチャー：里山の開発と法・政策
　　　　　　　　牛尾洋也ࢯ（法学部・教授、里山学研究センター・研究員）
第３レクチャー：જ在能力アプローチを用いた「生態系サービスのڗ受プロセス」の解明
　　　　　　　　　─ࡂ復ڵの中での子どもと自然環境─
　　　　　　　　伊達浩憲ࢯ（経済学部・教授、里山学研究センター・副センター長）
第４レクチャー：里山の歴史と現状
　　　　　　　　宮浦富保ࢯ（先端理工学部・教授、里山学研究センター・研究員）
第̑レクチャー：「龍谷の森」での実地研修
　　　　　　　　太田真人ࢯ（里山学研究センター・博士研究員）
意見交換会

　「森のある大学　龍谷大学里山学研究センター」は、京都ห護士会の依頼を受け、環境問題
や持続可能社会の学शを目的に、第74期司法修श生の実務修शを開催した。本実務修शには、
本研究センターの研究員̒名、司法修श生９名、ห護士２名の計17名が参加した。
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　村澤センター長（第１レクチャー担
当）は、持続可能の危機を国際的な取り
組みの文຺から解説し、IPCCとIPBES
の活動方針が抱える気候変動対策と生
物多様性対策のໃ६をメガソーラー問
題や浮力発ి問題などの事例から提起
した。この問題設定から現状を理解す
るために、エコロジカル・フットプリ
ントのデータを紹介し、エネルΪー消
費量や農村と都市人口の比、国際的
な生物種豊富度などのデータを用いて生
態系と生物多様性に関する課題を説明した。持続可能な発展をめざす経済は、生物種を自然と
社会、文化や精神などの区分を超えたネットワークの結び目として捉えることができると論じ
た。
　牛尾研究員（第２レクチャー担当）は、都市部と農村部を見るまなざしから、里山の開発と
保全について「水」の管理に焦点を当て問題提起を行い、里山が持つ機能と複合性を解説した。
法的な観点からこの里山の機能に対する政策的な関心を、土砂ࡂ害問題の文຺から森林資源の
利用と管理をめぐる課題─過利用、過少利用、国土の管理の์غ、所有権์غ─として整理
し、国土利用と土地利用に関する権利義務関係に焦点を当てながら、低成長時代の国土管理と
環境問題の関係を論じた。
　伊達副センター長（第３レクチャー担当）は、江戸末期から現代にいたる日本の第一次エネ
ルΪー供څ源の推移を長期的な視座から解説し、Թࣨ効果ガスがもたらす問題を提起した後、
もう一つの環境問題である生態系サービスに焦点を当てた2010年のCOP10以降の研究動向を
紹介した。自然を道具的な価値の観点からではなく、自然と人間との間に構成される関係的価
値の観点から考察するアプローチから東日本大ࡂ後の生態系サービスのྼ化が与える人間の
利にたいする問題を論じた。
　宮浦研究員（第４レクチャー担当）は、日本の中世からの里山利用を「白砂青দ」の景観を
紹介しながら、農家での資材や食料、೩料、肥料として利用されてきた様子を、モノとエネル
Ϊーの流れの観点から問題を提起しました。「アカマツ」「コナラ」「クヌΪ」といった里山の
樹木の歴史的な分布の推移と概観した後、里山の「ミズカマキリ」の生態を解説し、「アカマ
ツのਰ退」「ナラރれの拡大」「タケの大繁殖」「鳥्問題」の発生メカニズムを論じた。
　太田博士研究員（第̑レクチャー（実地研修））は、大会議ࣨで実地研修の概要を地図とと
もに説明した後、「龍谷の森」で実地研修を実施し、里山の環境と生態系を解説した。司法修
श生たちは、自生するヒノキを観察し、森林生態系の実態を学び、森林観ଌタワーに登して

「龍谷の森」を一望した。
　意見交換会では、村澤センター長の司会進行のもと活発な質疑が交わされた。環境問題は開
発と植林だけの問題ではなく、生態系や生物多様性の保全という課題があり、人が農作物を持
続的に生産するために森に入り、多面的な方向から自然に関わる必要があることを理解したと
いう意見があった。エネルΪー問題に関連してੴの༌入による発ిについて認識を新たにし
たという見解や、里山の問題について、私たちはどのように政策や技術革新によって解決のࢳ

େձٞࣨʢࡱӨɿଠాʣ



59

ֶ֎ஂମͱͷڠಇ

口を探ることができるのか、あるいは市民の意識の問題として取り組むべき課題なのかについ
て考えるきっかけになったという感想も出された。

（報告：太田真人（里山学研究センター・博士研究員））

ཾ୩ͷɿΠϊγγͷటཋͼʢψλόʣʢࡱӨɿଠాʣ

ྛ؍ଌλϫーʢࡱӨɿଠాʣ
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「龍谷の森」を通ͨ࢘͠法मश生への࣮मश
ᴷᴷژห࢜ޢ会　ެڥ・ҕһ会ୈþüظબ࣮ܕमश

ʢ自然อޢ෦会ʣの࣮ࢪᴷᴷ

龍谷大学社会学部・教授　里山学研究センター・センター長
村澤真保呂

龍谷大学先端理工学部・教授　里山学研究センター・研究員
Ӝ　富保ٶ

龍谷大学先端理工学部・実験講師　里山学研究センター・副センター長
林　珠乃

龍谷大学法学部・教授　里山学研究センター・研究員
鈴木　龍也

龍谷大学里山学研究センター・博士研究員
太田　真人

ᶗɽ͡Ίに
　森のある大学龍谷大学里山学研究センターは、2022年９月16日（金）に京都ห護士会公害・
環境保全委員会の依頼を受け、第75期選択的実務修श（自然保護部会）の一環として、当該期
の司法修श生に対し、環境社会問題や里山問題に関する研修を目的に実務修श（レクチャー

（実地レクチャーも含む）および意見交換会）を実施した。本修शは、里山学研究センター関
係者̒名、司法修श生16名、他大学の学部生１名、ห護士２名の計25名が参加された。

ᶘɽ֓ཁ
　本実務修शの概要は、次の通りである。

ʲ日時ʳ2022年９月16日（金）10：00〜17：00
ʲ場所ʳ龍谷大学瀬田学舎９号ؗ２階大会議ࣨ・「龍谷の森」
ʲスケジュールʳ

内　容 報告者（ܟ称略）
ѫࡰ 村澤真保呂
本日のスケジュールの説明 太田真人
第１レクチャー：「人類と自然環境の持続可能性」 村澤真保呂
第２レクチャー：「里山の歴史と現状」 宮浦富保
第３レクチャー：「森林の過利用と過少利用」 林　च೫
第４レクチャー：「フットパスを知っていますか？
　　　　　　　　─自然景観へのパブリックアクセスの意義と手法─」 鈴木龍也
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ன食休憩

第̑レクチャー：「龍谷の森」に関する事前説明　実地レクチャー 太田真人・林　च೫
（補助：ᚸ田章ޕ）

意見交換会 村澤真保呂（司会）

ᶙɽϨΫνϟーʢٛߨʗ実ʣの༰
　各レクチャーの内容を整理すると、次の通りである。

ɹᶙô�ɽୈ̍ϨΫνϟーɿʮਓྨͱࣗવڥͷ࣋ଓՄੑʯ
　村澤ࢯは、まず、これまでの持続可能性に関わる国際的な取り組みを概説すると同時に、持
続可能性の危機についても論じ、その中でも、気候変動対策の名目で進められているエネル
Ϊー政策（太陽光・෩力・原子力の各発ి）が、開発の観点から生物多様性の保護とໃ६する
事例が増加し、生物多様性の失にܨがっていることなどを指摘して、気候変動対策と生物多
様性対策のໃ६を示した。また、自然環境と社会環境方の持続可能性の現状（エネルΪーと
食料資源の過消費、地方・農村の破（過ૄ化）など）をఄ示するとともに、これを理解す
るために、エコロジカル・フットプリントのデータを紹介した。さらに、人間と自然との関係
として、方の中間地ଳを緩和、失させてきたことが、人間の݈߁にも影響を与えているこ
とを述べた。

ɹᶙô�ɽୈ̎ϨΫνϟーɿʮཬࢁͷྺ࢙ͱݱঢ়ʯ
　宮浦ࢯは、まず、里山における重要な樹木として、アカマツ、コナラおよびクヌΪの各樹木
の特徴や役割を紹介した。続けて、「里山─農家─田畑」それぞれの関係性を踏まえて、里山
景観における物質とエネルΪーの流れや、里山における生物多様性を示した。そして、近年の
里山の変化として、①化学肥料、新しいエネルΪー（ੴ༉、プロパンガス、ి気）の利用によ
る里山の価値の低下（これが里山の์置、林চ照度の低下にܨがっていること）、②アカマツ
のਰ退、③ナラރれの拡大、④タケの大繁殖、ᶇ鳥्害問題をڍげて、里山の危機的な現状を
説明した。

ɹᶙô�ɽୈ̏ϨΫνϟーɿʮྛͷաར༻ͱաগར༻ʯ
　林ࢯは、森林の役割として、水源വཆ、土砂保全、地球環境保全、生物多様性保全、物質生
産などを示すとともに、森林の過利用にともなう森林減少は、世界的な環境問題であり、そ
の要因として、林業、業െ採、山Ր事、農地転用などをڍげた。また、ச、山Ր事、
生産、木材生産などによる森林ྼ化（森林機能の低下）も著しいと述べつつ、世界における森
林の過少利用の実態も指摘した。さらに、日本の里山の比較対象として、マラウイ湖国立公園
における森林と村民との間の生活環境を詳説し、その上で、森林利用を止するための技術・
ルールと森林利用を促進するための技術・ルールを同時に模索し、森林減少も森林ྼ化もটか
ない、持続可能なஸ度よい森林利用が望ましいことを示した。
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ɹᶙô�ɽୈ̐ϨΫνϟーɿʮϑοτύεΛ͍ͬͯ·͔͢ʁʕࣗવ؍ܠͷύϒϦοΫΞΫη
ɹɹɹɹεͷҙٛͱख๏ʕʯ
　鈴木ࢯは、自然景観へのパブリックアクセスを拡大するために求められる制度や考え方を、
イΪリスにおける近年の展開を参考に、とりわけ、①自然景観アクセスの里山問題にとっての
意義、②「日本のフットパス」と「イΪリスのフットパス」のҧい、③カントリーサイド（田
園地ଳ、田舎）へのパブリックアクセスを支える制度、④パブリックアクセスを拡大するため
の公的支援制度、という観点から報告した。また、フットパスの意義として、地域活性化や地
域コミュニティをひらくということだけでなく、農山村や山林などに市民がアクセスできる可
能性を拡げることや、市民によるアクセスはフットパス運動（フットパスの多面的な価値をଧ
ち出すこと）にとっても重要な意味を持つことを説いた。

ɹᶙô�ɽୈ̑ϨΫνϟーɿʮཾ୩ͷʯʹؔ͢Δࣄલઆ໌ɾ࣮ϨΫνϟー
　太田ࢯは、実地レクチャーをするにあたり、「龍谷の森」の歴史や研究エリアと里山保全エ
リアのκーニング、里山保全計画の内容などの事前説明を行った。実地レクチャーは、２つの
班（太田班・林班）に分かれ、各班で「龍谷の森」における里山環境の解説、木々の観察や植
生・生態系の把握などを行った。また、「龍谷の森」のෑ地内にある森林観ଌタワーに登し、

「龍谷の森」を一望した。

ᶚɽҙަݟձの༰
　意見交換会では、村澤ࢯの司会進行のもとで参加者各人から感想や意見（質問）が出された。
例えば、˝「龍谷の森」を通して自然の形成過程を知ることができた、˝気候変動対策と生物
多様性対策のໃ६、対立がڵ味深かった、˝イΪリスのフットパスについて、野生動物の管理
をどのように行うのか、˝森林の過利用の問題もその過少利用の問題も解決することで得ら
れるメリットが必要ではないかなどといった意見（質問）が示された。意見交換会は、終始、
和やかなง囲気で行われた。

（報告：ᚸ田章ޕ（里山学研究センター・研究補助員））
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/10法人シχΞ自然大学ߍ「自然؍会」

里山学研究センター・博士研究員
太田　真人

龍谷大学先端理工学部・実験講師　里山学研究センター・副センター長
林　　珠乃

龍谷大学先端理工学部・教授　里山学研究センター・研究員
Ӝ　富保ٶ

　2023年１月21日にNPO法人シニア自然大学校の地球環境自然学講座における自然観察会が
瀬田学舎ྡ接地（龍谷の森）で行われました。講座の参加者は34名であり、里山学研究セン
ターからは林च೫副センター長、宮浦富保研究員、太田真人博士研究員が対応をした。
　まずޕ前中は林副センター長が、「龍谷の森での里山保全」というタイトルで日本における
里山の働きや位置づけ、「龍谷の森」での保全活動の内容や経緯をまとめた講義を１時間程度
行った。その後、３グループに分かれて龍谷の森に入り自然観察を行いながら森ラボへ向かっ
た。ன食を森ラボ周辺でとり、その後「龍谷の森」里山保全の会のօさんの指導のもと、コロ
ナ禍以前に集めていた堆肥を۷り出すチームと龍谷の森内の落ち༿を集めるチームに分かれ１
時間半ほど作業を行った。落ち༿集めのチームは里山保全の会が進めている森づくりにԊうよ
うに落ち༿集めを行った。۷り返した堆肥の一部はシニア大学の参加者の方が分けて持ってؼ
られた.3年৸かされた堆肥であるため質が非常に良く、喜んでおられた。
りは堂町の方を回り、田上山の様子などを見ていただいた。自然観察での山登りや落ち༿ؼ　
かきなど一日中動いたため、ർ࿑も多かったと思うが「やっͺり山の中はいいね」などのお
をいただき、自然の中を満喫していただけた会となった。

ࢠͷ༷ٛߨલͷޕ ଯංͷ۷Γ͜͠ى
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（影：太田ࡱ）

མͪ༿ूΊ ू߹ࣸਅ
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研究׆ಈ報告

「龍谷の森」里山อશの会　2022年活動報告

ʮ龍谷ͷʯ里山保શͷ会・副දੈ人�龍谷大学理工学部・実験講師
　里山学研究センター・副センター長

林　珠乃
ʮ龍谷ͷʯ里山保શͷ会・දੈ人�龍谷大学理工学部・教授

　里山学研究センター・研究員
Ӝ　富保ٶ

ʮ龍谷ͷʯ里山保શͷ会・副දੈ人　龍谷大学政策学部・准教授
　里山学研究センター・研究員

谷垣　岳人

　2022年度の「龍谷の森」里山保全の会は、Ҿき続き新型コロナウイルスの感છ予防に努めな
がら、毎月第二または第三土༵日に定例活動を実施した。総会は対面で実施した。̑月には
ニュースレターを発行した。１月は、大阪のシニア自然大学校を受け入れた。約40名の参加者
が里山保全活動の意義についての講義を受け、龍谷の森で落༿堆肥作りを体験した。また、３
月には瀬田地域の諸ボランティア団体との連携を目指して、合同でシイタケのホダ木を作る予
定である。

活動日 活動内容

2022年４月16日 林道整備

2022年̑月21日 総会、草מり

2022年̑月21日 森の८検

2022年̒月11日 小面積օെ区の整備

2022年̓月９日 休止

2022年９月10日 草מり、林の整備作業

2022年10月８日 原木用のコナラのെ採

2022年11月12日 ᕲ木െ採

2022年12月10日 アカマツ林の整備

2023年１月21日 落༿ૡきと落༿堆肥作り

2023年２月８日 シイタケのホダ木準備

2023年３月11日 シイタケホダ木作り
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俳句に⾒る松
　およそ松ほど⽇本⼈の⽣活に近い植物は無いようで、俳句には松に関わ
る⼆⼗もの季語があります。松露や松茸など、松そのものでは無いものの松
と共⽣関係を結ぶキノコ類も季語となっているし、松を含む地名や⽣物名な
どが季語として選ばれています。植物としての松が関係する季語は、⼤きく
四つのグループに分けることができるでしょう。
　⼀つは、新年を迎える儀式において歳神の降臨する依代としての松です。
　　男の⼿⽩く⼤きく松迎  飯島晴⼦（冬）
　　折てさす是も⾨松にて候  ⼩林⼀茶（新年）
　　野⽕⽌に⾚松多し初松籟  沢⽊欣⼀（新年）
　　松よりも⾼きところを初松籟 ⽚⼭由美⼦（新年）
　　停年を妻⾔へり松納めつつ  草間時彦（新年）
　次に、松の⽣態を表す季語です。「緑⽴つ」は「若緑」の傍題で晩春の季
語になります。あらゆる植物がみずみずしい若葉を展ばす季節ですが、この
季語の緑は特に松の新葉を指します。
　　棟札は⼤同⼆年松の花  勝⾒⼆柳（晩春）
　　流鏑⾺に⾬の上りし緑⽴つ 後藤⽐奈夫（晩春）
　　松落葉昔はここら浜辺なる  稲畑汀⼦（初夏）
　　⾊変へぬ松したがへて天守閣 鷹⽻狩⾏（晩秋）
　　敷松葉匂ひて⾬の躙り⼝  星野椿（初冬）
　三つ⽬に、⼈が松と関わる様⼦に関する季語です。「松葉酒」とは、晩春
の摘んだ松の新芽と砂糖を焼酎に⼊れて半年ほど寝かせたもので、薬⽤酒
として冬場に飲まれました。
　　緑摘む池の中より梯⼦⽴て ⻘柳志解樹（晩春）
　　松⼿⼊せし家あらん闇にほふ 中村草⽥男（晩秋）
　　松葉酒⼥客にもすゝめけり  柴崎素明（三冬）
　最後に、松と共⽣するキノコが季語となったものです。松露も松茸もクロマ
ツやアカマツなど松の仲間の根に宿る外⽣菌根菌です。松露は春に、松茸
は秋に⼦実体を出し、⼈々は⾷⽤としてそれを集めます。
　　鰯より漁れぬ浜なり松露掻  ⾵外（晩春）
　　ことしより早松茸にそゝぐ泪かな 久保⽥万太郎（晩夏）
　　松茸飯美濃路の別れ明るうす 鍵和⽥秞⼦（仲秋）
　　松茸や⼈にとらるゝ⿐の先  向井去来（晩秋）
　　虚⼦を待つ松茸鮓や酒⼆合 正岡⼦規（晩秋）
　こうして松を季語に含む俳句を眺めてみると、松と私たち⽇本⼈が形作っ
てきた景観も⽴ち上がってきます。「野⽕⽌の…」の掲句の舞台である野⽕
⽌は、埼⽟県新座市の地名ですが、江⼾時代に⽤⽔を引くことで新⽥開
発された地域として有名です。堆肥を作るための落葉搔きなど⼟壌有機物
の収奪が激しく⾏われたと思われますが、このような場所こそアカマツが⽣育
する適地でした。「鰯より…」の掲句からは、松露堀が浜辺で⾏われていたこ
とが読み取れます。⽩砂⻘松の⾵景もまた、⼈が強度に⾃然を利⽤するこ
とで⽣み出されました。
　これらの俳句から、私たちは、松に神や時間といった遙かなものを⾒いだす
と同時に、松葉や松茸といった⾝近な恵みを享受することによって、⾃然と
強く深く相互に作⽤しあいながら⽣きてきたことがわかります。　（林珠乃）

「龍谷の森」里山保全の会ニュースレター

　　　　　　　　　　　「龍谷の森」 里山保全の会は、 毎月第二土曜日 9時 30 分から定例活動を行っています。 集合場

所は作業小屋です。 6 月 11 日 （土） は、 マツタケの誘導を目指して森ラボ周辺のアカマツ林の落葉搔きと手入れを行います。

また、 定例活動に併せて 2022 年度の総会を森ラボで実施します。 是非ご参加ください。 COVID19 の状況や天候に応じて中止

になる場合があります。実施については林（tamano@rins.ryukoku.ac.jp, 090-9715-0351）にお問い合わせください。

2022 年度会費の納入をお願いいたします。年会費は
1,000 円です。振込手数料はご負担ください。2021 年度
の収支・活動報告を同封しましたのでご確認ください。

アカマツとマツタケ
　⾥⼭が利⽤されていたころ，⼈々が⽣活に利⽤していた樹⽊の代表的な
ものがアカマツとコナラ（クヌギ）です。今回はアカマツについて記してみます。
　アカマツは針葉樹のグループに属しています。よく似た樹⽊にクロマツがありま
す。クロマツは主に海岸近くに分布しています。琵琶湖沿岸にも時々⾒かけ
ます。⼀⽅，アカマツは内陸に分布しています。アカマツとクロマツの特徴をま
とめると表－１のようになります。このほかにも，葉の断⾯を観察したときに⾒
える樹脂道の配置にも違いが⾒られます。

　アカマツとクロマツは異なる種なのですが，相互に交雑が起こります。アイノ
コマツという中間的な特徴をもったマツが知られています。さらに，どちらかとい
うとアカマツに近い特徴のマツをアイアカマツ，クロマツに近い特徴のマツをアイ
グロマツと呼びます。純粋なアカマツ，クロマツは存在しないのではないかという
⼈もいます。
　伐採や⼭⽕事などで森林が失われた後に、いち早く芽⽣え再び森林を作り
出す樹⽊です。アカマツの種⼦には⽻がついていて、⾵に乗って遠くまで⾶ん
でいき、新しい⼟地に到達することができます。
　アカマツは栄養の乏しい⼟壌でも元気に育つことができます。アカマツがやせ
た⼟壌に育つことができるのは、マツタケのような菌類と共⽣しているからです。
菌類の菌⽷は植物の根よりずっと細く（1000分の1くらい）、植物の根が⼊
り込めないような⼟壌の隙間に進⼊できます。そのため、植物の根では吸収
できない養分を、菌⽷は利⽤できます。マツタケのようにアカマツと共⽣してい
る菌類は、アカマツが光合成で固定してくれた糖類を分けてもらい、アカマツが
吸収できない養分を与えています。このようなわけで、アカマツは痩せた⼟壌
に育つことができます。⼈間がいろいろなものを収穫し、その結果、⾥⼭の⼟
壌は栄養が乏しくなっています。アカマツはこのような環境に適応しているとい
えます。
　アカマツは薪や建築⽤材としても優れた性質をもっています。信楽焼きでは
現在でも薪を燃料として使⽤しています。脂分が多いため、燃焼温度が⾼く
なるのが特徴です。建築に利⽤するときには、特に梁に使われます。梁という
のは、柱のように垂直に⽴てるのではなく、⽔平に配置される部材です。⽔平
に配置されるために、曲げに対して強くなければやがてたわんでしまいます。ア
カマツの材は曲げに強いという特徴があります。
　かなり昔，農耕が盛んになる以前の⽇本では，アカマツはそれほど多くなか
ったようです。⼤阪の陶器の窯跡遺跡で調査した結果によると，薪として使
われていた樹⽊は，６世紀後半まではカシなどの広葉樹がほとんどだったよう
です。それまでは常緑広葉樹の森が広がっていたのでしょう。その後，アカマツ
の薪に置き換わっていったようです。⼈間によって森が伐り開かれ，それまでの
常緑広葉樹に代わってアカマツが分布を広げてきたことがうかがわれます。⽇
本全体で⾥⼭利⽤が展開され，アカマツが全国的に分布を広げたのだと思
われます。
　⾥⼭の資源が使われなくなり、⾥⼭が放置されると、落ち葉が堆積し、⼟
壌中の養分が増加します。柴刈りが⾏われないので、多くの樹⽊が育つよう
になります。養分の多い⼟壌を好む植物は旺盛に成⻑するようになります。ア
カマツは痩せ地には強いのですが、これらの樹⽊との競争にはそれほど強くあり
ません。また養分の多い⼟壌中ではたくさんの菌類が繁殖します。アカマツと
共⽣関係にあるマツタケと他の菌類との間に激しい競争が⽣じることになりま
す。アカマツもマツタケも勢いを失う事態になりました。このような状況の中で、
マツノザイセンチュウというアメリカからやってきた線⾍が感染し、アカマツが次つ
ぎに枯れてゆきました（集団枯損）。松枯れ病と呼ばれています。マツノ

アカマツ クロマツ
幹の⾊ 明るい橙⾊〜⾚褐⾊ くすんだ感じの⿊灰⾊
若芽の⾊ ⾚みを帯びている ⽩い
若芽の太さ 細い 太い
葉 細く柔らかい 太く固い

表ー1、アカマツとクロマツの特徴

ザイセンチュウはマツノマダラカミキリの体内に⼊り込んで、広く運ばれます。マ
ツノマダラカミキリがアカマツの枝をかじるときに、マツノザイセンチュウがアカマツ
の中に侵⼊し、繁殖します。マツノザイセンチュウの繁殖により、アカマツの⽔
分輸送が阻害されて枯れてしまいます。松枯れ病は、⾥⼭が放置されたこ
とによって、広まったと考えることができます。　　　　　　　　　　（宮浦富保）

今後の活動予定
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経ࠩ֨ࡁɺҬ֨ࠩのͳ͔の「༡ͳ͍ࢠͲ」と

「༡ͳ͔ͬͨࢠͲ」
ᴷᴷ研究活動報告その̏ᴷᴷ　

龍谷大学短期大学部・教授　里山学研究センター・研究員
中ࠜ　真

͡Ίに
　2021年度の研究活動報告「自然と子どもの出会い方は十人十色」では、里山学において子ど
もを議論する場合、子ども・子育ちの多様性に加え、その〈いま〉と〈むかし〉を視野に入れ
る必要があることを述べた。なͥなら、子どもは遊び体験の経済格差と居住地域の格差のな
かを、より具体的には生まれた家ఉ・地域による格差のなかを生きているからである（中根
2022：46-47）。
　以下、経済格差、居住地域格差のなかの「遊べない子ども」の増加について述べる⑴。次に、
大阪市立北市民ؗ保育協同組合に関する元真由ඒの研究に依ڌしながら、かつ当時ࡱ影され
た写真や図をまじえて、࿐天保育や߫外保育を紹介する⑵。最後に、３年間の研究活動を総括
し、現時点における研究のまとめを述べている⑶。

ΊるͭݟͲʯの૿Ճɿʪ͍·ʫΛࢠҬ֨ࠩのͳ͔のʮ༡ͳ͍ॅډɺࠩ֨ࡁܦ　̍
　田信子は「遊べない子どもが増えている」とܯを໐らしている。ただし、ここでの「遊
べない」理由や背景は多様である。
　まず、「遊び体験でも経済格差が進む」（田2021：130）と述べ、「ܙまれた場所に行ける
子どもと行けない子どもの遊び格差、体験格差は広がるばかり」（田2021：131）と指摘し
ている。森のようちえんに関する次の指摘は一考に値する重要なものである。すなわち、「現
在、『森のようちえん』（１日のほとんどを野外の自然の中で過ごす幼児教育を行う団体で、現
在全国に250以上ある）が行っているような、自然保育を進めよう、子どもたちを戸外で育て
ようという活動、園ఉや校ఉを自由で自然豊かな遊び場に変えようという活動がんになって
います。しかし、そういう場でさえも、大人の関与によって大人の意図が先行した場になって
しまうことがしばしばあります。『子どもたちには自由で楽しい遊びが必要』だから、『（大人
が先頭に立って）子どもを楽しく遊ばせよう』『（遊びを知らない子どもたちに）遊びを教えよ
う』『（遊べていないから）主体的に遊びなさい』というわけです。大人が子どもに『やらせ
る』モードになっている時点で子ども中心ではないのですが、子どもにいいことをさせたいと
いう善意の大人はこのໃ६に気がつきません。今の時代に遊べるཆ育環境を作ることは、大人
が関与しつつ関与しないという絶ົなバランスが求められ、難しいのです」（田2021：133-
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134）と。安全配ྀの観点からは大人主導が必要であるが、「大人が関与しつつ関与しないとい
う絶ົなバランス」が่れやすいことを暗に指摘している。
　以上の点は、森の幼稚園/ようちえんに関する先行研究の多くが不問に付してきたか、ある
いはࣺ象してきた重要な論点の１つであると考えられる。里山学において子どもの参加や関与
を議論する際にも「大人が関与しつつ関与しないという絶ົなバランス」を絶えず意識し続け
ることが必要不可欠であろう。
　他方、遊び体験の地域格差が大きい実態も指摘されている。すなわち、「地方の子どもたち
には地域があるのでしΐうか。実は地方の子どもの移動手段は自家用車で地方の子どもたちの
ほうが地域をาく機会が少なくなっています。ここでڵ味深い実践研究をご紹介しましΐう。
青森県の自然豊かな地域の小学校で、車通学の子どもたちが「キレる」傾向に気づいた先生が
ెา通学を推進したところ、子どもたちの体Թが上ঢし、落ち着き、学力が上がり、基本的生
活技能を獲得していなかった子どもたちも獲得できるようになったという（小ࣛ和உ「าかな
い子どもは退化する」『子どものからだと心白書2019』、ブックハウス・エイチディ）」（田
2021：139）。
　この点についてච者自身もいく
つかの経験が思い出される。第１
に自らの子育て経験であるが、毎
年４〜̑月になると大阪市߫外の
富田林市や河南町を訪ね、カエル
を捕獲した体験である（実のとこ
ろはカエルのཛやオタマジャクシ
を見せたかったのだが、タイミン
グが合わず一度も実現しなかっ
た）。わが子３人がカエルの捕獲
にເ中になるなか、公園で出会っ
た地元の小学生たちは水૧に捕獲したカエル（写真１）を気持ちѱがって触ろうとはしない。
加えて、「そんなにカエルが好きなん？わざわざ大阪市内からここまで採りに来るなんて？」
とਘねられるົな会話シーンにૺ۰した。
　第２に数年前になるが、実श८回で訪問した奈良県内のある市立こども園は山の高台にある
立地条件から車でのૹܴが常とのことであった。ెาや自転車による登降園は時間的にも容қ
ではなく、豊かな大自然に囲まれているにもかかわらず、登降園や保育中のࢄาはしく、自
然との接触はかえって少ないとの話を園長から伺った。車なしでは生活できない地域生活の現
実は、子どもと自然との日常的な出会い方を規定している一例であり、それは自然環境の有無
や多Չとイコールではないことを如実に教えている。以上のように、自然環境が豊かであるこ
とと、当該地域に暮らす子どもが自然と豊かな関わりをもつこととは直結しておらず、注意が
必要である。

̎　େཱࢢࡕࢢຽؗอҭڠಉ߹にؔ͢るݩ真༝ඒの研究ɿʪΉ͔͠ʫΛͭݟΊる
　次に、自然と子どもの関係をめぐる〈むかし〉に目を転じよう。保育の歴史において大阪市
立北市民ؗ保育組合をどのように位置づけるかという作業は十分になされてこなかったと述べ

ࣸਅ̍ɹਫ૧ʹั֫ͨ͠ΧΤϧʢචऀࡱӨʣ
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る元は、３つの点から注目している。すなわち、①北市民ؗ保育組合が内務লの社会政策や
職場における保育所とは異なり、セツルメントと協同組合を基盤にアソシエーションを形成し
た点である。②都市で子どものཆ育を私事化した家族の問題を主題とし、母親の相互的結合の
可能性を追求した点である。③「߫外保育」が保育における新しい自然への関心と意味を生じ
させると同時に、親の協同性の構築と深く関わっていた点である（元2019：60）。
　ところで、北市民ؗ周辺のスラムは、幼い子どもにとって生命の危機にもさらされる過ࠅな
環境であった（写真２〜４参照）。ࢤ賀ࢤ那人は「子供の国」（1925年）で記している（元
2019：61）。「遊び所もなく、अຐ者扱いにされ、࢛十数万本のԎಥからき出されるഗԎの量
く、土は༉じࠇ地ᡴい生存のઓ、Ի響とৼ動のऻ来、草は、ࠈろしい産業の地ڪઍ؏とҦうز
んだこの֗に彼らはటのようにかけնっている」（ࢤ賀1925：7）。市民ؗ事業の一つのபに
児童保護がおかれたのも、「少くとも十万は下らない」幼児の「遺غ状態」のすさまじさ、か
つ極めて高いೕ児ࢮに、ࢤ賀が強い問題意識を抱いたからである。また、スラムでは夫
්のࠗҽ関係が一時的な場合も多く、「私生児、ॸ子」の世話が์غされる状況は深ࠁであり、

「児童の環境として不良住宅が身体上ਙだ好ましからざる事」だけでなく、「ຆど暴࿐されたる
性ཉ生活と、ౌ博」によって、子どもの精神面にもよくないことを危惧していた（元2019：
61-62）。

　こうした子育ちのྼѱな環境を直視したࢤ賀はその改善やੋ正のための取り組みに着手

ࣸਅ̎ɹେਖ਼��ෟۙͷঢ়ܠ
出所）北市民ؗ記念誌編集委員会（1983）『61年をސみて
　　　─大阪市立北市民ؗ─』大阪市民生局（北市民ؗ）、
　　　p.20より転載．

ࣸਅ̏ɹౡྲ্ྀڮͷཎɹখसʹఆॅ͢ΔଟͷՈ
出所）川端直正（1951）『北市民ؗ30年のあゆみ』大阪市
　　　立北市民ؗ運営委員会、p.8より転載．

ࣸਅ̐ɹΕΒΕͨ֗ͷڙࢠୡ
出所）川端直正（1951）『北市民ؗ30年のあゆみ』大阪市
　　　立北市民ؗ運営委員会、p.7より転載． ࣸਅ̑ɹ࿐ఱอҭॴ

出所）北市民ؗ記念誌編集委員会（1983）『61年をސみて
　　　─大阪市立北市民ؗ─』大阪市民生局（北市民ؗ）、
　　　p.37より転載．
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し、試行錯誤を重ねていった。第１に、࿐天保育所である（写
真̑参照）。この着想は橋٧せみ郎の影響を受けたものである。
1925（大正14）年３月、ࢤ賀は木宿主の小野資ඝが提供して
くれた空き地に、淀川善ྡؗのS・'・モランからଃられたテ
ントを張って࿐天保育所を開始した。対象は３ࡀ児から学齢児
まで、定員40名で保育時間はޕ前８時からޕ後̑時、保育内容
は遊ٔ・唱Վ・談話・工作など幼稚園の保育内容を模したもの
だった。子क学校のୗ児の延長であり、北市民ؗの中にも貧し
い家ఉの子どもを対象とした保育所が設置され、無料でೕ幼児
を༬かった。さらに詳細な時期は不明だが、「近所ྡの母親が
共同して交替で子もりする」ことも計画されているが、この試
みは「母親たちの教ཆや܇࿅が無かった」ために、ૣ々に「失
敗」してしまう（元2019：62）。
　第２に߫外保育、自然中心の保育である（写真̒〜̓、図11

参照）。ࢤ賀は橋٧の家なき幼稚園の実践から着想をえて、周
囲の寺院、神社、公園を保育活動の場にすることを思いつい
た。なかでも最もよく利用したのは長ฑにある満寺だったよ
うである。試行錯誤しながら、「最後にはやはり如何なる建物
や設備よりも青空の下が一൪よい」という考えにいたったという（元2019：72）。ࢤ賀も橋
٧と同様に、自然と子どもの調和的な関係を思い描いて自然中心の保育を構想した。「ڽ視す
る小さな؟─子供の国（）保育事項の一─」（1927年）で、ࢤ賀は「子供はおとなよりも強
い融合性を自然に対して持って」おり、「自然に対する知֮」が「Ӷい」という。このような
自然と子どもの結びつきは、雄大なѨો山をோめて育ったというࢤ賀自身の「ڷނの観念」か
ら捉えられていた。さらに「豊かな心の生活を築く第一าは自然に親しむ事にある」と考えて
いた。子どもは自然の中で情ॹを安定させ、生き物に親しんで自らの「観察」「理解」により

賀が߫外保育を展開した当時のઍ里地域について、そのビジュアルな理解には「写真でひもとくࢤ　1
֗のなりたち　大阪府ઍ里」が大変有益である。最終Ӿཡ日2023年１月15日現在、https://smtrc.Kp/
town�archives/city/senri/index.html

ࣸਅ̒ɹഗԎΛಀΕͯͯݐΒΕͨ๛ͷ߫֎Ԃࣷ
ʢ����݄̕ʣ

出所）北市民ؗ記念誌編集委員会（1983）『61年をސみて
　　　―大阪市立北市民ؗ―』大阪市民生局（北市民ؗ）、
　　　p.38より転載．

ࣸਅ̓ɹ༮ࣇอҭ
出所）北市民ؗ記念誌編集委員会（1983）『61年をސみて
　　　―大阪市立北市民ؗ―』大阪市民生局（北市民ؗ）、
　　　p.39より転載．

ਤ̍ɹ͘͢ͷ͖ըʮޱֆɹઍཬࢁʹ
ɹɹɹԙ͚Δࢢຽؗอҭ߹߫֎
ɹɹɹ༮ஓԂʯ
出所）『子供の世紀』第̑巻第８号、
　　　1927年８月より転載．
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「愛」することを学んでいくという。また、幼児は生き物の「観察」や自然をோめることを通
して、対象についての認識や観念を形成していくと考えらえた。こうしたことからࢤ賀は「保
育場としての自然」「保育上の理想として自然」を強調した（元2019：72-73）。

̏　ʮ༮ڭࣇҭのශࠔ化ʯࢭɾ٫のݧܦに目͢るɿࡏݱͱաڈΛԟؐ͠ͳ͕Β͍ଓ͚る
　以上、本ߘは〈いま〉と〈むかし〉の方に目配りしながら、2022年度の研究の進展につい
て報告してきた。2020年度以降、本研究プロジェクトに参加したことは、結果的に自然と子ど
もの関係を意識化する好機となった。とりわけ、2019〜2022年度に採択された科研費課題「『幼
児教育の貧困化』防止・脱却とब学前後の連続的な貧困予防に関する地域比較研究」との関連
では、幼児の自然との関わりや自然遊びの体験について、現在と過去をԟ還しながら問い続け
ることにつながった。たとえ時代や社会が異なっても、経済格差、居住地域の格差のなか、幼
少期から自然と豊かにふれあって「遊べない子ども」も、「遊べなかった子ども」も存在する
ことが確認できたと考えている。以下、大阪市立北市民ؗ保育組合による߫外保育に焦点化し、
その意義や意味を考察しておきたい2。
　まず、ࢤ賀ࢤ那人は、橋٧せみ郎の家なき幼稚園の実践を、下層社会に生きる子どもたちに
も実践しようとした。ࢤ賀のオリジナルな発想は「自然のなかでの生活体験を通した保育」が
社会集団としての༑達との結合、保母との関わり、親の組織や協同作業を通しての社会的適応
の܇࿅につながるという考え方であり、子どもの自然観察、ࣂ育、栽培、土との接触などの意
義を説いた。それはࢤ賀自身の育ちの影響、つまり、熊本・Ѩોの雄大な自然の中で育ってい
たことを背景に、大都市の大気Ԛછなどྼѱな環境のなかでネグレクトされていた子どもたち
を見るに見かねて自然の中へというロジックが生まれたのではないかと考えられる。その前提
は、子どもにとっての自然の価値や意味は大人のそれとは異質であるという点である。
　したがって、ೕ幼児の貧困のうち、遊びの貧困、なかでも自然遊びの体験不足、社会的剥奪
を問題として、先ۦ的に取り組んだパイオニアの一人がࢤ賀だったのではないかと仮説的に考
えている。ࢤ賀が考える幼児教育は、遊び場のない親の仕事場ෟ近でअຐ者扱いされ、都市の
産業地ࠈ＝公害のなかにある子ども達、さらには不良住宅がもたらす子ども達へのѱ影響の緩
和に向けられたものである。１日でもよい、町の外へ、太陽のًく青草の上や水のほとりに連
れ出すこと、園舎のなかの保育ではなく、あくまでも青空と土のある࿐天保育、さらには߫外
保育が目ざされた。
　とはいえ、子ども達をより良い環境に連れ出すという発想そのものはࢤ賀が最初ではない。
明治末期、野口༓香らの二༿幼稚園（後の二༿保育園）の関連史料にはすでに同様の発想が見
出せる。「私立二༿幼稚園設立झ意書」（1900年）によれば、下層社会に暮らす幼児の境۰には
誘とѱい実例が豊富であるため、次第にその不が増し、それによって将来ࡑѱにؕり、社
会の進าと国家の秩序を害することになる。そのため、これらの幼児を未だѱしき感化がਁ५
していない時期から、より良い境۰のなかで教育し、良き国民に育成することが重要であると
述べている。また、保育事業は保育を受ける子どもと両親のだけでなく、社会一般を向上

2　関連して、大阪歴史博物ؗ学芸員・൧田直樹ࢯは、橋٧せみ郎の家なき幼稚園、ࢤ賀ࢤ那人の大
阪市立北市民ؗ保育組合の活動を含む解説動画を公開されている。「̡ OSAKA	MUSEUMS学芸員
TALKˍT)INKʳ大阪のࢱと小学校」最終Ӿཡ日2023年１月29日現在、https://www.youtube.com/
watch?v=z １M280w7ldY�t=6s
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させ、൜ࡑを未然に予防するため、ཆ育院や感化院、出ࠈ人保護等の࣊善事業よりも根元的で
ある。まさに「予防の１オンスは治ྍの１ポンドに༏る」というݵのとおり、社会改良上いっ
そう有効であるという考え方を明確に示している。現代的に言えば、非行や൜ࡑに至るには幼
児期におけるྼѱな境۰の影響があり、その影響を多少なりとも緩和するため、良い境۰、つ
まり幼児にとって安心・安全かつ適切な時間と空間、そして教育が必要であると主張している

（二༿保育園編1985：5-6）。
　また、「私立二༿幼稚園拡張主意書」（1913年）は、幼少期の子どものٹ済こそ根本的かつ経
済的であり、比較的効果が現われやすい方法であると述べ、子どもの保育と将来の見通しにつ
いて具体的に述べている。つまり、暗ࠇの長屋から子ども達を明るく空気のよい部屋へ連れ出
し、花が࡙き、鳥がさえずる野原で遊ばせ、可能ならば、ன食を食べさせる。また、入ཋさせ、
で「ോポッポ」のՎでもӖわせてやりたい。そして、成長したら、車إさせ、সإしてચࢄ
Ҿきや日ޏいになっても、どうか正直かつ真面目でۈษな良民になってཉしい。良民にを
かけ、ࠈに収されることがないよう育ててやりたいという。さらに、長屋暮らしのྼѱな
境۰を生きる子どもたちを良い境۰にটき入れ、遊びや食事、入ཋ、ࢄ、Վ唱を体験させ、
彼らのより良い育ちを期待している（二༿
保育園編1985：432-433）。
　以上のように、二༿幼稚園・二༿保育園の
実践は、不良住宅という子どもにとってྼ
ѱなཆ育環境からѱしき感化の影響を最小
限に緩和するため、ன間だけでも子どもら
をٹ済する視点と論理にもとづき保育事業
を展開した。他方、ࢤ賀の場合は１日の数
時間であれ、子ども達をより良い環境に連
れ出す発想は同じであったが、町の外へ、太
陽のًく青草の上や水のほとりに連れ出すこ
と、園舎のなかの保育ではなく、あくまでも
青空と土のある࿐天保育、さらには߫外保育がめざされた点が特長的であったと言える（写真
８）。

͓ΘΓにɿେਓの目ઢ͚ͩͰͳ͘ɺࢠͲの目ઢΛΕͣに
　最後になったが、雑草のັ力と都会の子ども達について述べた橋三の言༿をҾ用して本
を閉じたい。なͥなら、ච者による３年間の研究は、大人の目線からの検討にภ重してきたߘ
ことをあらためて自֮し、反লするからである。ච者もかつては１人の子どもではあったが、
当時の感֮は時間の経過とともに忘却の彼方にある。橋の言༿はԟ時の感֮を多少なりとも
想起させてくれるのではないかと思われる。すなわち、「とにかくに子供は大喜びである。半
ズボンのකをする雑草の間をۦけ回って、きΌっきΌっと言ってばったを追うている。みず
ひきの赤いのをしごいて来て、小さなࢴきれに包んだり、あおぎりの実をむしって༿にった
り、おままごとの御走はいくらでもある。おఉでも、公園でも、幼稚園でも、草は見るもの、
花はோめるもの、その、見てோめてしかして触るべからずときまっている草が、ここではԕྀ
なくふんだんにむしってよいのである。草と一しΐになって遊んでよいのである。当分は別に

ࣸਅ̔ɹͱଠཅͷதͰ
出所）北市民ؗ記念誌編集委員会（1983）『61年をސみて
　　　─大阪市立北市民ؗ─』大阪市民生局（北市民ؗ）、
　　　p.39より転載．
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具である。Ը物である。可愛そうな都会の؝具も何もいらない。この雑草こそ、自由自在の؝
子供たちは、この雑草を特別のࣀ物のように喜んでいる。自分たちの生活に必然の世界として
いくらも自然が与えていてくれる野も知らず、山も知らず、そこで遊んだ先たちのも知
らず、たまたまの夏やすみを利用して、自然がਏうじて与えてくれたこの雑草に、ׇけるもの
が水を得たように喜んでいる。」（橋1926＝1965：63）。
　今後は、大人の目線のみならず、やはり子どもの目線をよりいっそう意識して、さらに研究
を進展させたい。
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ௗऔݝஐ頭ொ

「森のΑ͏ͪ͑Μ�·るͨΜ΅͏」のݟ学報告

龍谷大学短期大学部・教授　里山学研究センター・研究員
田岡由美子

̍ɽ͡Ίに
　本ߘは、鳥取県ീ頭郡智頭町において実施されている「森のようちえん　まるたんぼう」を
見学し、関係者へインタビューを行った内容の報告である。
　「森のようちえん」とは、主に自然体験活動の総称で、とりわけ幼児（０ࡀ̓〜ࡀくらいま
で）が、森林、川や海、里山や都市公園を含めた自然の中で活動することを指す。1959年代に
デンマークで一人の母親が森の中で保育をしたことが始まりとされており、その後、1990年代
から2000年代にかけて北欧やドイツへと広がった。やがて日本でも、海外の「森のようちえ
ん」活動に関する著書や実践が数多く紹介され、各地でษ強会が開かれるようになった。2004
年に「第１回森のようちえん全国フΥーラム」が宮城県で開催されたことをきっかけにして、
さらにその運動はんとなり、2008年には「森のようちえん全国ネットワーク」が設立され、
現在では300弱の団体が所ଐしている。

̎ɽͳͥɺௗऔݝീ಄܊ஐ಄ொのʮのよ͏ͪ͑Μ　·るͨΜ΅͏ʯͳの͔
　今回見学させていただいた鳥取県ീ頭郡智頭町の「森のようちえん　まるたんぼう」は、
2009年に無認可保育所として開設された。
　ここを見学施設として選んだ理由は２点ある。１点目は、本活動が、「森のようちえん」が
日本にਁಁする比較的初期段階から運営され、日本における「森のようちえん」活動をリード
する形で現在まで継続・発展していることである。全国に先ۦけていちૣく保育活動を森の中
で行うに至ったきっかけや経緯、現状や課題が、ある程度蓄積、整理されているのではないか
と考えた。
　２点目は、行政を巻きࠐんだ活動展開を行なっている点である。そもそも「森のようちえ
ん」には様々なスタイルがある。たとえば、①自分で子どもを集め、保護者から保育料を༬
かって幼児を森に連れていくといった自主保育や認可外保育の立場、②ि末や長期休Ջを利
用したイベント型、③子育て中の親が数人集まって近所の森に連れていくような民間のイン
フΥーマルな形態、④ط存の幼稚園や保育園のカリキュラムに自然体験活動を取り入れ、園で
畑や森をआりたり、園バスで毎ि森（里山）に出かけていくスタイルである。鳥取県では2015
年に、県内のܙまれた自然のフィールドという独自性を活かした保育を行なう園を「自然保育
を行なう園」として認証（国ではなく県がೕ幼児保育・教育施設として認めたことを意味す
る）し、町の事業として展開している。なͥ、智頭町では「民間レベル」ではなく、「行政」
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をも巻きࠐんだ形態が可能になったのか。そのいきさつも知りたいと思った。

̏ɽֶݟɾΠϯλϏϡーใࠂ
ᾇɹ࣮ࢪ

①　2022年11月25日（金）10：00〜14：00
　「森のようちえん　まるたんぼう」の保育を見学、保育士の山中ण広ࢯにインタビューを行
い、保育の目的や保育方針について伺った。　　
②　2022年11月26日（土）11：00〜15：00
　智頭町Ѷ津みたき園にて、前町長の寺谷一郎ࢯと代表の西村ૣ栄子ࢯにインタビューを行
い、「智頭町　森のようちえん　まるたんぼう」設立経緯を伺った。

ᾈɹ��݄��ʢۚʣ࣮ࢪͷֶݟɾΠϯλϏϡー༰ͷใࠂ
①　見学
　10：00過ぎから見学させていただいた。20名弱の子どもたちがすでに森に出かけており、３
名の保育者と共に、各々落ち༿やすぎぼっくりをげ合ったり、木のࢬにࠊかけて話をした
り、木切れをৼり回したり、買い物ごっこなどの遊びをしていた。保育者からはかけせず、
子どもが自分で楽しいこと、やってみたいことを探して遊んでいる。ன食は各自取りたいとき
に食べるということで、子どもたちは各自リュックからおห当を出して、おにぎり等を口にし
ていた。
　その後、場所を少し移動するが、移動の道のり自体が、急な斜面を滑り降りたり、ԕ回りを
したりしながらの遊びとなり、思い思いに楽しみながら低地に移動した。背の高いࢬがしなる
木が２本あり、そこで木登りをしたり、木を༳らしたりして遊んでいた。また急斜面をを
上げて滑り降りる子どももいた。さらに木の実や動物のฅをみつけて保育士と話をしていた。
落ち༿をげ合って遊ぶ子どももいた。
　一੪に何かをする活動はないが、ֆ本や素話は保育士の下に集まって聞いたり、Ϊターを持
参してՎをՎうとのことであった。見学した日はֆ本の時間はなかった。お天気が良く、ゆっ
たりと時間が流れる気がした。見学のみで、子どもたちにをかけることはې止されていたの
で、ԕくから見कる感じで見学させていただいた。
②　保育士の山中ण広先生へのインタビュー
　保育活動の్中で子どもたちと離れて、屋根のある場所に移動して保育士の山中ࢯからお話
を伺った。山中ࢯは幼少期から智頭町の森の中で遊び、森のことを知りਚくしている方でも
あった。案内の్中も「これは食べることができる、食べられない」、「これはキューイの味が
する子どもたちが大好きな実だ」といったように、草木や木の実、きのこについて説明された。
　「まるたんぼう」の対象児は３ࡀから̑ࡀの幼児で、１学年の定員は10名。月༵日から金༵
日まで天候にかかわらず森の中に出かけて保育を行なっている。
　毎ே、智頭農林高等学校前の広場に集合し、そこからバスで森に入っていく。どこの森で遊
ぶかは、その日子どもたちと話し合って決める。遊べる森や原っͺ、集落、野外施設のフィー
ルドは智頭町内に14カ所あり、いずれも集落の自治体や森の地権者が管理や整備に協力してい
る。そのためか車で森の中に入る్中で、地域の人に出会うと、山中ࢯは必ずスピードを緩め、
車の૭を開けて「こんにちは」とѫࡰされていた。必ずしも地域のすべての方々が「森のよう
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ちえん」活動にࢍ成しているわけではないので、ѫࡰすることで「森のようちえん」活動への
周知や理解につなげるように留意していると話された。
　森の中での保育終了後は、子どもたちをバスに乗せて広場にり、そこに来ているܴえの保
護者に子どもたちをҾき渡す。ほとんどの子どもたちが༬かり保育対象児で、その子どもたち
は再度バスで「まるたんぼうハウス」へ移動し、そこで14：00から༦方まで過ごす。
　保育の目的は「たくましい体」と「しなやかな心」を育むことで、ॵさפさやでこぼこ道な
ど࢛季を通して森に入ることで体がえられ、間と遊び、助け合い、時にはぶつかり合いな
がら、自分で考え行動していけるしなやかな心が育まれると考えているとのことであった。子
どもたちが主体的に自然とかかわることができるように、かけは最小限にしているとのこと
であった。
　見学した日は好天であったが、12月に入りפくなるとどうするのかと質問した。それに対し
て、Ӎの日もઇの日も戸外で保育活動をしており、ઇが積もるまでの෩のྫྷたい日が一൪פく、
く子どももいるとのことであった。しかしઇが降り積もると、ઇで何かを作ったり、ઇげٽ
をしたり、斜面を滑ったりなど楽しい活動ができるので、子どもたちはをあげて遊ぶ。
　森の中をおࢄาすることを中心に遊びが展開されるとのことであったが、具体的に季અごと
の遊びについて伺った。य़は取り、草花摘み、それを用いて製作をしたり、身に着けて遊ぶ、
土おこし、ట遊び、田植え、野ࡊ作りなどである。夏はせせらぎや川のある森を中心にาき、
川遊び、フィンガーϖイント、ੴで囲ってダムを作ったり、お෩呂屋さんごっこ、長ۺをバケ
ツ代わりにして自分の頭から水をかけて楽しんだり、野ࡊの収֭をして料理をする。ळは落ち
༿や木の実で遊んだり、キノコ採り、稲מり、サツマイモや野ࡊの収֭、ขՐで料理をしたり、
地域の方々にを編むことを教えていただいたりする機会もあるとのことであった。
　「食」を大事にしていて、िに１回はご൧をਬき、みそोを作って食べる会を実施している。
そうめん流しやった魚をমいて食すことや、地元の人が捕ったࣛを解体していただく機会も
あったとのことであった。
　安全について質問すると、点検事項を記した表を見せてくださった。どんなに注意をって
いても、切りই等はある。しかし大きな事ނはこれまでないとのことであった。保育士はのん
びりと子どもたちを見कっているようにみえるが、常に「あれは危ない」、「援助に入ろう」と
注視していると話された。また、保護者も一ॹに保育に参加して、森の活動について理解を深
めてもらえるようにしているそうだ。たとえば、保護者の会のイベントや、『山観日』と名付
けた兄参観日のほか、年間に最低でも２回は日常の森での保育に参加することを保護者の義
務にしていると話された。

ɹᾉɹ��݄��ʢʣͷΠϯλϏϡー༰ͷใࠂ
　11時から智頭町Ѷ津みたき園にて、前町長の寺谷一郎ࢯと代表の西村ૣ栄子ࢯにインタ
ビューを行い、「智頭町　森のようちえん　まるたんぼう」設立経緯を伺う。
　智頭町は、鳥取県の東南に位置し、南と東は岡山に接している。周囲は中国山地に囲まれ、
町の総面積の９割以上が山林で、林業が主な産業である。前町長の寺谷一郎ࢯにとっては、
ਰ退の一్をたどっていた智頭町の活性化が大きな課題であった。
　そこへ、2006年夫්とも林業関係の仕事にबいていた西村夫࠺が智頭の森の豊かさにັせら
れ、夫の実家のある智頭町に移住してきた。࠺である西村ૣ栄子ࢯは、デンマークで始まった
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「森のようちえん」の存在を知り、子育て間の༑人たちと智頭町に「森のようちえん」を開
設したいという願いを持つようになった。時期を同じくして、地元の小規模保育園が、子ども
の数の減少により合ซを༨儀なくされ、ഇ止となった。町長になり町政を担う寺谷一郎ࢯが、

『町民の良いアイデアに町が予ࢉをつけます！』という施策をଧち出した。そこで、西村ࢯを
中心として、子育て中のPTA間のお母さんや若い町職員の奥さん、保育園関係者たちとの
出会いや協力のもとに、2008年３月に『智頭町に森のようちえんをつくる会』が結成された。
　まずは月１回の「森のおさんΆ会」が実施されるようになった。その後、順調に参加者は増
え、同年12月には町の発展を期待して町民の参加を促した「智頭町100人委員会」にて「森の
ようちえん」設立のための予ંࢉিを行い、４月より保育士一人分の人件費予ࢉਃ請が通り、
2009年に「森のようちえん」開園の運びとなった。こうして「智頭町　森のようちえん　まる
たんぼう」は、子育てを担う保護者からの子どもを自然の中でのびのびと育てたい要望と、林
業を主産業とする智頭町ならではの特徴を活かして町を発展させたいという行政からの思が
合致し、開設に至った。
　その後も行政とのかかわりは続き、『ふるさとޏ用特別基金』、『まちづくり交付金』、『森の
ようちえん支援制度』（森の༊し事業費補助金の中の一つのメニューとして）などを利用しな
がら、県と町と園が活動経費の３分の１ずつを負担し合う制度で、活動運営費をっている。
さらに、『職場体験事業費補助金』、『鳥取力創造補助金』、『協働提案・連携推進事業』などを
活用し、頭で述べた「森のようちえん認証制度」を、民学で全国に先ۦけ取り組むことと
なった。
　このように、「森のようちえん」が智頭町や鳥取県といった地元自治体と連携して、さまざ
まな補助金や交付金を活用できていることは大きな特徴と言える。また、各種メディアにも取
り上げられ周知された「森のようちえん」は入園希望者も増え、2013年４月には２園目の「す
ぎぼっくり」の立ち上げに至った。智頭町の「森のようちえん」で子どもを育てたいと考え、
智頭町への移住者も増えている。これに伴い、保護者にとって༬けやすい園としてޕ後からの
ୗ児サービスも実施するようになった。ともすれば教育熱心な保護者によるޕ前中保育のみの
多い「森のようちえん」であるが、智頭町では共働きでも利用しやすい、子育て世代の生活に
ଈした「森のようちえん」となっているのも特徴である。
　現在、スタッフは事務局長、バスドライバーを含めて10名で、うち４名が保育士有資格者で
ある。子育て世代のみならず、仕事をリタイアした知識や経験豊富な年配者も含まれており、
幅広い年齢の構成となっている。

̐ɽ໌Β͔にͳͬͨ͜ͱ
ᾇɹߦɾॅຽɾڭҭͷྗڠ

　「森のようちえん」活動において、ط存の保育施設のカリキュラムの中に森での活動が含ま
れたり、個人の保育グループによる運営が多い中、「智頭町　森のようちえん　まるたんぼう」
が、県や町からの認証を得て公的なೕ幼児保育・教育施設として運営されているのは非常に
しい例で、特චすべき点である。その背景には鳥取県や智頭町が抱える高齢化や過ૄ化の問題
や森林が90ˋ近くをめる主産業のਰ退にどう対応していくかという行政側の課題解決への模
索がある。今回の見学とインタビューから明らかなように、「智頭町　森のようちえん　まる
たんぼう」は、森の中でのびのびと子どもを育てたいという子育て世代の願いと、県や町の活
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性化を模索する行政側の思が合致して誕生・継続している。しかも、そこには住民、行政側
に思いを前へ強く推し進めるリーダーシップを持った人物や、両者の思いにࢍ同して森を提供
する地権者、保育の専門家も加わって、大きなうねりとして動いていることがわかった。

ᾈɹࣗવʹਫ਼௨ͨ͠อҭऀͷଘࡏ
　実際に森の中での活動を安全にかつダイナミックに展開していくには、やはり森に精通した
保育者の存在は不可欠だと感じた。子どもの主体性を重視して積極的にはかけないが、何が
安全・安心で、何が危険なのかを知っておく必要がある。それによって遊びの面白さも深まる。
その意味で保育者自身が自然に精通していることは重要だと思った。

ᾉɹࢠҭͯੈҎ֎ͷҬॅຽΛࠐ͖רΉ
　子どもの自然体験を望む若い世代だけがり上がるのではなく、仕事をリタイアーされた中
高年の方、お年寄りの方を巻きࠐんで楽しむことが、森のようちえんを継続・発展させるのに
不可欠だと感じた。「まるたんぼう」においても、森の管理や整備、稲作、畑づくり、わら細
工、ཟછめ、木工細工、おࡇりなど、様々な技術、知ܙ、伝統文化を持った多世代の力をआり
て保育を行なっていた。それは、その地域の文化を伝え、継承することでもある。保育者の山
中ࢯが、会う人ごとにわざわざ車のスピードを緩めてѫࡰをしながら山に入っていく姿はҹ象
的だった。山中ࢯは、智頭町の森のようちえん活動はまだまだ小さな輪であるが、地域の多く
の人々に理解してもらうための努力を日常の中で行っていかねばならないと語る。「森のよう
ちえん」は、子どもの保育・教育のみならず、地域の世代を超えた人とのつながりを育むこと
ができると思った。

ਓͰྑ͓͘ͳ͠ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹେ͖ͳͷ্ͰɺԼͰࡾ

ɹΈΜͳͦΖͬͯҠಈɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ҆શ༻νΣοΫϦετ
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ඐഀྲྀބೖ河川ʹ͓ける

トウϤシϊϘϦのओᲩ֖ࠎを༻͍ͨ年ྸਪఆ調査

里山学研究センター・博士研究員
太田　真人

龍谷大学・名誉教授・研究フェロー　里山学研究センター・研究員
༡ຏ　ਖ਼秀

　滋賀県に生息するトウヨシノボリ┖┬┭┲┳┫┳┦┭┹┷	sp.	ORは、琵琶湖とその流入河川を行き来す
る両側回遊魚である。これまでの研究において各河川のトウヨシノボリ当ࡀ魚の遡上指数から
その年の瀬切れ規模が推ଌすることが可能であることがわかり、さらにそれ以前に遡上して
いた１ࡀ魚以上の遡上指数からも瀬切れ規模が推定できることが示唆された（太田ほか2021）。
しかしトウヨシノボリの先行研究では、体長の頻度分布による年齢分けが多く、実際に体長と
年齢の関係性についてみた研究が行われていなかった。これにより、過去の瀬切れ規模の推定
についても去年以前に起きたことは把握できても具体的な年数の特定までにはܨげられなかっ
た。そこで本研究ではトウヨシノボリの主鰓蓋骨にみられる年齢相（ಁ明層の本数）を用いて
本種の年齢を確認し、体長との関係性を明確にすることを目的とした。本ߘはその調査を行っ
た日時や調査地について報告を行う。
　トウヨシノボリは滋賀県の多くの琵琶湖流入河川に生息しているため、滋賀県全域でのサン
プル採集を当ࡀ魚が遡上する８月に行う予定であったが,2022年はӍの日が多く予定通りに調
査へ行くことが出来なかった。そこで今年度は湖東の河川でのみサンプルを採集した。調査へ
行った河川は、愛知川、日野川、۔川、ݘ上川、天野川であり、川へアプローチのしやすい地
点を複数Օ所選定し採集を行った。その結果、愛知川は上流からߚ༿橋、ീઍ代橋、御橋、
༿ࢬ見（はえみ）橋の４地点。日野川は安吉（あぎ）橋と河口から約４km上流にある取水口
近くの２地点。۔川は۔川橋、大ງ橋、۔橋の３地点。ݘ上川は場直下の１地点。天野川で
はアプローチのできる地点が見つけられなかった。調査時期は愛知川が予備調査として行った
̒月と８月、12月。日野川が８月と12月。残りの３河川は８月のみである。調査方法は、各地
点上流から下流にかけて約20mの範囲内を２〜３名がたも網を用いて約15〜20分間採集を行っ
た。採集したサンプルは70ˋエタノールで固定した。
　現在、採集したサンプルॲ理を行っている。まず河川上流にはトウヨシノボリの近縁種であ
るカワヨシノボリ┖┬┭┲┳┫┳┦┭┹┷ⓤ ┪┰┹┱┭┲┩┹┷が生息しているため、ڳර条数を数えて同定を行い、
体長（mm）、全長（mm）、湿重量（g）、性別を記録している。その後、鰓蓋部分を解ばさ
みで切り取り、鰓蓋に付いている༨分な肉をピンセットで取りআき主鰓蓋骨を取り出す。取り
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出した主鰓蓋骨はスライドグラスに乗せ、光学ݦ微ڸを用いて
年齢層を観察し年齢を決定している。
　愛知川での̒月、8月のサンプルॲ理が大方終了した現在、最
高年齢は３ࡀであった。体長との関係は、年齢が高くなるにつ
れてバラつきが大きいように思われる。これが個体差によるも
のか、生息地点の環境によるものなのか今後、検証を行ってい
きたい。また他河川のサンプルॲ理もૣ急に行っていく。

ࣸਅ��ɹτϤγϊϘϦʢ̍ڕࡀʣͷ
ɹɹɹɹओᲩ֖ࠎʢઢ͕ྸ෦Ґʣ
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ϛείンセプシϣン͔Βシνζンαイエンεへ
ᴷᴷڭ育をม͑る　ఱମ・ؾ野の͔ྫࣄΒᴷᴷ

ެӹஂࡒ法人大学ίンιーγΞϜژ・ίーσΟωーター・里山学研究センター・研究員
滋　秀

̍　研究の֓ཁ
　理科教員をࢤす学生に「中学校の天体・気象分野の模ٖ授業を行う」という課題を課すと、
ほぼ全員が、どのように教えていいかわからず困する。特に、物理・化学・生物分野と比べ
るとその傾向がݦ著に表れる。そうした状況について、大学の理系に進学する学生は、高校で
地学をཤ修していない場合がほとんどであることとも関係すると考えられるが、より大きな原
因と考えられるのは義務教育段階における学शの在り方である。ච者が大学の授業で実施した
予備的調査や、その結果を受けて実施した中高生対象の調査では、義務教育段階に起因する天
体・気象分野におけるミスコンセプションの形成過程が明らかになってきた。多賀（2019）は、

「ミスコンセプションは修正されないと、大人になっても保持され続けてしまう」と述べてお
り、特に、気象分野のミスコンセプション解消はࡂ害が多発する日本において気象防ࡂの観点
からも喫緊の課題である。
　天体や気象に関しては、自然観察や観ଌが必要な分野であり、そうした活動が正しい科学認
識を育んでいくことになる。学श指導要領の改గに伴い、その理念である「社会に開かれた教
育課程」を実現するためには、子どもたちの問いからはじまる探究学शを教育課程の中心にਾ
えたカリキュラムをデザインすることが必要である。その探究学शの中心となるのは総合的な
学शの時間（高等学校は総合的な探究の時間）である。ච者が伴走する小中高等学校の総合的
な学श（探究）の時間の探究テーマをみると、地域の自然や環境、人々の暮らしの中から課題
を設定しているものが数多くみられる。こうした探究学शの深化とともに教科の学शの在り方
も変化し、教育は、「教える」から「児童生ెが主体的・対話的に学ぶ」という方向に変わら
なければならない。
　調査からみえてきた天体・気象分野のミスコンセプションは今までの教科書をトレースして

「教える」「֮える」という中で形成されていると思われるものが多い。こうしたミスコンセプ
ションを正しい科学認識に変えていくためには学校の取り組みだけでなく、シチズンサイエン
スという取り組みが効果をもたらすのではないかと考えられる。
　ච者が伴走する学校では、子どもたちの課題設定から始まった探究テーマをきっかけとして、
その地域特有の自然現象や生き物を探究する活動がどんどん生まれている。日本の里山の෩景
はそうした活動が生まれるๅݿである。
　研究報告では、「天体・気象分野のミスコンセプション形成過程の検証と効果的な指導法の
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研究」により、研究協力者との実践事例が、どのような児童生ెの自然認識の変容をもたらし
たのか、その事例を報告する。さらに、総合的な学शの時間の取り組みが創り出す成果を「学
校を基盤としたシチズンサイエンス」の場としてとらえ、注目されているシチズンサイエンス
の研究動向にも触れながら、シチズンサイエンスがミスコンセプションの解消にどのような効
果をもたらすのかについて報告する。

̎　ϛスίϯηϓγϣϯのྫࣄ
　天体の分野では、「の運動とその見え方」「月の満ち欠けと月の見える位置の関係」「季
અと座」「流」など多ذにわたる。流に関しては、「座を作っている恒が移動してい
る」と考える回答が、高校生で11.9ˋ、大学生で11.4ˋあった。これはɼ大学のいくつかの授
業における受講者調査でもほぼ同じ割合でありɼ誤答者に理由を聞いたところɼ流群に「ϖ
ルセウス座流群」といった座名が付いていることによって発生する思いࠐみがこのミスコ
ンセプションにつながったと考えられる。
　また、理科教育法受講生に模ٖ授業をさせると「冬の座は夏には見えません。夏の座は
冬には見えません」と説明した。ච者が、それは事実なのか」とਘねると受講生全員がᰐいた。
ච者が国立天文台の空情報12月（東京20時）という図を見せると、西の空には夏の座が描
かれている。受講生全員、ゆっくりと空をோめた経験がなく、小学校４年生の教科書「夏
の座」「冬の座」という単元での学शと記述が思いࠐみを生み出し誤概念を形成している。
この単元の学शについて、2023年１月20日に高௬市立玉川小学校において担任の教員とච者で

「子どもたちの問いからはじめる授業」を実施した。教科書の「冬の座」を子どもたちがಡ
んで質問を考えた。その問いは「夏の座で冬に残っているものはあるのか」などである。全
員で座ૣ見盤を使って「今日、空を見るとどのような座が見られるのかを調べよう」と伝
えると「日後の空には夏の座が見えている」ということに全員気が付いた。
同様の学शを2022年12月21日に市立和田中学校
の３年生の授業でも実施した。その内容は、教員
が課題を示す形態で実施した。課題「冬の座は夏
には見えないのか」を教科書の図（季અによる座
の移り変わり）を使ってグループで考える。という
ものである。「太陽の向こうにある座は見えない」。
しかし、「太陽よりも東側に少し離れた位置にある
座は日後に西の空に見える。西側に少し離れてい
れば日の出前に見える」ということを全員理解した。
　これは、図１のような金のي道図に描かれて
いるABの位置にある金が、いつ見えるかという中
学校理科・高校の地学で学ぶ内容である。教科書に
は図１が掲載されていて、図１から図２のようにA
の金は、太陽よりも東側（北半球において）にあ
ることが理解できれば（Bの金は太陽より西側に
ある）、先述の「冬の座は、夏には見えないのか」
という問いと同様に理解できる。この考え方は、月 ਤ̎

ਤ̍
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の満ち欠けと見える時間や方向を考える際も同様である。
　こうした天体の動きに関する理解は、高校生・大学生、ともにかなり低い。（2019年に滋野
が行った調査結果	では、正答高校生16.1ˋ、大学生19.3ˋ。回答総数	高校生647名、大学生
114名）である。
　また、Barke.).D.)zari.A.	�	Yitbarek.S（2009）は教科書に掲載されている「図や説明」が
ある思いࠐみを生起させてしまうという「School	made	Miss	conception」という事例がある
ことを報告している。
　この「School	made	Miss	conception」について、滋野（2020）は、中学校教科書の気象分
野の内容を分析する中で、気象ࡂ害との関連でミスコンセプションを生起させる可能性のある
図が掲載されていることを報告している。そのいくつかを紹介する。最も気になるՕ所は、Թ
ଳ低気圧と前線に関する模式図である。中学校の理科教科書̑社にはいずれも同じような図が
掲載されているが、こうした模式図中の雲と降水域は、図３のようにԹଳ低気圧と前線のפ気
側にだけ描かれ、前線のஆ気側には全く雲がないという図も掲載されている。こうした教科書
の内容は気象衛や気象レーダーなどの観ଌ手段のなかった時代の「ノルウェー学ビヤーク
ネスモデル」の記述が掲載された教科書とほとんど変わっておらず、これを忠実に学ぶだけで
は日本の出水期に発生する大Ӎࡂ害のメカニズムについてミスコンセプション（誤認識）を生
じさせてしまう。
　その他、大日本図書（2021）、学校図書（2021）、教育出版（2021）も前線の北側にだけ雲が
描かれたほぼ同様の図が掲載されてい
る。東京書籍（2021）は、前線の南側
にも雲が描かれた図が掲載されている。
　こうした図が教科書に掲載されるこ
とにより、参考書などでも同じような
図が掲載され、それが࿅श問題にも
なっている。こうした模式図は、大野
義ً著（1956）「日本のお天気」大ଂ
লҹ刷局に図４のような模式図が掲載
されており、同じような図が60年以上
を経過しても修正されないままになっ

ਤ̏
લઢͷଆʢؾפଆʣʹ͚ͩӍҬ͕ඳ͔Ε͍ͯΔɻؗྛܒʢ����ʣ

ਤ̐
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ている教科書の課題ともいえる。
　では、現実の天気図と降水域はどうなっているかという点であるが、加౻（2013）は「中学
校でशう低気圧モデルでは、ྫྷפ前線上で積ཚ雲が発生し、ྫྷפ前線とԹஆ前線にڬまれた領
域には雲が存在せず晴天域となっています。─（中略）─日本付近ではྫྷפ前線とԹஆ前線に
まれたஆ域と呼ばれる領域でよく大Ӎが観ଌされます」と述べている。気象関係者の間ではڬ
前線の南側は、ஆ湿気が流入し大Ӎࡂ害が発生しやすい場と理解されているが、中学校の教科
書では晴天域に見える記述となっており、この場で大Ӎが降るという理解にはならない。ٯに、
晴れる場というメッセージを与えてしまうような図になっている。図̑は、2021年̓月10日ࣛ
児島・宮࡚・熊本県に大Ӎ特別ܯ報が発令されたときの気象ிの気象レーダー（３時）と同時
。の天気図（気象ி）であるࠁ
　加౻が述べているとおり、中学校の教科書では晴天域として描かれている場で、ࡂ害発生レ
ベルの大Ӎとなっている。また、図̒は、2022年̓月19日の大Ӎが観ଌされたときの気象レー
ダー及び天気図（気象ி）で、やはり前線の南側で激しい降水となっていることがわかる。

ਤ̑

ਤ̒
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　Webで「ྫྷפ前線」と入力し、検索するとwikipedia（2021）には、図̓のような図が描
かれており、ྫྷפ前線のפ気側には、Cumulus	humilis（ፏ平積雲）が描かれている。また、
cumulonimbus（積ཚ雲）はஆ気側に描かれており、ஆ気側の積ཚ雲から降水している図に
なっている。現実に出水期に降る激しいӍを気象ிがホームϖージ「防ࡂ情報」でリアルタイ
ムに公開している気象レーダー、アメダスなどで分析すると、前線の南側で激しい降水となっ
ていることが多い。これは、前線の南側にஆかく湿った水ৠ気フラックス（移流）があること
を理解すれば、前線の南側が大気の不安定な場になることは容қに理解できる。
　このような状況を踏まえて、ච者が担当している３つの大学の授業での学生の認識を調査し

たところ「この分野はۤ手だった。ほとんど記Աに残っていない」という学生が多い。知識が
定着していない。「この分野は、暗記を中心にして試験では点をとれた」という学生は「Թଳ
低気圧と前線に伴うӍ域」については、加౻が指摘しているような中学校で学んだ低気圧モデ
ル（Ӎ域は前線のפ気側、ஆ気側は晴天域）を֮えており「ྫྷפ前線では積ཚ雲、Թஆ前線で
はཚ層雲」という教科書の図をパターン化し暗記して、そう思いࠐんでいる。現実にはԹஆ前
線付近でもஆかく湿५な空気が下層に流れࠐみ、地形の影響などで発達した積ཚ雲が発生する。
また、上空にפ気が流入すれば大気の状態が不安定となって積ཚ雲が発生するといった理解が
できている学生はほとんどいない。ある理系学部の学生に天気図を提示して「෩がどの方向に
ਧくか」という問いを同じ天気図を用いて̒年間調査したところ、まだ正解は一人も出ていな
い。こうした状況から、天気予報やࡂ害時のニュースで気象予報士が天気図を示して解説して
も低気圧や前線は天気が良くないといったことは理解できるが、どのような方向から湿った空
気が流入するといった理解（天気図をಡむこと）はおそらくできていないと考えられる。
　気象分野を全員が学ぶ最後の場が中学校２年生であることを考えれば、気象ࡂ害が毎年のよ
うに発生する日本の防ࡂを前に進めるためにも、ミスコンセプションのない学श機会が必要で
あることは言うまでもない。中学校の理科教員に、上述した点についてインタビューしたとこ
ろ、教員自身も「自分は地学専߈ではないので、「教科書のとおり忠実に教えている」と述べ
ている。2021年̓月10日の熊本やࣛ児島の߽Ӎと天気図の関連について学生、中学校教員に提
示すると「確かに教科書の図で示されたӍ域ではなく前線の南側（ஆ気側）で発生している」
と理解してくれた。大学で気象を専߈した中学校の理科教員は少数であり、ほとんどの教員が
何の疑問も持たず教科書を忠実に教えていることが多い。こうした現状を踏まえ、より多くの
人々が気象防ࡂの理解を深めるためには、実際の事例をもとに子どもから大人までがともに学
び合うような場を地道に構築していく必要がある。

ਤ̓
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̏　ϛスίϯηϓγϣϯのղফͱγνζϯαΠΤϯス
　ミスコンセプションの解消には、知識伝達型の授業から探究的な学びへの転換が急務である。
新しい学श指導要領には「社会に開かれた教育課程」という理念が掲げられており、その理念
を実現していくためには、総合的な学श（探究）の時間を軸にした探究活動がݤとなり、子ど
もたちが課題設定からはじめる探究的な学びを外（社会）に開くことで「社会に開かれた教育
課程」が実現できる。こうした流れが進んでいくと、その先には「学校を基盤としたシチズン
サイエンス」という学शの場が生まれてくるとච者は考えている。
　シチズンサイエンスの研究動向としては、気象研究所のߥ木݈太郎（2018）による「シチズ
ンサイエンスによる超高密度ઇ結থ観ଌ」や2022年̓月９日（土）にੴ川県金市で行われた
ワークショップ「理化学研究所のӿ戸極限自然現象理研白එ研究チームが、金の市民サポー
ターや関連する研究者の協力の下で行ったガンマ線を์ࣹする不思議な冬季ཕ雲を観ଌする

『ཕ雲プロジェクト』」などがある。この金市のイベントでは、協力している市民サポーター
の活動報告、ཕに関する解説やパネル討論、体験型ワークショップを通じて、金市民と研究
者が交流し、市民がサイエンスに触れるきっかけを提供している。
　天体や気象に関する分野において、ປ草子などには、月の満ち欠けや月の出の時ࠁ、座や
流などについても多くの記述がある。「は、すばる。。༦づつ。よばひ、すこしを
かし。尾だになからましかば、まいて」（ປ草子236段）。
　ච者の調査で「月の出がཌ日には遅くなる」という問いの正答は、高校生16.1ˋ、大学生
19.3ˋであった。この問いを平安時代の人に聞いてみるとどうなのか？と考えることがある。
日々、月明かりが生活の中にあった時代の人なら、満月の後、十、立待月、居待月、৸待
月・թ待月、更待月という呼び名があるとおり、ほとんどこの問いには正解したのではないだ
ろうか。
　自然を観察するというきっかけをつくり出すシチズンサイエンスという取り組みは、ミスコ
ンセプションを解消するために重要な場となりそうである。

̐　γνζϯαΠΤϯスのಈ
　日本学術会議若手アカデミーは、2020年９月に「シチズンサイエンスを推進する社会システ
ムの構築を目指して」という提言を発表している。
　この提言のポイントは「シチズンサイエンスは、職業科学者ではない一般の市民によって行
われる科学的活動を指す。我が国では、社会課題の解決に重きを置く「市民科学」と呼ばれる
活動がطにあるが、シチズンサイエンスは、市民科学に加えて、学問体系における科学的規範
に則った知識生産も包含する、より広範な科学的活動とされている。すなわち、一定の目的・
方法のもとに種々の事象を研究し、その成果としての体系的知識を増やす活動がシチズンサイ
エンスには含まれる。また、シチズンサイエンスは、しばしば職業科学者との協調により、も
しくはその指導の下で行われ、世界的に拡大しつつある。歴史的には鳥類学、天文学などで行
われ、現在では、気象観ଌや多様な生物の観察のほか、学、言語学、民ଏ学、考古学、地理
学など多ذにわたる学問分野で行われている。─以下略─」と述べている。
　ච者が伴走する京都府立宮津天橋高校の総合的な探究の時間で生ెが取り組んでいるテーマ
を少し紹介すると「今ੲ魚物語〜ୌഅ川周辺の地形と魚の関わり〜」「上宮津の神社とࡇりの
関係」「ホタルを見られる環境へ」「ඒしき侵入者オオキンケイΪクはどうして殖えるのか」「人、
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川、ハッピー〜人と川の共生を目指して〜」「府中のええとこまるっΆ知りたい〜小高連携型
の歴史ツアーの企画〜」など様々な学問分野にまたがる内容であり、まさにシチズンサイエン
スの๖ժの場である。このように研究協力校における「総合的な学श（探究）の時間」「理科」
などでの児童生ెの探究活動をサポートし、主体的な問いから生まれたテーマについて、児童
生ెの発表をベースに一般市民に公開し、ともに学び合うというのが、ච者が考える「学校を
基盤としたシチズンサイエンス」という方向である。

͚ͯの研究にޙࠓ　̑
　現在、いろいろなネットワークを構築しながら今後の可能性を探る段階であり、以下のよう
な研究活動を試行的に進行させている。
①　総合的な学श（探究）の時間をもとにした探究活動
②　SS)（スーパー・サイエンス・ハイスクール）指定校におけるサイエンスカフェの開催
③　伴走する学校の探究活動をon�lineでつなぎ活動を交流
④　小中学生・高校生と大学生の探究活動をテーマとした交流
ᶇ　地域の公民ؗなどと連携した空観察会や科学教ࣨの開催
ᶈ　研究協力校による京都滋賀の降ઇ観ଌなど
　こうした、子どもたちの探究活動をサポートすることで、研究者が学校に入り、子どもたち
の発表の場を外に開きながら、地域の人たちを巻きࠐんだ「学校を基盤としたシチズンサイエ
ンス」の構築に向けて研究を進めていく予定である。
　本研究に際して、京都地学教育研究会の先生方、宮津市立中学校の先生方にはアンケート調
査をはじめミスコンセプションの検証と効果的な指導法の研究開発に関する授業研究等多大な
ご協力と多くの知見を提供していただきました。また、高௬市立玉川小学校、市立和田中
学校の先生方には天体の授業の場をご提供いただきました。さらに、京都府立౧山高等学校、
京都府立宮津天橋高等学校、京都府立ๆ山高等学校の先生方には、総合的な探究の時間の探究
活動にかかわらせていただき多くの知見を提供していただいております。ްくお礼ਃし上げま
す。
　また、本研究はJSPS科研費基盤研究（C）（一般）2018〜2022年度18K02596及び科研費基盤
研究（C）（一般）2021〜2023年度21K02616の助成を受けたものである。
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࠲ߨ同߹論ڠとѪඤ大学のܞ同߹間࿈ڠ

愛媛大学法文学部・専講師　里山学研究センター・研究員
西脇秀一郎

目次
　１．協同組合への社会的関心と大学の取り組み
　２．愛媛大学の「協同組合とは何か―協同組合論」講座
　　⑴　開講の経緯
　　⑵　内容
　３．「協同組合間連携」と大学教育
　　⑴　実践の成果
　　⑵　「協同組合間連携」における意義

̍ɽڠಉ߹のࣾձతؔ৺ͱେֶのऔΓΈ
　近時、「グローカル（Glocal）」といった造語のਁಁなどとともにࣖ目を集めることも多い協
同組合の組織・法人形態の実体（実態）面に関して、愛媛大学では以前から全学部対象の『協
同組合とは何か─協同組合論』とする共通教育科目が開講されている。
　協同組合に関する統一的（通則的）な法典をもつようなドイツなどとは異なり1、日本では協
同組合に関する統一的（通則的）な法典は存在しない2ものの、各種の協同組合に応じて個別
の法規が存在し3、その法規整のもとで農業・林業・水産業などの第一次産業分野や、生活必ध
品のߪ買・消費または特定の事業者間での共同的な事業の局面において、各種の協同組合が活
動を行っている4。最近では、Թઘ地の源ઘ施設の維持管理や集落営農組織の米販売に伴う企業

1　日本の協同組合法制にも影響を有するドイツの協同組合法制については、さしあたりグンター・ア
シュホフ＝エッカルト・ϔニングセン（関英昭＝野田ً久༁）『新版ドイツの協同組合制度　歴史・構
造・経済的જ在力』（日本経済評論社、2001年）、੪౻由理子「独仏協同組合の組合員制度」農林金融
59巻３号（2006年）2-13頁、田ᔹ進「ドイツの協同組合─発展動向とメンバーバリュー─」大阪経大
論集65巻４号（2014年）225-237頁、田中洋子＝田中光「日本とドイツにおける協同組合金融機関の歴
史的比較研究」国際日本研究12号（2020年）45-62頁、ਿ田和正「ドイツ協同組合法における協同組合
の社会性：2006年改正１条Đ項を中心に」ૣ稲田法学会誌70巻２号（2020年）193-242頁などを参照。

2　もっとも、日本においてもかつてはドイツなどと同様に統一的（通則的）な協同組合法（چ産業組合
法）が存在した。山野目章夫編『新注釈民法（１）総則（１）』（有斐閣、2018年）719頁ʤ後౻元৳担
当部分ʥを参照。

3　各種の協同組合が、農業協同組合法、森林組合法、水産業協同組合法、消費生活協同組合法、中小企
業等協同組合法、࿑働者協同組合法などの個別法に基づき設立・運営されている。

4　農業・漁業（水産業）・森林（林業）・消費生活・中小企業等・ワーカーズ協同組合および金融事業な
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組合または事業協同組合の例など、地域の活性化やコミュニティ・ビジネスなどに最適な組
織・法人形態の一つとして協同組合が注目を集めることもあり5、さらには、「協同組合におい
て共通の利益を形にするという思想と実践」がユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の無形
文化遺産に登録6されたこともあって、国際的な視点においても協同組合の社会的意義にはࣖ
目が集まっている。
　このように幅広い分野において重要な役割を担う協同組合の組織や運営面について、愛媛大
学では、愛媛県協同組合協議会（EJC）と連携し、とくに愛媛県下の各種の協同組合の活動を
主たる内容とした上述の科目を開講しており、このような大学と各種協同組合ないし地域社
会・事業体との協働による大学教育の実践は、「森のある大学　龍谷大学里山学研究センター」
において2020年度から2022年度にかけて取り組まれている「「人新世」時代の新・里山学の創
造─新たな「自然」概念構築と「自然との対話」方法論の確立に向けた文理融合研究（2020-
2022）」プロジェクトの内容（とりわけ「文理融合型の学際研究をつうじて、新たな「自然」概
念構築と「自然との対話」のための方法論を確立し、社会的実践につなげる」とする研究目
的）にも密接に関わる研究・教育活動であることから、本ߘにおいて研究活動報告として紹介
する。
　なお、本講座が開設された経緯やその具体の内容については、2021年度の当該講座の取り組
みをまとめた別7ߘにてすでに取り扱っているため、本ߘではとくに2022年度の本講座の実施
内容とその成果を簡潔に紹介することにしたい。

̎ɽѪඤେֶのʮڠಉ߹ͱԿ͔―ڠಉ߹ʯ࠲ߨ
ɹᾇɹ։ߨͷܦҢ
　2022年度（令和４年度）の共通教育科目（より詳細な区分としては教ཆ科目・高年次教ཆ科
目・文系主題科目）として、愛媛大学では全学部の学生を対象に、『協同組合とは何か―協同
組合論』（担当教員：法文学部専任講師・西脇秀一郎）とする科目（以下、協同組合論講座と
称する）を開講した。ळ学期に合計８回の講義が行われ、１単位が認定される科目となる。
　これまで継続的に開講されている協同組合論講座の経緯については別ߘでくわしく取りまと
めている8ものの、再度簡潔に整理すれば、当初は2012年の国際連合の国際協同組合年を契機
に企画され、2013年度（平成25年度）の愛媛大学法文学部夏季集中講座がᅘとなり、その後
に正規授業化されるなどの変更を経て、2018年度（平成30年度）以降は共通教育科目として講
座が開講されている。
　地域によっては寄ෟ講座の形をとって各都道府県ごとの協同組合の県域連携組織（協同組合

いし共済事業に関する協同組合の取り組みや従前の研究の蓄積につき、ງ越芳昭＝JC総研編『協同組
合研究の成果と課題	1988-2012』（家の光協会、2014年）127頁以下。

5　名和田ੋ「地域のために一ഽ脱ぐときの法人のカタチ４つの類型」季刊地域29号（2017年）15頁、
同号44-45頁の島県三島町ૣ戸Թઘつるの౬企業組合の事例および同号46-47頁の滋賀県ߕ良町ߕ良
集落営農連合協同組合の事例を参照。

6　前田݈喜「「協同組合の思想と実践」のユネスコ無形文化遺産登録をどう受け止めるか」共済と保険
59巻̓号（2017年）4-9頁などを参照。

7　西脇秀一郎「協同組合論講座の実践例」愛媛大学法文学部論集社会科学論52号（2022年）55-69頁。
8　西脇・前掲ம（̓）59-60頁。
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協議会）と大学とが連携して教育・研究活動を実施している例9もあるようだが、愛媛大学で
は形式的には寄ෟ講座ではなく、大学の講義への講師ݣを愛媛県協同組合協議会が請け負う
形式での提供講座として協同組合論講座を実施している10。ච者は2021年度からその担当教員
を務めている。

ᾈɹ༰
　協同組合論講座では、各講義回ごとに各種協同組合から実務担当者を講師としてݣしても
らい講義を実施している。従前には、それに加え、受講者が࢛国ೕ業の牛ೕ工場やJAの直売
所を訪問し協同組合の事業内容を視察する研修なども行われていたものの11、2021年度以降は
CO7ID-19に関する大学の方針に照らして、対面形式の講義ではなく、非同期型のԕִ授業と
して実施している。
　上述の講師の選定・ݣについては、愛媛県協同組合協議会の事務局担当者として、以前か
ら当該講座のプログラムの設計・実施を担当するࠇ河安徳ࢯ（愛媛県農業協同組合中ԝ会ʤJA
愛媛中ԝ会ʥ総合企画部・審査役）が中心的な役割を担っており、講義の開講形態とともに、
講義の計画や内容の立案・策定についても、ච者とࠇ河ࢯとの協議により取り決めている。
　非同期型のԕִ授業では、ࠇ河ࢯを介して各協同組合実務担当者にి子資料の作成、Web
会議ツールを用いた事前収録動画の作成・提供を求め（基本的には2021年度に作成した教材な
どをҾき継ぎ）、各種の協同組合が以前から作成している動画教材や配布物なども積極的に用
いて、視֮的に事業運営や各種制度を学べる形とし、受講者には受講後に①質問・疑問、②
意見、③要約、④アイディア・提案、ᶇब職に関する質問のいずれかを記載したリアクショ
ンシートをe-Learningシステム（LMS）上で提出してもらい、そこでの質問や意見に対して、
講師である実務担当者またはࠇ河ࢯから次回以降に回答を掲示する2�Aのレスポンス方式を
採ることで、一定の方向性を確保した。
　2022年度は、基本的に2021年度に作成した教材や内容をҾき継ぎつつ12、以下の内容として
実施した。

9　ੴ田正昭編著『これからの協同組合間連携』（家の光協会、2021年）114-115頁ʤ文च正也担当部分ʥ
によれば、ҵ城県（ҵ城大学）、神奈川県（関東学院大学）、井県（井県立大学）、ذෞ県（ذෞ大
学）、愛知県（名古屋市立大学・金城学院大学）、京都府（同ࢤ社大学）、愛媛県（愛媛大学）、ࣛ児島
県（ࣛ児島大学）で県域の協同組合連携組織が実施する大学寄付（提供）講座が存在する（した）と
される（ほかに全国規模のものとしてઍ༿大学の公開寄ෟ講座があるようである）。多彩な県域連携活
動の一つとして、若年層に協同組合の認知度を広げるためにも大学への寄ෟ講座の開講や講師の出講
が重要な取り組みであると整理されている。

10　詳細については、ࠇ河安徳「愛媛県協同組合協議会（EJC）による大学提供講座と職員教育」協同
組合研究誌にじ665号（2018年）96頁以下、西脇・前掲ம（̓）59頁以下。

。河・前掲ம（10）97-100頁ࠇ　11
12　2021年の講義内容については、西脇・前掲ம（̓）60-66頁。
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回／日程 内　容

第１回
（10月４日）

テーマ：協同組合の歴史的背景・制度の総論／愛媛県下の協同組合の解説
ཤ修案内・資料：「ཤ修案内」（愛媛大学法文学部専任講師・西脇秀一郎）
講演①：「ごѫࡰ」（JA愛媛中ԝ会会長・西本ᕝढ़ࢯ）
講演②：「県内の協同組合組織」（JA愛媛中ԝ会・ࠇ河安徳ࢯ）
講演③：「今なͥ協同組合なのか─協同組合運動の歴史─」（北海道大学大学院農学研究

院教授・൘橋衛ࢯ）
副教材：講演③の「今なͥ協同組合なのか─協同組合運動の歴史─」解説文PD'資料

第２回
（10月11日）

テーマ：生活協同組合の目的・事業内容・実例の解説
講演：「生活協同組合の果たす役割①・②・③」（愛媛県生活協同組合連合会専務理事・

本ಔ貴重ࢯ）
副教材：「西日本߽Ӎࡂ害の取り組み」（JAグループ愛媛・YouTube動画）／「第100回

国際協同組合デー（2022年）のϖージ」（日本協同組合連携機構（JCA）・)P）／『国
際協同組合デー・リーフレット（協同組合はよりよい社会を築きます）』（日本協同組
合連携機構、2022年）／『生協の社会的取り組み報告書2022』（日本生活協同組合連
合会、2022年）

第３回
（10月18日）

テーマ：森林組合の目的・事業内容・実例の解説
講演①：「森林組合・オープニングѫࡰ」（愛媛県森林組合連合会・ࣳ芳ُࢯ・前田৳哉

（ࢯ
講演②：「林業と森林組合の役割①・②・③」（愛媛県森林組合連合会・前田ࢯ）

第４回
（10月25日）

テーマ：漁業協同組合の目的・事業内容・実例の解説
講演：「ウィズコロナ・アフターコロナを踏まえた真चECサイトの立ち上げと活用につ

いて」（愛媛県漁業協同組合本所事業部真च課）

第̑回
（11月１日）

テーマ：農業協同組合（とくにཙ連・ް生連事業）の目的・事業内容・実例の解説
講演①：「JA（農業協同組合）の事業・活動」（JA愛媛中ԝ会・ࠇ河安徳ࢯ）
講演②：「愛媛県ཙ連（らくれん）の取り組み・らくれん牛ೕ紹介」（JAグループ愛媛・

YouTube動画）
講演③：「令和３年度版・愛媛県ް生連の事業概要」（JA愛媛ް生連）
副教材：ࠇ河ࢯ「JA事業の解説」PD'資料（第̑回の概要資料）／ࠇ河ࢯ「JA（農業

協同組合）の事業・活動」PD'資料（講演①の資料）／「日本・愛媛のཙ農をめぐる
情勢」PD'資料（講演②の資料）／「愛媛県ް生連における८回݈診について」PD'
資料（講演③の資料）／「リアクションシートでの大学生協に関するご意見への回答

（第２回分）」PD'資料／（そのほかࢴの配布物）「国際協同組合デー第100回資料」／
令和４年度版JA全農えひめ」／（JAの事業解説資料）「そう大地と地域のみらいߞ」
事業案内」／「愛媛ް生連事業要ཡ」／「人間ドックのご案内」／「愛媛県ཙ連資料」
／『愛媛の農業とJA』パンフレット（JAグループ愛媛、2021年）／『2021事業要ཡ』

（愛媛県ް生農業協同組合連合会、2021年）

第̒回
（11月８日）

テーマ：農業協同組合（とくに県信連・共済事業）の目的・事業内容・実例の解説
講演①：「JA愛媛県信連について」（JAバンクえひめ・YouTube動画）
講演②：「JA共済編」（JAグループ愛媛・YouTube動画）
講演③：「JAグループ愛媛紹介動画（リクルート用動画）」（JAグループ愛媛・YouTube

動画）
副教材：「「JA事業（２）」の解説」PD'資料（JA愛媛中ԝ会・ࠇ河安徳ࢯ。講演①②

③の概要の解説）／「リアクションシートへの回答（2022年第４回漁業協同組合編）」
PD'資料
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第̓回
（11月22日）

テーマ：第̒回の内容補足／従前の講義回に関する2�A方式のレスポンス／次回への
課題の提示

教材①：「リアクションシートへの回答（2022年第̑回JA編①）」PD'資料
教材②：「次回への課題」（ࠇ河ࢯ）：愛媛大学法文学部卒業後にJA愛媛中ԝ会に入会し

農業協同組合査士資格試験に合格した村上๖江奈ࢯ（みのり査法人に出向中）へ
の質問や意見の提出など。

第８回
（11月29日）

テーマ：農業協同組合査士の職務内容とキャリア形成について／これまでの講義回に
関する2�A方式のレスポンス／総括

講演①：「先ഐに聞く」（JA愛媛中ԝ会・ࠇ河安徳ࢯ／みのり査法人・村上๖江奈ࢯ）
教材①：「愛媛大学「協同組合とは何か」授業第８回（動画「先ഐに聞く」）解説資料」
副教材：「リアクションシートへの回答（2022年第３回森林組合編）」PD'資料／「講義

のおさらいと成評価について」PD'資料（愛媛大学法文学部専任講師・西脇秀一郎）

ʲ図．2022年度『協同組合とは何か─協同組合論』の講義内容ʳ

　上記のとおり、第１回では総論として、൘橋衛ࢯ（北海道大学大学院農学研究院教授）に
協同組合の基本性質と協同組合運動の歴史的展開（ロバート・オウエンʤRobert	Owenʥ、

「ロッチデール公正先ۦ者組合」、フリードリヒ・ヴィルϔルム・ライフΝイθンʤ'riedrich	
Wilhelm	Raiffeisenʥ、フランツ・ϔルマン・シュルツェ＝デーリチュʤ'ranz	)ermann	
Schulze-Delitzschʥの取り組みなど）について解説いただき、ࠇ河ࢯには日本および愛媛県
の協同組合の概要、組織数・組合員数、準ڌする法、国際的な動向、組合員の特質（出資
者・事業運営者・事業利用者の三位一体の関係）、株式会社との異同について解説をいただい
た。
　第２回以降は、各論として、生活協同組合、森林組合、漁業協同組合、農業協同組合（ཙ
連・ް生事業に加え共済・信用事業の内容を含む）のそれぞれの事業目的・内容・運営につい
て実務担当者による解説を行い、とくに（ࠇ河ࢯの発案により）第̓回と第８回ではJA愛媛
中ԝ会に入会後、農業協同組合査士資格試験に合格して農業協同組合査士として活躍する
愛媛大学（法文学部）卒業生のOG（査法人に出向）に講演を依頼し、キャリア形成の視点
を踏まえて、受講者からの質問や意見へのレスポンスを行う内容とした。

̏ɽʮڠಉ߹ؒ࿈ܞʯͱେֶڭҭ
ɹᾇɹ࣮ફͷՌ
　2022年度の協同組合論講座は60名の受講者定員としていたが、同じく非同期のԕִ授業とし
て実施した2021年度と同様に、毎回９割に近い受講者から詳細なリアクションシートの提出が
あり、なかでも受講者からは「そもそも各種の協同組合の役割や活動内容を知らなかったため
にそれらを知る貴重な機会となった。」といった意見が全体をとおして多く出された。このた
め、協同組合の事業目的・内容や社会的意義を知るきっかけとなる機会を創出したこと自体が、
地域社会・事業体と連携して行う大学教育としての（後述する近年の協同組合間連携で重視さ
れている視点にとっても）一つの成果といえる。
　とくに、本講座の受講者の学部構成は法文学部35名、教育学部̑名、社会共創学部８名、理
学部２名、工学部̓名、農学部３名となっており、文理に分かれた幅広い分野にଐする学生が、
協同組合の理論・実務に携わる研究者や実務担当者による解説ないし実務経験の教授を受け、
自身とは異なる分野の学生の意見を踏まえ、学生・講師間での質疑応答（2�A方式のレスポ



96

ཬֶࢁ研究ηϯλʔ ù÷ùù࣍報告ॻ

ンス）を（受講者間でӾཡ・共有する形で可視化して）行うことをとおして、多彩な視֯のも
とで地域社会の課題や各種の事業体の取り組みを考察する能力をᔻཆする機会を（一応は）創
出する講座となったように思われる。
　とりわけ、協同組合の活動に触れることで小・中・高の各段階の学校教育の場面における

「子どもたちの「社会を見る目」を育む」といった視点や、「学校教育の場面でも協同組合の事
業と連携した教育活動を展開することで若年者の学びの深化を図る意義をもちうるのではない
か」といった視点から、受講者の中でもとくに教育学部に所ଐする学生が本講座に強い関心を
抱いて受講していたことが、注目に値する。

ɹᾈɹʮڠಉ߹ؒ࿈ܞʯʹ͓͚Δҙٛ
　さらに、上述したような成果は、全国ないし県域レベルでの「協同組合間連携」の取り組み
の一例としても、一定の意義をもちうるように思われる。
　各分野や個別の協同組合間を（全国ないし一定の地域間で）ԣ断的に連携するための取り組
みの意義については以前から一定の関心がわれてはいたものの、とくに2018年４月に日本協
同組合連携機構（JCA）が発足されてからはそのような「協同組合間連携」の意義がより一層
重要視され13、それぞれの協同組合の運営に資する意味でも連携が期待されている14。
　具体の連携のあり方にはさまざまな類型・パターンがあるとされているが、その「基本類
型」として、①産消提携型・②事業連携型・③地域連携型があり、その基本類型を根底から支
える「基礎類型」として、④学श会・イベント型・ᶇࡂ害支援型・ᶈ人材育成型の連携内容が
あるとの整理15がある。
　そうすると、愛媛大学の協同組合論講座は、上記の整理でいうところ、協同組合連携を担う
県域連携組織である愛媛県協同組合協議会が行う④としても位置づけることができ、さらに、
地方国立大学の教育研究活動と県域連携組織との協働というより広い視野をもてば、②・③・
ᶈの類型的な意義をも有しうる16。講座に携わる担当者や受講者各自の個別的な知見・経験の
श得にとどまらず、それぞれの地域社会に根ざした大学と協同組合との連携（および個別の協
同組合間の連携）が、より社会的な意義をもちうる。
　周知のように、少子高齢化に伴い過ૄ化が進行する農山漁村部の地域社会においては（もち
ろん都市部においても）、それら地域の自治や運営を今後どのような主体のもとで（いかなる
相互連携のもと）持続的に担っていくべきかが、各種事業体の組織運営・経営や法人法制の課
題として、喫緊の課題とされている。それらの課題に関連して、新たな協同組合類型を創設す

13　JCA設立以前はJA全中などが各都道府県（地域）ごとの県域連携組織への一定の支援をしていたも
のの、県域連携組織を常時支援する組織はなかったという。文च・前掲ம（９）106頁。

14　協同組合間連携の従前の経緯や課題、近時の実例などについてもம（９）にڍげたੴ田正昭編著『こ
れからの協同組合間連携』（家の光協会、2021年）の各章を参照。

15　ੴ田正昭編著『これからの協同組合間連携』（家の光協会、2021年）14頁ʤੴ田正昭担当部分ʥ、文
च・前掲ம（９）121-129頁。

16　文च・前掲ம（９）114-115、129頁では、愛媛大学の本講座を含めて、若者の認知を広げる連携活
動としての大学寄ෟ（提供）講座の意義が示されているが、地域の基盤的な教育研究活動のڌ点にお
ける連携事業の成果は広報活動以上の積極的意義をももつようにも思われる。
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る個別法として࿑働者協同組合法（令和２年法第78号）が制定17されるなどの展開がある一
方で、今後の協同組合の役割や制度設計を考える際にも影響をもちうる「地域自治組織」・「地
域運営組織」の（再編の）議論18や公益法人法制19などは現在進行形で制度の見直しが急がれ
ており、ච者が専門とする法学領域においても、ྡ接諸科学から学びつつ、多様かつ多層的な
視点をもって問題を捉えることが要請されうる20。
　龍谷大学里山学研究センターが掲げる「文理融合型の学際研究」をつうじて「社会的実践」
につなげるための試みの一つとして本ߘで2022年度の協同組合論講座の内容を紹介したのも、
その意味におけるものである。

［付記］
　　本ߘは、JSPS科研費JP21K13214（若手研究）、JP19K23164（研究活動スタート支援）、令

和２年度愛媛大学研究活性化事業・スタートアップ支援、および、龍谷大学社会科学研究所
共同研究プロジェクト（2021年度-2023年度「地域特性に基づく地域・森林資源管理の法理
論研究」）の各助成を受けた研究成果の一部である。

17　詳細はऺ議院法制局第ޒ部一課「࿑働者協同組合法の制定」時の法令2122号（2021年）4-43頁。
18　さしあたり近時の動向として、ീౢ一平「「地域コミュニティに関する研究会」報告書について」自

治体法務研究70号（2022年）60-64頁、植田昌也「「地域コミュニティに関する研究会」報告書につい
て」住民行政の૭511号（2022年）2-34頁などを参照。

19　2022年12月26日には内閣府に設置された「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」
（座長：Ӎ宮子公益法人協会理事長）による「中間報告」が公表され、「法人活動の自由度拡大」と
「自由度拡大に伴うガバナンスの充実」のための改革の必要性が示されている。国・都道府県公式公
益法人行政総合情報サイト・公益法人information「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識
者会議」)P（https://www.koeki-info.go.Kp/regulation/koueki@meeting.html）参照。事法務2316号

（2023年）55頁も参照。
20　近時議論の対象とされることも多い協同組合（法制）の法制度面ないし機能面における株式会社化

の課題も協同組合の社会的役割や意義を十分に踏まえた上で考察することが求められうる。明田作「協
同組合の株式会社化とその問題点」農林金融69巻̓号（2017年）２頁以下、田中秀樹『༳らぐ北欧協
同組合Ԧ国　協同組合の多国籍化・「会社化」とガバナンス』（筑波書房、2021年）209頁以下など参照。
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ཅࢢ੨谷Ͱの里山活動と·ͪͮ り͘ʪ2022年ʫ

龍谷大学・名誉教授・研究フェロー　里山学研究センター・研究員
好廣　眞一

　今年度行った⑴城陽生きもの調査隊、⑵城陽青谷の生物気候調査、⑶青谷らうんど、⑷自然
学校の本の編集、の４つの活動を報告する。

ᾇ　ཅੜ͖のௐࠪୂ
　2022年４月９日の「城陽生きもの会議」で相談し、４月24日の総会にて2022年の年間計画を
表１のように決めた。

表̍ɽؒܭըʢ˞ཅΈͲΓͷ·ͪͮ͘Γۚجͷରʣ

４月24日（日）総会、ޕ後「天山ハイキング」（Ӎ天中止）
̑月29日（日）ムササビ予備調査（ன、ߵノ巣山˞）
後、希望者でハルθミさがしޕ　　　　　　　
̒月11日（土）カエルのを聞く会（。˞）
̒月19日（日）ウメの収֭
̓月23日（土）セミのӋ化観察（、文パル）
８月̓日夏休み子ども教ࣨ（東部コミセンでセミガラ調査研究発表をした後、セミガラさがし。）
　（９月18日（日）里山部会主催のキノコ観察会（青谷川））
９月25日（日）バッタとり（木津川河川ෑ）
　（10月９日（日）パートナーシップ会議主催のキノコ観察会（ߵノ巣山）
10月16日（日）キノコさがし（くぬぎ村）
11月20日（日）カブト、クワガタ繁殖場作り（くぬぎ村）ˠӍ天中止
12月　日　ムササビ観察会（上西先生の都合に合わせて˞）
１月　日　土ثづくり１
　（２月中०パートナーシップ会議主催の野鳥観察会）
２月　日　土ثづくり２（および、子ども広場準備）
３月　日　子ども広場（˞）

　新型コロナウィルス、オミクロン株感છの急拡大のため、基本的に当面、食べ物の取り組み
（山ࡊ天らの会）、身体接触を伴う取り組み（ジャンボブランコ）は中止し、コロナ感છが再
拡大したときは中止することもある。એ伝はニュースと口コミによる、と決めた。実施すると
きには人数を限定することも決めた。
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ɹᶃ݄̑��ʢʣɿϜααϏ༧උௐࠪɿࢀՃऀʜ͓ͱͳ໊̑ͷΈ
　　ྡ接する北のӉ治市と南の井手町多賀にいるムササビが、城陽市にまで分布を拡げている
か調べるため、水度神社の都合で日程を変更して、ムササビに詳しい上西実さんに来ていただ
いてߵノ巣山で行った。
　広範囲をาいてムササビの食べ跡やフンを探したが見つからなかった。ߵノ巣山にムササビ
はいないようだ。水度神社のபにある４本の௺ࠟはムササビではなさそうだ。道Ԋいにキシノ
ウエトタテグモの巣がいくつも見つかった。ハルθミのセミガラも見つからず、もしなかっ
た。
　城陽市にムササビがいるとすれば南部、井手町多賀との境界山մだ。ここでハルθミのも
していた。

ᶄ݄̒��ʢʣΧΤϧͷΛฉ͘ձ
　　18時に城陽市長池観Ի堂近辺の水田、水路に集まって、カエルたちのを聞き網で捕まえ
て種類を同定した、ヌマガエルは多数見つかったが、ダルマガエルは今年も確認できなかっ
た。2017年̒月には存在が確認できたが、2018年には見られず、2019-2021年は観察会を行え
なかった。京都府レッドデータで絶滅寸前種のカエルは城陽市からいなくなったのだろうか？

ᶅ݄̒��ʢʣϝͷऩ֭
　　ウグイス、ハシブトガラス、コジュケイのを聞きつつ、青谷くぬぎ村に行き、10時10分
はじまりの会を開いた。参加者が家族ごとに自己紹介し、まずくぬぎ村内のകの実を取った。
西の道Ԋいのകの木は、今年も一൪よく実っていて、が٭立をたてて高い所のウメまで落と
すと、下でこどもたちがरってカゴに入れた。次に南の山内畑へ移動して、30本ほどのകの木
から、母とこどもたち、とこどもたちが協働してകの実を取りਚくした。回りに落ちている
新なകの実もरって加えた。シジュウカラが໐く。
　くぬぎ村にって間近でキジが໐く中、全員が集めたകの実を合わせてଌると58kgあった。
平年ฒみだ。青谷ക林は今年不作だったが。城ऱ白という青谷特産の好いകも取れた。̑kg
ずつ小分けして、必要数を参加者に配り分けた。

ᶆ݄̓��ʢʣηϛͷӋԽ؍
　18時に寺田の文化パルク城陽の正面ݰ関に集まり、参加者の自己紹介後、田部富உさん
が観察の要点と注意点、ࡱ影方法を紹介した。文化パルクෑ地内の地面が出ているՕ所で、各
人が幼が上るだろう木の観察をしていたら、クマθミの幼が土から現れて地面をาき出し、
コンクリートの壁を登り始めた。しばらく登って止まり、じっとしていた。こどもたち、おと
なたちが息をڽらしてみつめることしばし。幼の背にॎےが入った。成の背中が見えてか
らかなりの時間幼はじっとしているように見えた。クマθミの体全体が現れ、٭をൈき終る
とᠯが拡がり始め、৳びていくᠯ຺の１本１本。幼の֪に捉まって、ᠯが৳び切り、体がߗ
くなるのを待ち続けた。

ᶇՆٳΈɾੜ͖ͷࣨڭڙࢠ
　こどもが「先生」になって、ほかのこどもたちやおとなを教える、初めての取り組みだ。こ
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どもたちの自主性や主体性をさらに৳ばそうとした。城陽市東部コミュニティー・センターで
９時半より行った。木場由喜知܅（小学̒年生）が、̑年生の時に行った水度神社参道Ԋいの
セミガラ調査を研究報告し、１年〜４年に行ったセミガラ調査を整理したノートを展示した。
発表はパワーポイントを使って行われ、質問が多くあり、木場܅が堂々と応答した。城陽市教
育委員会賞を受けて当然の内容だった。
　発表・討論終了後、参加者の車に分乗して城陽霊園に行き、セミガラ探しした。ヒグラシを
目標に行ったが見つかったのはクマθミとアブラθミだけだった。

ᶈ݄̕��ʢʣόολऔΓ
　台෩一過のळ晴れ、木津川河川ෑに集まってバッタ取りをした。モズが高໐きする中、ற車
場付近の草むらでこどもたちはバッタを取り始め、マダラバッタ、クルマバッタモドキ、ショ
ウリョウバッタ、ウスバキトンバを捕まえた。10時にはじめの会。内߁さんが自身も編集し
た『城陽の生きものガイドブック2021・ࠛ編』（城陽環境パートナーシップ会議発行）を参
加者全員に配り、目標のカワラバッタ他を確認してバッタ取りを再開した。ハネナガヒシバッ
タ、ウスイロササキリ、ツチイナゴ、クビキリΪス、それにハグロトンボと次々捉まえた。
　10時半木津川河原に上ってカワラバッタを探した。さっそく飛び上がったバッタはクルマ
バッタモドキだった。長く飛び続けるバッタが河原に下りるところを捕まえると、トノサマ
バッタ。ࢄ々探してもカワラバッタは見つからなかった。河原から下りてҾき上げる్中で、
オンブバッタとコオロΪの間を見つけた。ヒバリとコシアカツバメが飛んでいた。
　最後に感想。「バッタがたくさん見つかって良かった」、「カワラバッタが見つからなくて残
念。絶滅してないか心配だ」、「トノサマバッタは飛ぶڑ離が長い」、「近づくとパッと飛ぶ。ど
うして分かるのか？」、「捕らえる網はもう少し長いほうがいい」。毎年のバッタ取りで、2018
年からあとはカワラバッタが見つかっていない。

ᶉ��݄��Ωϊί୳͠
　10時前に今日の集合地、中向河原遊園に行くと、木場由喜知܅と久田晴生さんが来ていて、
テーブルにはここで取ったキツネノタイマツ、シロツチガキ、ゴムタケなどのキノコが置かれ
ていた。10時、参加者が集まった所で、久田さんが９月に編集した『城陽生きものガイドブッ
ク2022〜キノコ編』（城陽環境パートナーシップ会議発行）を全員に配り、それを見ながら説
明した。「キノコを見つけたら、すぐ取らずに周りをよく見よう。スコップを使い、地中深く
から全体を۷り起こそう。長い根のようになっているキノコもあるから。スズメバチに注意し、
見かけたらをֻけ合ってそっと離れること」。このあとすぐスズメバチにѭう。自己紹介後
遊園東端でキノコを探し、いくつも見つけて、みんなで観察した。
　次に園地東の林に入るとڊ大なキノコが次々見つかる。カラカサタケで直20ܘcm、高さ
40cmにもなる。ࡿを手で触るとフワフワして「気持ちいい！」。れたを越えながら、イタ
チタケ、トガリフクロツチグリ、ムジナタケと見つけていくこどもたち。道にって赤紫色の
チシオタケ。
　道をくぬぎ村まで上りその上の林に入ると、シロツチグリがたくさん見つかり、「エー！
そらいろのキノコ�！」。ソライロタケは全体が青い。「根」の長いブナノモリツエタケも見つ
かった。
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　くぬぎ村で、見つけたキノコたちをฒべてみんなで確かめた。ここで20年ぶりに久田さんに
よりカゴタケが確認された。京都府レッドデータの絶滅寸前種だ。こどもが見つけた。全部で
51種もキノコが見つかった。感想は「こどもたちのやる気がすごい。こんなにເ中になってキ
ノコやに触ったり大事にするとは！自分の子供のࠒのようだ」。「こどもたちのエネルΪーと
観察力に圧され、感心した」。「次々とキノコが見つかって楽しかった」。

ᶊ��݄��ʢʣϜααϏ؍ձ
　16時にӉ治川ӈ岸ேໄ橋東に集まる。上西実さんがӉ治上神社から大吉山（仏徳山）、ே日
山にかけての動物を解説、11月30日の下見ではムササビ̑頭（ࣁ雄ϖア１組）とアナグマを見
たとのこと。ムササビが食べたクスノキの༿を見せながら「こんな食べࠟを探そう」とӉ治
川ӈ岸を上流へ向かう。「ُੴは砂礫ؠです」と三上さん。川にはオオバンとコガモが浮かぶ。
かなり上流までԟ復したが、ムササビの食ࠟは見つからない。
　Ҿき返して17：15、北北東へ上りڵ寺東から山道に入ると、17：33シカとムササビを発
見。しばらく見ているとんだ。頭、前後ࢶ、尾の間の飛ບを広げて滑空し、50m離れた木へ。
17：50にもムササビの。18：00ムササビ発見。〈グムムム〉と໐く。さらにもう１頭。こど
ももおとなもムササビの写真をࡱる。
　大吉山とே日山の分ذをே日山へ向かう。18：25ே日山山へ。大吉山へ行く్中18：50ム
ササビの巣݀を見つけて観察する。先へ行くと18：55ムササビ１頭発見。大吉山テラスで大休
憩。19：07テラス真下にムササビ１頭発見。テラスより؟下のӉ治景、ずっと西に生ۨ山、
さらに大阪を望む。
　19：25西へ下る。19：58Ӊ治上神社の上でハラビロムネアカカマキリ、20：02小さいにザ
リガニを発見した。20：07Ӊ治上神社に下りる。20：20ேໄ橋東で終わりの会。「ムササビを
たくさん見られて良かった」、「いろんな֯度からいろんな姿勢のムササビを見ておもしろかっ
た」、「近くでゆっくり見て、飛ぶ姿も記録できた」、「アナグマを見られず残念」。上西さん

「Ӊ治の山はઓ中、ઓ後のെ採でハゲ山になり、その後マツ山になった。1970年代にシイ、カ
シが৳びて、ムササビも住み出した。３月に交尾して４-̑月にこどもが生まれるので、その
。ࢄまた観察できると良い」。20：30解ࠒ

ᶋ����݄̍��ʢʣͭ͘ثΓɹ���Λ͜ͶͯثͷܗΛ࡞Δ
　09：40くぬぎ村でのはじめの会。岡まさえさんが今回の先生だ。ಃ土を一մ、൘の上に置
いて࿅る。含まれている空気をൈくためだ。࿅ると٠の花หのようになるから٠࿅りという。
࿅ったಃ土を各人の作ろうとするثに応じて分けた。私はຣ茶を作ろう。ࡼを作る人、置物
にするこどもと色々だ。木の台の上で土をちぎり、まず直８-̓ܘcmの土台を作った。その上
に１ܘcmほどの土ひもを作って積み上げていく。高さ10cmほどまで積み、内側をしっかりۉ
し外側は雑にۉして出来上がり。しばらくסかす。木場由喜知܅の置物（ブックスタンド？）
が存在感あり。残ったಃ土で各人がസ置きを作る。
　しばらくסかす間に、川原雄さんがおこしたขՐでサツマイモをমいて食べる。ขՐমき
イモは格段にうまい。土ثがסいたところで12：45終わりの会。סいた土ثとസ置きは、２月
例会にขՐでমきಃثにする。私ともう１人台を付けた分は、岡さんが持ちؼってಁ明のう
わぐすりをかけていただき、࣓ثになる！12：50解ࢄ。
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ᾈ　ཅ੨୩Ҭのੜީؾ
　野外で生きものたちのඒしい姿を見て໐きを聞くのはとても楽しく、心ચわれる体験
だ。彼、彼ঁたちは落ちࠐんだ気持ちをよみがえらせてくれるとともに季અの移り行きを教
えてくれる。生きものたちの去来消長は、࢛季のある日本でこそ記録のしがいありだ。表２-
１、表２-２に私が暮らす京都府城陽市青谷の自宅と、ٰ越え500mの里山青谷くぬぎ村の周辺
で、2018年から2022年の̑年間に記録された鳥類、ࠛ類の見聞き始めた日と見聞き終った日
をあげた。里山学センター2020年度年次報告書の表２に、その後の知見を加えた。
　2022年の冬鳥では、ジョウビタキの数が少なく、ツグミは遅くやってきた。

表�ô�ɹژཅࢢ੨୩ҬͰه͞Εͨɺௗྨɾࠛྨͷݟฉ͖࢝Ίͱݟฉ͖ऴΓ

　　種名
年度　　 ウグイス ホトトΪス ツグミ ジョウビタキ ヨシキリ キリΪリス アブラθミ

2018 3月2日―
7月27日 ― 11月15日―

2019年4月5日 ― ― 7月16日―
9月30日 ―

2019 ― 5月16日―
6月23日

11月15日―
2020年4月24日 ― ― 6月30日―？ 7月15日―

8月31日

2020 3月2日―
7月20日

5月23日―
7月12日

11月6日―
2021年3月25日

/4月22日
― ― 6月28日―

9月21日
7月16日―
8月25日

2021 2月21日―
7月25日

7月23日―
7月3日 12月2日―

ˁ10月30―
　2022年1月24日
˂11月18日―

　2022年2月27日

5月7日―
6月25日
（中断）

6月24日―
10月23日 7月5日―

2022 2月28日―
8月1日 6月13日―

12月21日―
2023年1月29日
（つづく）

ˁ10月28日―
　2023年2月5日

（ 1˂2月2日つづく）

6月13日
―

6月28日―
9月28日

7月4、5日―
8月23日

　2022年アブラθミとクマθミは、̓月４日または̑日に໐き出した。マツムシは、2020年、
８月15日-９月20日で一୴໐き終ったあと、10月２日-10月８日に再び໐いた。前半に産ཛされ
たཛが成となって໐いたのだろう。

表�ô�ɹژཅࢢ੨୩Ͱه͞Εͨɺࠛྨͷݟฉ͖࢝ΊͱݟऴΘΓ

　種名
年度　		 クマθミ ツクツク

ボウシ
エンマ

コオロΪ
ハラオカメ
コオロΪ？

ツρレサセ
コオロΪ？ マツムシ クツワムシ

2018 ― ― ？9/16気付く
―11月30日 ― ― 8月28日―

11月5日
7月30日―
10月初०

2019 7月17日―
8月31日

8月12日―
10月2日

？8月6日―
11月6日 ― ― 8月18日―

11月3日
8月12日―
9月14日

2020 7月16日―
8月25日

7月28日―
10月4日 ？―11月19日 ― ―

8月15日―
9月20日
10月2日―
10月8日

８月４日―
９月21日

2021 ― ― 8月26日以前―
11月20日 ― ―

7/28-
8/16の間―
11月１日

7/28-8/16
の間―
9月16日

2022 7月4、5日―
8月20日

8月10日―
9月24日

8月1日以前―
11月30日

8月6日以前―
11月23日

8月1日以前―
11月10日

8月10日―
10月23日

8月3日―
9月30日
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ᾉ�੨୩Β͏ΜͲɿ੨୩·ͪͮ͘Γの׆ಈ
　城陽市では新名神高速道路建設と城陽市東部ٰྕ整備計画という２つの大きいプロジェクト
が進行中だ。
　城陽市と北のӉ治市は、200万年前ごろ今の琵琶湖あたりにあった山岳地から流れ出した古
瀬田川が、平地に入って大量の砂利を推積させたઔ状地だ（ࠠ谷、2021）。その後ོ起してٰ
ྕ地になり、アカマツ、コナラ、クヌΪの林になっていった。ところが1960年ࠒから、ްく堆
積した砂利層が良好な山砂利として大規模に۷り取られ大きい݀がいくつも空き、それが産業
ഇغ物でຒめ立てられた。新たに植林された林は、土砂流出防備保安林に指定された。この地
域は古来、天井川による水害にまされてきたのだ。このブヨブヨのຒめ立て地に、大きく重
いアウトレットその他の建築物を作り、水は調整池をいくつも作って一時ஷめてから全量川に
流すという。なんと危険なことか！
　東部ٰྕ地の中ԝを東から西へ流れるのが長谷川だ。この川と南の青谷川とに分けて調整池
からの水を流すという。長谷川は1953年の山城大水害のあと氾濫した危険な川だ。2021年度に
長谷川上流域のᔱᕕ・整備が京都府より行われ、中流、下流についてもᔱᕕ・整備を「青谷ら
うんど」として要望した。青谷地区連合自治会からの要請があって、2022年̓月の城陽市議会
で長谷川工事が採択され、2023年１月-３月に長谷川のᔱᕕ工事が行われると決まった。2023
年１月13日、「青谷らうんど」の世話人で京都府、城陽市の担当者および工事担当者と一ॹに
長谷川上流ࠨ岸をาき、ࠨ岸の道の復活と川のᔱᕕ・整備を確認した。
　今年も新型コロナウィルス禍により、「青谷らうんど」は̑月16日に「東部ٰྕ整備計画に
ついて」、11月９日に「JR青谷ӺとJR長池Ӻの整備について」の２回、いずれも城陽市の出前
講座を開催したのみだった。
　青谷地域の遊า道、ࢄ策路計画については、３月13日に行われた「エコ・ミュージアム・
ウΥーク」（青谷コミュニティーセンター主催）に青谷らうんど会員が参加し、市辺ക林を広
く、青谷川ࠨ岸（南側）まで見նり、８月１日にも青谷ハイキングコースをࢄ策して、中島和
代さんがハイキングコースを８つ提案した。２月17日にはそのうちの中ക林ࢄ策路をาいた。

ᾊ�h ࣗવֶߍʱのຊのฤू
　『自然学校』は1976年̒月24日にਿ田ਔ܅ࢤ（龍谷大学文学部学科教育学専３߈回生）が、

「野外自然学校に関して」と題したメモで提案して始まった。1976-1977年と加౻西ڷ（龍谷大
学文学部助教授）、近౻Ү夫、好ኍᚸ一（ともに龍谷大学講師）、ਿ田、森౻（龍谷大学文学
部学科教育学専２߈回生）で密に議論し、1978年３月から1999年８月まで22.5年間実施した。
この間『自然学校』は、何がこどもたちの知的好奇心や自主性を育むきっかけになるのか？に
着目しながら、こどもとおとなが自然観察などの形で自然にかかわる中で、人と自然および人
同士の関係のあり方を模索する場だった（好ኍ、1993）。「自然から自然に学ぶ」ことを目指
すところだった。20.5年の間に、１ധ-８ധ宿ധする会を30回、日ؼりの月例会を181回行った。
毎月『自然学校通信』を発行、配布した。
　『自然学校』の実践を整理、編集して本にする試みは２度あったが、いずれも原ߘが集まら
ず編集に専念できる人がいなくて࠳した。2014年８月に開催された、好ኍの龍谷大学退職記
念『自然学校』同૭会で「本を作ろう！」と呼びかけたのが３回目だった。３度目の正直で同
年10月に第１回編集会議をਿ田、௰田ৠ治（元龍谷大学法学部教授）、鈴木直史（龍谷大学文
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学部学科教育学専߈卒）、ࢳ井߁博（小学４年-高校生で参加）、好ኍで行い、その後参加し
たこどもたちの母、島࡚真紀子も加わって、計30回ほどの編集会議で各参加者の原ߘを検討し
た。2023年３月には編集を終えて入ߘできそうだ。

『自然学校：副題未定』は̑章立てで、長い付表と『自然学校通信』は別冊とする。
　第１章『自然学校』の歴史
　第２章『自然学校』の࢛季
　　　（１）宿ധ実践の様子
　　　（２）月例会の様子
　　　（３）下見の様子
　第３章　参加者のʜ13人のこどもたちとおとな１人の、宿ധ、月例会の感想
　第４章　私と『自然学校』ʜ高校生、大学生、おとなだった者の感想
　第̑章　自然とこどもʜ教員、大学生だった者の意見
　付表　『自然学校』宿ധ、月例会の参加者一ཡ
　　付　『自然学校通信』
こどもたちや参加者、学生たちのを多く載せている。
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月1日）

［９］村澤真保呂、“霊性のエコロジー（20）”、『Իと世界』	7ol.77	No.1,	pp.50-55（2022年9
月1日）

［10］村澤真保呂、“霊性のエコロジー（21）”、『Իと世界』	7ol.77	No.10,	pp.50-55（2022年
10月1日）

［11］村澤真保呂、“霊性のエコロジー（22）”、『Իと世界』	7ol.77	No.11,	pp.50-55（2022年
11月1日）

［12］村澤真保呂、“霊性のエコロジー（23）”、『Իと世界』	7ol.77	No.12,	pp.50-55（2022年
12月1日）

［13］村澤真保呂、“霊性のエコロジー（24）”、『Իと世界』	7ol.78	No.1,	pp.50-55（2023年1
月1日）

［14］村澤真保呂、“霊性のエコロジー（25）”、『Իと世界』	7ol.78	No.3,	pp.50-55（掲載確定：
2023年3月1日）

［15］谷垣岳人、“私たちの選択でોる、生き物わう田んぼ”、『月刊アゴラ』383号（2022年6
月）

［16］Masahide	 Yuma,“KumeKima	 firefly	（Luciola	 owadai）”ɼin	 ┊┅┒┘┅┗┘┍┇ⓤ
┊┖┉┗┌┛┅┘┉┖ⓤ⓾ⓤ⓹⓴ⓤ┐┥┲┨┱┥┶┯ⓤ┗┴┩┧┭┩┷ⓤ┪┳┶ⓤ┇┳┲┷┩┶┺┥┸┭┳┲⓰	IUCN,	14（1）ɼpp.46-47,	（2022
年5月）

［17］遊ຏ正秀、“短・長波長の人工光がARuaticapcta［中国名：㐋㐊ᦊ］の発光に与える影響
ʤホタル関連国外論文紹介］”、全国ホタル研究会誌	55	pp.41-43（2022年6月）

［18］ळ山道雄、“琵琶湖赤野井湾における水環境問題の─生態系サービスの変化を中心に
─”、『地域と生活ᶙ』（岡山大学創立70周年記念地理学論集）、pp.87-103（2022年4月30日）

［19］須川恒・上西実、“෬見稲荷大社の鳥類、人とのかかわり”、ग65号	pp.135-146（2022年
10月）

［20］須川恒、“ף島の定期調査におけるオオミズナΪドリへの標識調査のझࢫと手順”、	　
Alula	No.64	pp.29-38（2022年4月）

［21］須川恒、“鳥類標識調査の可能性を探る─ཌྷにたくす地球の未来─”、Alula	No.65	pp.39-
51（2022年9月）

［22］須川恒、“ガン類の渡りを解明する国際共同調査への架け橋（講演骨子）”、山階鳥研
NEWS	305号、山階芳麿賞記念シンポジウム報告	pp.6-7,（質疑pp.7-8）（2023年1月1日）

［23］西脇秀一郎、“区分所有者以外の居住者の団体”、『マンション判例百選（別冊ジュリスト
259号）』pp.200-201（2022年8月31日）

［24］西脇秀一郎、“区分所有者の謄写（複写）請求権”、愛媛大学法文学部論集社会科学編	
No.53	pp.1-26（2022年9月30日）

［25］西脇秀一郎、“民法672条２項における業務執行組合員の解任”、政策創造研究No.17（
（中ߘ

［26］林ཽഅ、“滋賀県の遺跡花粉データベースからみる人と集落生態系の相互関係史”、号外
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地球7ol.71、pp.86-91（2022年2月）
［27］田中滋、“メタバースとは何か：仮想空間、観光、そして宗教”、『京ဠ』（夏季号）第112

号（2022年8月1日）

ɹᾉɹਤॻϦετ
［１］村澤真保呂、“反精神医学からスキκ分析へ：統合失調症と自然環境問題のあいだ”、古

茶太樹・ࢳ川昌成・村井ढ़哉編『統合失調症という問い：脳と心と文化』	日本評論社		
pp.185-208（2022年11月15日）

［２］Atsushi	Komine,	“Unpnished	Revolution	in		Policy	:	The		7isionary		Legacy		of		Lord	
Keynes”─in	Stavros	Drakopoulos	and	Ioannis	Katselidis	（eds.）	┉┧┳┲┳┱┭┧ⓤ└┳┰┭┧┽ⓤ┥┲┨ⓤ┸┬┩ⓤ
┌┭┷┸┳┶┽ⓤ┳┪ⓤ┉┧┳┲┳┱┭┧ⓤ┘┬┳┹┫┬┸⓰	London:	Routledge,	pp.	189-205,	（2023年3月）

［３］丸山徳次（共著）、『よくわかる現代科学技術史・STS』（௩原東ޗ・౻垣༟子・ҁ部広
則・֟原ହ・多久和理実編集）、6-2「科学の目的内在化」執ච、pp.158-159、ミネルヴΝ書
房（2022年2月25日）

［４］西脇秀一郎（共著）、『Nextロードマップ民法入門』（小川富೭・島秀和編著）（第11章
を担当、	pp.144-160）、一学舎（2022年4月28日）

［̑］林ཽഅ、“琵琶湖の森の40万年史─花粉が語るものがたり─”、サンライズ出版（2022年）

�ɽޱ಄発表Ϧετ
ᾇɹࠪಡ͖ࡍࠃձٞʹ͓͚Δ発表Ϧετ

［１］Mahoro	MURASAWA,“Cartography	for	U:	Philosophical	reflections	on	Guattari`s	comcept	
of	 the	ħimmaterial	universe`”ɼChaosmosemedia	（International	Association	of	Guattari	
Studies,		'rance,	online	presentation）（2022年10月21日）

［２］Mahoro		MURASAWA,	“Les	enKeux		de		la		biodiversitÉ		et		la		schizoanalyse		de	'Élix	
Guattari”ɼ¬cole	lacanienne	de	psychanalyse	（Buenos	Aires,	Argentine）（2022年12月17日）

［３］Tetsuhide	Shigeno,“Why	do	Japanese	Students	)ave	Di⒏culties	in	Astronomical	and	
Meteorological	'ields?	 :	Reform	of	 teaching	methods	based	on	comprehension	surveys	
of	university	and	high	school	students”ɼInternational	Conferences	New	Perspectives	 in	
Science	Education	Edition	12　（'lorence	（Italy））（2023年3月16日〜17日）

ᾈɹͦͷଞͷޱ಄発表Ϧετ
［１］村澤真保呂、“自然環境と精神のあいだ：心身二元論から心身ฒ行論へのパラダイム・シ

フト”、第118回日本精神神経学会学術総会（岡市）（2022年6月16日）
［２］村澤真保呂、“ガタリの思想について：環境問題との関連から”、フェリックス・ガタリ

思想研究国際学会	Chaosmosemedia	in	Japan（京都市）（2022年10月22日）
［３］村澤真保呂、“主観性と自然環境のあいだ：19世紀のフランス社会と社会学”、第95回日

本社会学会大会（ҵ木市）（2022年11月12日）
［４］村澤真保呂、“芸術と自然環境：「異界」に着目して（仮）”、「グローバル化する現代社会

における〈生の芸術〉の可能性：身＝心の危機とᙋり」（京都市）（2023年2月10日）
［̑］中川晃成、“淀川水系治水構想の源流と現在”、水資源・環境学会	2022年度	研究大会（京
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都市・オンライン）（2022年6月4日）
［̒］দ下司・高橋也,・林च೫、”森林を用いた所有形態別資源分析の課題─所有形態

区分コードについて”、第73回応用森林学会大会（ฌݿ県神戸市）（2022年11月13日）
［̓］小็ರ、“「新しい資本主義論」のຄڵ〜その構造変化、環境負荷、「脱資本主義論」を参

照して”、近ـ大学経済研究会（大阪府東大阪市）（2022年12月21日）	
［８］小็ರ、“基調講演〜経済思想史の立場から”、龍谷大学国際社会文化研究所シンポジウ

ム「公共性の危機と人文・社会科学の課題」（京都府京都市）（2023年1月18日）
［ ９］William	Duncan,	Tomas	Gedeon,	)iroshi	Kokubu,	Konstantin	Mischaikow,	)iroe	Oka,	

ERuilibria	and	their	Stability	in	Networks	with	Steep	Sigmoidal	Nonlnearities、日本数学会
応用数学分科会（ࡳຈ市）（2022年9月19日）

［10］遊ຏ正秀、“ゲンジボタルの生息環境〜とくに人工照明との関係について〜”	、第4回ほ
くぼうホタル学（岡山県真ఉ市）（2022年10月23日）

［11］遊ຏ正秀、“ۜ閣寺ૃ水のゲンジボタル”、第一回学の道保উ会ホタル部会研修会（京
都市）（2022年11月13日）	

［12］遊ຏ正秀、“特別講演	琵琶湖流入河川におけるトウヨシノボリ若魚の遡上と河川環境”、
第43回稚魚研究会（米原市）（2022年11月19日）

［13］遊ຏ正秀、“地域住民と進める環境教育活動”、平成4年度滋賀県小学校教育研究会	環境
教育部会、実践交流大会（大津市）（2022年11月23日）

［14］太田真人・遊ຏ正秀、“琵琶湖流入河川におけるトウヨシノボリの主鰓蓋骨を用いた年齢
推定”、第70回日本生態学会大会（仙台市、オンライン）（2023年3月予定）

［15］山本ྋ平・妹尾拓司・猪谷富雄、“有色米におけるਬ൧後の色素成分およびࢎ߅化活性の
変化”、日本農芸化学会	関西支部	第522回講演会（オンライン）（2022年9月16日）

［16］猪谷富雄、“雑草の種類と防আ、身近なؼ化植物の生態”、園芸大学・花との学び舎講
演、（大阪府大阪市）（2022年11月27日）

［17］須川恒、“一味ҧう世界湿地の日in湖北2022”、世界湿地の日in湖北2022	シンポジウム
（オンライン）（2022年1月29日）

［18］須川恒、“渡り鳥は世界を結ぶPart14『渡り鳥保護は世界を変えるか？─渡り鳥保護は反
プーチンとつながるのか？』”、川西自然教ࣨົ見山合宿連続講演（オンライン、限定公開動
画化	その1	その2）（2022年5月7日）

［19］須川恒、第22回山階芳麿賞記念シンポジウム「ガンが渡る෩景を日本の空にもう一度〜
絶滅から復活の道をาみ始めた」（オンライン）（2022年9月23日）

［20］須川恒、シンポジウム「識別ガイドをめざしての最新のチャレンジに参加しよう！」झ
説明・進行、日本鳥類標識協会2022年度全国大会（オンライン）（2022年12月10日）ࢫ

［21］須川恒、「大阪自然史フェスティバル2022におけるブース展示」、日本鳥類標識協会2022
年度全国大会（オンライン）（2022年12月10日）

［22］須川恒、“ツバメの集団ねぐらについて”、鳥類学大会2022自由集会「みんなで数えよう
〜ツバメの全国ねぐらカウント〜」（オンライン）（2023年1月7日）

［23］西脇秀一郎、“団地管理組合法人における集会決議事項および規約事項の境界─最高裁平
成31年3月5日判決の検討─”、末川民事法研究会（京都市・オンライン）（2022年5月22日）

［24］西脇秀一郎、“「認可可地縁団体」制度と地域資源管理”、地域特性に基づく地域・森林資
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源管理の法理論研究会（オンライン）（2022年11月9日）
［25］西脇秀一郎、“認可地縁団体による財産管理と近時の改正動向”、（東広島市・オンライ

ン）（2022年12月24日）
［26］滋野秀、“気象分野のミスコンセプションと教科書記述との関連性─気象防ࡂの観点か

ら見た教科書記述の危うさ”、第76回日本地学教育学会全国大会島根大会（দ江市）（2022年
8月22日）

［27］滋野秀、“「大気の状態が不安定」を学んでいない学生たち”、日本気象学会ळ季大会
（2022年10月25日）（ຈ市ࡳ）

［28］滋野秀、“「気象分野のミスコンセプションと中学校教科書記述との関連性」、第15回日
本気象予報士会研究成果発表会（オンライン）（2023年2月26日）

［29］稲永༞介、“環境危機へのアラート─生物多様性の保全をめぐるフランス政治”、日本国
際政治学会	2022年度研究大会（仙台市）（2022年10月29日）	

�ɽडϦετ
［１］須川恒、第22回山階芳麿賞（2022年7月22日）
［２］高܂進、環境大ਉ賞（2022年6月10日）

�ɽใಓࡌܝϦετ
［１］	“学生への自然体験学श20年	高܂さんに環境大ਉ賞”、ே日新聞、2022年5月30日
［２］	“SDGs未来へ約ଋaction：里山再生	自然から豊かなܙみ”、ಡ売新聞、2022年10月5日
［３］	“ガタリࢳ口に現代考察”、京都新聞、2022年11月2日
［４］	“大津で「大戸川ダムと治水」ษ強会　Յ田由紀子ࢯらダムの有効性について検証”、京

都新聞、2022年12月25日

�ɽϗーϜϖーδʹΑΔ研究Ռͷެ表等
［１］URL:	https://www.ryukoku.ac.Kp/nc/news/entry-10131.html
　2022年2月25日に開催した京都ห護士会公害・環境委員会	第74期選択型実務修श（自然保護

部会）について、龍谷大学)Pのニュースとして公開した。
　公表日：2022年3月7日

［２］URL:	https://www.ryukoku.ac.Kp/nc/news/entry-10200.html	
　2022年3月13日に開催した里山学研究センターオンラインシンポジウムについて、龍谷大学

)Pのニュースとして公開した。
　公表日：2022年3月13日

［３］URL:	https://www.ryukoku.ac.Kp/nc/news/entry-10201.html
　2022年3月に刊行した2021年度里山学研究センター年次報告書について、龍谷大学)Pの

ニュースとして公開した。
　公表日：2022年3月16日

［４］URL:	https://www.ryukoku.ac.Kp/nc/news/entry-11143.html
　2022年7月20日に開催した里山学研究センター公開研究会について、里山学研究センターお

よび龍谷大学)Pのニュースとして公開した。
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　公表日：2022年9月13日
［̑］URL:	https://www.ryukoku.ac.Kp/nc/news/entry-11230.html
　2022年9月7日に開催した里山学研究センター公開研究会について、里山学研究センターおよ

び龍谷大学)Pのニュースとして公開した。
　公表日：2022年9月22日

［̒］URL:	https://www.ryukoku.ac.Kp/nc/news/entry-11272.html
　2022年9月24日に開催した高܂先生	環境大ਉ賞受賞記念講演会について、里山学研究セン

ターおよび龍谷大学)Pのニュースとして公開した。
　公表日：2022年9月28日

［̓］URL:	https://www.ryukoku.ac.Kp/nc/news/entry-11234.html
　2022年9月16日に開催した京都ห護士会	公害・環境委員会	第75期選択型実務修श（自然保

護部会）について、里山学研究センターおよび龍谷大学)Pのニュースとして公開した。
　公表日：2022年9月29日

［８］URL:	https://www.ryukoku.ac.Kp/nc/news/entry-11501.html
　2022年10月20日から22日に開催した大阪大学次世代ઓ的研究者育成プロジェクト共催国際

イベントについて、里山学研究センターおよび龍谷大学)Pのニュースとして公開した。
　公表日：2022年10月31日

［９］URL:	https://www.ryukoku.ac.Kp/nc/news/entry-11912.html
　2022年12月21日に開催したJST-JICA	SATREPS	マラウイ湖国立公園における統合自然資源

管理に基づく持続可能な地域開発モデル構築プロジェクト共催後չ研究会について、里山学
研究センターおよび龍谷大学)Pのニュースとして公開した。

　公表日：2022年12月27日

�ɽͦͷଞ
［１］西脇秀一郎、愛媛県「入会林野コンサルタント（法部門）」
［２］西脇秀一郎、愛媛県土地家屋調査士会「境界問題相談センター愛媛」調停委員
［３］西脇秀一郎、中日本入会林野研究会編集委員
［４］猪谷富雄、（一般社団法人）フラワーソサイエティー園芸大学・花との学び舎運営委員
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1ÿĀýʢ明2࣏Āʣ年ඐഀބ大૿ਫをهする
ᴷᴷҏ߳・ઙҪ܊の࣌ߴͨݟ川ྲྀҬᴷᴷ

龍谷大学先端理工学部講師・里山学研究センター副センター長

中川　晃成

̍ɽ͡Ίに
　日本最大の湖である琵琶湖において、現在に及ぶ継続的な湖水位の計ଌが始まったのは、ほ
ぼ150年前となる1874（明治̓）年２月４日である（中川ら,	2017）。それ以降における湖水
位の最高記録は1896（明治29）年９月12日13、14時に記録した�3.76mであるとされる（中川,	
2023）。“琵琶湖大増水”とも呼ばれるこの未િ有の高水位により、Ԋ湖の広域がਁ水し空前の
ඃ害がたらされたことは今もよく知られる（『江भڷ༑会雑誌	第87号』、1896ʀ『琵琶湖治水Ԋ
革誌』、1925ʀ『滋賀県ࡂ害誌』、1966ʀ『淀川百年史』、1974）。
　この最高水位値に注目が集中するあまり、琵琶湖のみが着؟されその増水の異常さのみが半
ば伝説化して語られるようにすらなっている現状において、そもそもこの増水がどのような気
象条件によりもたらされたのか、あるいは、それによりҾき起こされたඃࡂの経緯や要因はど
のようなものであったかなど、この水ࡂの本来の姿やその全体像は、ٯに、むしろ忘却されて
いるとすら言える。もとより、琵琶湖の高水位は究極的にはこのとき流域に降り注いだ異常な
降Ӎによるのであり、それは湖水位を上ঢさせਁ水ඃ害をԊ湖に生じせしめたのみならず、当
然ながら、流域全体にわたっても河川や内水の氾濫、傾斜地の่落などの複合的なࡂ害をもた
らすものであった。また、このときは降Ӎ量が単に多かっただけではなく、あまり知られてい
ないが、その激Ӎの前後には複数の台෩の来ऻがあり、それによる෩ࡂも伴っていた。ここで
は、単に湖水位の上ঢに限らず、それをもたらす気象条件が琵琶湖流域の全域にわたって生起
させた氾濫の総体を“琵琶湖大増水”として呼称する。
　この明治中期の琵琶湖大増水において、そのඃࡂ現場にあって直接の対応にあたっていたの
は、その当時置かれていた郡役場や村役場であり、他方、県ிはそれらから情報を収集し、ま
た、政府との対応を行う役割分担であった。このࡂ害の際の県の行政文書は、県冊として今
も滋賀県公文書ؗが所ଂする。また、1926年に郡役場が全県的にഇ止となったとき、そのうち
伊香郡役場の文書は、私設の江北図書ؗ（長市木೭本町木೭本）へと一括移管されており、
2015年以降は滋賀大学経済経営研究所に「江北図書ؗ文ݿ」として保管される。これら県立公
文書ؗや江北図書ؗの所ଂ文書からは、当時の伊香郡役場がこの未િ有のࡂ害に対してどうい
う対応をおこなったかをಡみ取ることができる。ここでは、湖水位のみが注目をཋびがちなこ
の水ࡂの本来の姿を、これら一次史料から展望し、今後の防ࡂへと資することを期したい。
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̎ɽ࣎լݝҏ߳܊ͱ܊のལһୡ
　近世の村落は、明治初頭には多くはそのまま“村”として行政単位となったものの、1889

（明治22）年４月の町村制の施行で“大ࣈ”とされ、それら単独あるいは複数を合ซさせ、あ
らためて“村”が置かれた。これが琵琶湖大増水時における最小の行政単位となる。表１ӈに、
このときの伊香郡の村を示す。さらに昭和中期の合ซで、それらは順次、西ઙ井町・༨呉町・
木೭本町・高月町に集約され、ついに2010年１月にはその全域が現長市へ編入され今に至る。
　この町村制に先立っては郡制が施行され、滋賀県内には９つの郡役場が存在した。滋賀県で
それまでの区制をഇし郡制に移行したのは1879（明治12）年̑月16日となる。この際、伊香郡
木೭本村に伊香・西ઙ井郡役場が置かれ、この両郡を管した。滋賀県となった近江国は古代
令制時代より12郡であるが、このように２郡合ซの郡役場も、当郡を含め܀太・野ऱ、神࡚・
愛知、ࡔ田・東ઙ井の４例があった。ઙ井郡は、古代からその版図が伊香郡に二分されるとい
う特異な形態をとっていたのを、この際に東西２郡に分割したのである。このうち西ઙ井郡は、
琵琶湖大増水のཌ1897（明治30）年４月には伊香郡に編入され、それに応じて、このとき役場
名称も伊香郡役場と改められた。その後、1926年̓月には郡役場は全県的にഇ止されることと
なり、郡は行政上の実態を失う。江北図書ؗが所ଂしてきたچ郡役場文書は、この際に伊香郡
役場から一括移管されたものとなる（ؠ根,	2022）。これ以降、行政上は地域呼称としてのみ
残っていた郡の名称も、ついに2010年の長市への編入により消滅した。なお、大増水時には、
正確には伊香と西ઙ井の２郡が存在したが、ศٓ上、伊香郡とも呼ぶことにする。
　伊香郡は近江国の最北部に位置し、琵琶湖の東北端に接する（図１）。その郡域は確かに琵
琶湖に面してはいるが、主要平野部をᩮϲ岳から山本山まで連なる西野山ٰྕによりःられ、
実際のところ直接に湖にྟむ村落は多くない。つまり、少数をআけば、伊香郡の村落は内陸部
に位置し、ゆえにそれらでは上ঢした湖水によるਁ水ඃ害とは無縁であったことになる。他方、
内陸部のうち伊香郡のおおかたは、高時川と༨呉川、及びそれらの支流がࠁむ山地域と、両河
川の形成するઔ状地からなる。また、西ઙ井郡は大川と大浦川の谷ےにԊって村落が連なる。
それぞれの立地のこうしたҧいに応じて、村落ごとにඃ害の様相は異なり、またその程度にも
かなりೱ淡を生じている。ここでは、多くの村落が琵琶湖に直接は面しない伊香郡にあって、
琵琶湖大増水と呼ばれるࡂ害事象の際のඃࡂがどのようなものであったかを扱うことになる。
　琵琶湖大増水時の伊香郡役場のལ員構成を表１ࠨに示す。このほか、内閣報局編『職員
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録』には掲載されないが、1896年̓月１日付『滋賀県職員録』には、「ޏ」として田部信次と
居川市ӈ衛門の名が見える。当時の郡長は任として、任である知事と同じく、内閣が
任命する“選”の職位であった。それ以外の書記は判任となり、多くは県により採用した
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ものであろう。
　琵琶湖大増水時に伊香・西ઙ井郡長であった田部文ଂがその職にあったのは、そのわずか50
日足らず直前の1896年̓月23日からで、ૣくもཌ1897年̓月15日には一年を経ずにו生郡長に
転じている。『ལ進退』によると、彼はՅ永̑（1852）年12月４日根۔橋十町目生まれと
するので、この増水時には数え年45ࡀである。根ൡ士の家に生まれた田部は、1874年に大ଂ
লに出仕後、1875年司法ল、1884年青森県を経て、1887年に内務লに០治局府០課等ଐとし
て転じた。その後は、1889年滋賀県ߕ賀郡長、1893年奈良県添上・添下・山辺・広瀬・平群郡
長、1896年滋賀県伊香・西ઙ井郡長、1897年滋賀県ו生郡長、1898年井県ರ賀郡長という職
歴である。1909年３月１日付『報』に、川越区裁判所管内公証人として同年２月20日にし
たことが報じられる。郡書記のච頭で香川県出身の内౻խ楽助も、愛媛県ிでไ職後、1892年
滋賀県、1901年ಢ木県を経て、のちಢ木県やҵ城県において郡長を歴任し、1919年10月25日に
ҵ城県多賀郡長としてしている。滋賀県内では、師範学校と県ிにۈ務後、琵琶湖大増水の
前年からは伊香・西ઙ井郡役場の書記であった。残りの書記のうち、特に「滋賀県平民」とす
る者の多くは、その名ࣈから郡内あるいは近の出身ともみられ、つまり、このࡂ害に際し
て相応の土地צはあったと考えられる。（以上、いちいち記さないが、『報』、内閣房局編

『職員録』、『滋賀県職員録』の記載による。）

̏ɽඐഀބେ૿ਫΛͨΒͨ͠ؾ݅
　この琵琶湖大増水での最高水位値は、鳥居川量水標で1896年９月11日に記録した�3.76mと
する（中川,	2023）。しかし、激Ӎの中心は９月̓日からཌ日にかけてで、降Ӎはこの両日を含
み９日間にわたりあまり間断せず継続したのみならず、その前後には複数の台෩すら伴ってい
た。
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　このときすでに、当時は滋賀県の所管とされた根ଌ候所が1893（明治26）年10月に設立さ
れ、気圧・気Թ・水ৠ気圧・湿度・෩向෩速・降Ӎ量・雲量などの気象諸量をன分かたず４
時間ごとに記録している１）（中ԝ気象台,	1894）。それ以前、滋賀県内では、1882（明治15）年
から県ி内（このときは三井寺境内の円満院に間आり）でӍ量観ଌを行っていたようである

（滋賀県,	1890）。これに続き、ଌ候所設立と同じ年には、県内それぞれの郡役場においても業
務としての気ԹとӍ量の観ଌを開始している（滋賀県,	1896）。ただし、これらにおいては、Ӎ
量観ଌは１日１回のみで、ޕ前10時にそれまでの24時間の積ࢉӍ量を記録するものであった。
　こうした観ଌ結果のうち、根ଌ候所の記録は『中ԝ気象台月報	全国気象表』（中ԝ気象台,	
1898）として公刊されるほか、1888（明治21）年̒月に現在地に移転した県ிでの観ଌ原の
一部は今も県立公文書ؗが所ଂする。しかし、郡役場での観ଌ記録は見い出せなかった。他方、
この琵琶湖大増水などの大規模出水に限ってではあるが、淀川資料ؗの所ଂ史料に、郡役場な
ど県内各所での記録の断ย的な転記を含むものが存在した。表２はこれらをまとめたものであ
る。
　ここからは、そこに示す県内８地点のいずれでも、９月８日のӍ量記録（̓日ޕ前10時から
の24時間の積ࢉӍ量）が最高値となっていることがわかる。この24時間Ӎ量は８地点の単७平
で300mmを超えていて、特に、この際は県東部の鈴ࣛ山຺に近い地点でより強い降Ӎのあっۉ
たことがうかがわれる。また、８月31日（観ଌ値のあるのは大津と根のみ）と９月12日の降
Ӎは、ともにそれぞれ台෩の通過による。このӍ量表に見るように、８月末の台෩通過のあと、
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９月４日から再開した降Ӎはそのまま12日まで連日継続しており、この９日間の積ࢉӍ量は８
地点単७平ۉで600mmを超えるものとなる。流域全体に注いだこの大量の降Ӎがもたらした
ものが、９月11日に湖水位が�４m近くにも達した未િ有の琵琶湖大増水であった。
　この期間を含め、1896年８月14日から９月24日までの琵琶湖水位の変遷と根ଌ候所の気象
諸量を図２に示す。このわずか１ϲ月強の期間において、実に３度の台෩の来ऻがあった。図
２a）気圧とb）෩速からわかる根への最接近は、８月18日14時・31日22時・９月12日02時
である。ただし、これらはいずれも降Ӎ量だけ見れば、それぞれ台෩来ऻ時の根の積ࢉӍ量
で56.4mm・156.0mm・26.2mmとなり、それほどではない。とはいえ、これら３つの台෩のう
ち、８月18日のものは࢛国中国地方の西部をൈけたが、後二者は、それぞれ琵琶湖の西岸と東
岸を通過するいわば直ܸ台෩であったので、それによる෩ࡂは相当な規模のものとなった２）。
　上記の通り、このときの߽Ӎの中心は９月̓日からཌ日にかけてであり、これは鈴ࣛ山຺あ
たりにԣたわり停滞していたྫྷפ前線に、南方にある台෩からの多量の湿५なஆ気が次々供څ
されたためとされる（滋賀県総務部消防防ࡂ課・根地方気象台、1966）。実際、図２b）、c）
に見るように根では９月̓日前後に北෩で、気Թもやや低めであるのに対し、津ଌ候所では
強い南෩が観ଌされていることはこれをཪ付ける。
　この降Ӎ経過にූ合するように、図２d）鳥居川水位は９月̓日から急速な増水をはじめて
おり、しかもなお、その後も止まぬ降Ӎにより水位上ঢはややาみを緩めつつも継続し、結果、
12日から13日にかけて最高水位に達した（中川,	2023）。ここで、注意すべきは、湖水位はこの
増水前の̒日の段階ですでに、現在ならߑ水水位とされる�1.6mを超える水準にあり、実際の
水位上ঢ幅としては２m程度にとどまることである。時に誤解される最高水位値�3.76mを水
位上ঢ幅とする考えは、まったくの誤りであることをあらためて指摘しておく。このとき県内
８地点で単७平ۉした累積降Ӎ量は668.2mm（表２）であり、かつ、湖水位の上ঢ幅はこのよ
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うに約２mであったから、ここにおいても、まとまった降Ӎによる琵琶湖の当面の水位上ঢ幅
は流域平ۉ降Ӎ量の約３ഒ（中川ほか,	2017）とする概ࢉが成り立っている。
　あわせて、滋賀県公文書ؗଂの県冊からは、県内主要河川の水位記録も見い出せた。これ
は各郡役場に報告を求めたものとなり、そのうちから伊香郡を通過する河川と༨呉湖の̓地点
の水位経過を表３に示す。いずれにおいても水位ピークは、上述の降Ӎ経過を反өして９月̓
日から８日にある。表では、うち３地点で10日にも今ひとつのピークが見られる。表２の10日
と11日のӍ量（それぞれ、９日と10日ޕ前10時からの24時間積ࢉ）がやや大きい数値であるの
が、その成因となった降Ӎである。表３の水位の経過からは、この10日に、県最北部の伊香郡
の一部地域では、表２に示される８地点よりは降Ӎが激しかった可能性が疑われる。また、姉
川の水位が９月８日に急減して、一見不自然な記録となっていることも着目される。これは、
水位の計ଌ地点である難波のすぐ上流側でも複数地点で破అし、そこから河水が大量に࿙出し
てしまっていたことによる３）。
　このように、河川の水位は降Ӎの激しかった̓日から８日にかけ最高水位（大浦川では10
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日）に達しており、破అなどによるඃࡂはこの河川氾濫が要因となる。降Ӎの程度に直接にࠨ
ӈされる点では、内水氾濫や土砂ࡂ害も同様となろう。他方で、琵琶湖水位がピークをܴえる
のは、それまでの降Ӎの積ࢉ効果により12日ࠒとなったので、当然、Ԋ湖ではこのときにਁ水
深が最大である。12日未明に県を直ܸした第３の台෩は、この状況下で琵琶湖に無࣊൵な波ᔶ
を生じせしめる最ѱのタイミングでの来ऻであった４）。

̐ɽ͔܊Βݝの࿈བྷॳใ
　当時の伊香郡役場は表１に示した10人のལ員を中心に運営されており、今回のඃࡂの際に彼
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らが実際に見聞きした記録や県や村との通信が、そのまま公文書として残される。そこからは、
前章でとりあげた数値情報だけからはうかがうことのできないࡂ害の実相やその際の対応の現
実が浮かび上がる。
　県は激Ӎがऻった９月̓日のうちにすでにඃࡂ状況の把握に動いていたが、伊香・西ઙ井郡
とはԻ信不通で、いわば県からは“情報空白”の状態にあった。1896年９月14日付『報』に
は、９月８日ޕ前９時35分滋賀県発として、「諸川満ᕺ、各郡共に破అ・落橋多く、Ҳ流ຢは
湖面増水のため家屋・田畑のਁ水少からず、取分、長はຆど全町ਁ水ࢂ状、殊にਙし。東ઙ
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井・伊香・西ઙ井の３郡はԻ信不通。ࡢ来、各地にལ員をݣしたるも交通ై絶、目的地
に達し得ざる者多し。今ே参事を根地方へ、ܯ部長を長方へ、ལ員をਵへて出張せし
む」と記す（県冊『明治29年９月水害報告書』の“第４報”に同文の߇えあり）。東ઙ井郡
からはこの８日ޕ後に至りి信があったが、伊香・西ઙ井郡とはこの状況がなおも２日間継続
し、「10日ޕ後10時に至り、始めてి信を通ずるに至れり」（同冊、内務大ਉあて報告߇え）
とする。このときのి信が、表４dであろう。表４に見る通り、伊香郡役場ではすでに激Ӎが
はじまった̓日のうちから県との連བྷを試みていたものの、「本日［̓日］ޕよりి報不通」
で、10日のి報も木೭本局ではなく長局発信となっている。また、９日に「塩津局へ༣ศ物
陸ૹ相開け」とするので、県ிのある大津への地上ศの開通は湖西経由であったのかもしれな
い。それにしても、その౸着はి信受報のཌ10日深よりさらに遅かったはずである。
　表４cからは、郡内ਵ一の大河川である高時川ではすべての橋ྊで渡河できない状況で、郡
役場のある西岸と東岸の河合集落との連བྷに、なんと“文”を使ったことがわかる。また、
河合の下流の古橋から高野までの間の東岸は「అ防全流」であったとする。さらに、表４に示
す郡役場からの一連の初報では、「༨呉・赤川・高時の諸川」が氾濫しただけでなく、「田畑ਁ
水、一面湖の如し」や「山่」の文ࣈが示す通り、この際は、内水氾濫や土砂ࡂ害を含み、ඃ
。であったことがあらためて確認できるࡂが河川Ԋいとは限らない、広域的な複合水ࡂ
　上記の報の内容からも知れるように、県ிではཌ８日から県内にལ員をݣした。同じく、
その県ிとは未だ連བྷがつかない状況であった郡役場も、同日ૣேから郡ལ員の半数である̑
名を郡内に出している（表４c）。郡役場では、彼らや各村長などからૹられる通報を順次と
りまとめ、県あてに３回のඃ害報告を10日・11日・13日付でૹ達した。表̑がそれで、そのう
ち村の大ࣈごとの詳報は、高時川Ԋいの丹生村・高時村・北富永村と、高時川支流ਿ野川Ԋい
のਿ野村のみ、ここにൈਮして記載する。丹生村について次章で具体的に検証する通り、ここ
にஞ次追加されるඃ害状況は同村にݣされた郡ལ員の足跡を反өしたものである。
　郡役場では、この３回のうち初回の報告となる10日の時点では、山間部にあるਿ野村や丹生
村の上流側の集落はもちろん、平野部ですら、高時川の川向こうとなる高時村や北富永村の一
部集落については、状況の把握が十分でなかったことがわかる。川越しにԕ望できるにもかか
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わらず、ことごとくの落橋で対岸へと渡河できなかったためである。
　さらに、この第一回報告で、「一所若くは数所に集めข出൧をڅし」とあるように、現在で
言う避難所がこのときすでに機能していた。食ྐ確保に関連する記述は、第三回報告でも複数
確認できる。この第三回報告で注目されるのは、単に数値としてのඃ害を記載するだけでなく、
どの村についても「付記」により具体的な状況の説明を加えている点である。これが郡から県
への公式の通信であるところに、このときの郡役場のより民生に立つ姿勢がうかがえる。また、
湖岸の村落については、「11ࡢ日の［直ܸ台෩による］෩ᔶにてਁ水家屋の流失破壊せしもの」
がないかと案じている。高時村の大見では、文ではなく、この際は「ੴのศ」が状況把握
の手段であった。

̑ɽལһのใࠂ
　伊香郡役場から県あての報告（表４c）によれば、８日未明から郡内各所にݣしたལ員は
̑名とする。その足跡は、彼らからの郡役場あて報告の日付と発信地から判明する。それらを
示した表̒では、うちࠨ側の̑名が該当して、౻田正は塩津村・大浦村、উ見定信はย岡
村・༨呉村、東野建治郎は丹生村、伊౻ү吉は郡内平野部の高時川より西側、౻田忠象はਿ野
村・高時村のそれぞれ担当となったようである。表ӈ端の居川༑吉は後補としてのݣであろ
う。
　ここでは、高時川上流部の丹生村を踏破した東野建治郎の行程をたどってみる。ย岡村と༨
呉村が担当のউ見定信は、両村の調査をすでに10日には終えていたとみえ、その日のனごろに
は調査の遅れていた丹生村役場へと入っている。
　東野の丹生村でのより詳しい行程は、郡役場にあて連日ૹ付した報告の内容からわかる。そ
の調査日程を表̓に、彼のาんだ丹生村の全体を図３に示す。初日の行程は郡役場から丹生村
役場（上丹生）までで、高時川のࠁむ谷を進めば上流へ約10kmの道のりである。ただし、こ
の谷ےにԊっての్上にある大見は、このときは「ਿ野川よりするも丹生川よりするも交通
自在ならず」（表̑、第三回報告）とするので、実際は༨呉村中೭ڷを経由したと考えられる。
ૣே̒時に郡役場を出発し村役場までの౸着に、所要４時間となる。当日は、そのまま近３
集落のඃ害調査を行った。ཌ９日には、さらに上流へঃ々により深くよりۂがりくねる谷ےを
再び約10km進み、見に至っている。ここでは、道中も含め４集落の調査を成した。すでに
触れたように、10日には再度やや強い降Ӎが、また12日未明にも台෩のऻ来があり、それがた
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め、それぞれ１日の滞留を༨儀なくされている。両日とも、一୴は出発したものの、高時川の
増水にはばまれ中్でのఫ退である。それでも、11日には尾Ӌསと針川、13日には奥川ฒに౸
達して、丹生村すべての集落の現地調査を終えている。14日には村長と村役場でඃࡂ者ٹ援の
策を講じ、郡役場にউ見定信とともにؼ着したのはཌ15日で、丸８日の行程となる。彼にとっ
ては長い日々であったであろう。
　東野がこの間行った毎日の報告は表８にまとめた。ここからは、郡役場から出された彼の
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ようなལ員が、それぞれの現地でどういう働きをしていたかが具体的にಡみ取れる。９月９日
の報告に見えるように、当然ながら「水害地取調」がその任務の第一であった。交通の్絶し
た山間の集落を、時に村長や助役などとともに、ెาでひとつひとつ८りながら、それぞれの
集落では区長（自治会長に相当）の助力を得てඃ害を調査し、ஞ次それらをとりまとめて郡役
場へਃ報している。と同時に、彼がそれと同程度に重きを置いていたのが、ඃࡂ者の、特に当
座の食ྐ確保のための努めであったようである。
　信頼性のあるඃ害報告として、数値情報の正確性が重要であるのはもちろん、彼の報告（表
８）がそれぞれの現地の状況をも伝える点では、先に述べた郡長から県への報告（表̑）の場
合と同様である。むしろ、後者が、郡におけるそれぞれのལ員や村長・区長達のこうした営み
の集積として成ったものと言える。
　とはいえ、この８日間に及ぶ調査では人に近いඃ害、つまり、家屋の流失・破損などの報告
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が主となり、道路・橋ྊ・అ防や田畑・山林へのඃ害についてはそれほど詳しくなかったり、
あるいは、まったく触れられていないが、限られた人員によるこの時点での速報調査としては
止むを得ないとは言えよう。

̒ɽ͓ΘΓに
　1896（明治29）年９月に発生した琵琶湖大増水は、連続して生起した複数回の降Ӎによりも
たらされたものであり、このときの降Ӎ量の多さから広域的な複合ࡂ害となった。ここでは、
明治期の地方行政文書から、この琵琶湖大増水というࡂ害において、当時の伊香・西ઙ井郡役
場がどのような対応を行っていたかを、滋賀県ிへの報告や郡役場ལ員の書簡などをもとに具
体的に跡付けたものである。これらの文書は、より住民に近い位置から記録されたものである
こともあり、当時のඃࡂ状況とそれに対応する人々の姿を留め得た貴重な歴史文書となってい
る。と同時に、そこからは自然現象としての大出水がどういうものであるかをಡみ取り、ある
いは、ࡂ害社会学的教܇を得たりするなど、多面的な価値を含み得るものでもある。
　大規模な降Ӎが地上に降り注ぎ、それがそこでҲれ満ち、時にその動く力が地形すら大幅に
変えてしまうことがあったとしても、それはそれ自身、自然現象としての当然の摂理に基づい
たؼ結に過ぎない。その自然の営みの繰り返しが、それぞれの土地での人やいきものとの関わ
りにおいて、おのおの固有の価値を宿す独自の෩土の形成へとつながる。こうしたそれぞれの
෩土の特性を理解し、その独自性に適合したあり方を目指すのは、治水においても、それが土
地を直接の対象とするものである限りにおいて、最も適切な方法と言える。その際に、治水と
いうものが本来専門家だけのものではなく、それぞれの地域でその住民参加のもとで発意され、
実現されてゆくべきものであることも、あわせて想起しておく。
　頭にも述べた通り、この琵琶湖大増水では、湖水位のみに注目が集まり、その異常な高水
位によるඃࡂだけが強調されがちであった。運にも現在にまで伝えܨがれてきた歴史的文書
からは、このࡂ害の全体像を浮かび上がらせ、あるいは、それをもたらすに至ったそれぞれの
要因の理解に資するだけの内容をಡみ取ることが可能である。ここで扱ったような先人の貴重
な記録が広く関心を呼び、多くの人々の知۰を得ることが、土地それぞれの固有の෩土を反ө
し、それらをଚ重した治水がなされるための呼び水のひとつとなることを期待したい。

ँࣙ：江北図書ؗ・滋賀大学経済学部ෟଐ史料ؗ・滋賀県立公文書ؗ・淀川資料ؗには所ଂ資
料のӾཡにご配ྀいただきましたことを感ँいたします。一部の図版の作成には、国土地
理院の基盤地図情報とچ版地図を使用した。


１）　根ଌ候所の記録が『中ԝ気象台月報	全国気象表』（中ԝ気象台,	1894）に掲載されるのは、1893

年10月からであり、その「創立年月」のཝにもそのࢫの記載がある。他方、『滋賀県統計書』（滋賀県,	
1896）には、1896年８月からのӍ量値が、大津（県ி）・草津（܀太・野ऱ郡役場）・水口（ߕ賀郡役
場）・ീ഼（ו生郡役場）・愛知川（神࡚・愛知郡役場）・根（ݘ上郡役場）・長（ࡔ田・東ઙ井郡
役場）・木೭本（伊香・西ઙ井郡役場）・今津（高島郡役場）の９地点について掲載される。その付記
には、「根ଌ候所にԙて調査せしものなり。ୠ、同所は［明治］26年10月の創設に係るとᦒも、８、
９月の両月にԙては、ଌ候所建ಜ員のݘ上郡役場備置のث具に依りて観ଌせしものなり。ຢ、根
をআくの外、大津ଖ他の観ଌは、ଖ他郡役場より同ଌ候所へ報せしものに係る」とあり、このときの
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経緯がಡみ取れる。
２）　滋賀県立公文書ؗの県冊『明治25年10月以降明治37年12月マデ	大津気象観ଌ表』（請求൪号：明

-ね-12）の1986年８月30日の気象記事は次のように記す。「前よりಶ天。［中略］11時南東にཕ光を
伴へる強きཕ໐二三あり。同時より強Ӎ降り次第に細Ӎとなり、14時より北の和෩ਧき、同時より15
分間強Ӎとなり、17時に至り北東の࣬෩となり次෩力を加え、18時30分東方にཕ໐一度にして止み、
同時より強Ӎとなり、21時40分に至り෩力強勢の極に達し、ᰞ෩となり樹木をし、殊にԊ湖の家屋
の如きは波࿘চ上に達し、അ場より大津御ଂߓに達する鉄道線路の如きは、波࿘築అの土砂をચい去
り、ي道波状を為し、ଖ土砂Ԋ路家屋の屋上に在り。以て激࿘の如何を想見すべし。為に、湖南ؿધ
会社所有のؿધは二੭破壊し、ଖ外నࢮ数名あり。ঘ、道路の破壊、及Ԋ岸に堆積しある木材の
流少なからざるべく、高ญの壊、及屋上נの飛ࢄせる等、ຕڍにᬀあらず。同時より東方にཕ໐。
21時50分止み、23時より和෩となり、ཌ日に続く。」現ੴࡔ線の大津・ੴ場間は当時は直接湖岸に面
していて、湖水の激しい波࿘によりそのي道路盤がચ۷されるほどであったことがわかる。９月12日
未明の台෩のඃࡂについては、表̑の第三回水害報告にも記載がある。また、注４も参照。

３）　滋賀県立公文書ؗの県冊『明治29年９月	水害報告書』（請求൪号：明-は-10）に௲じࠐまれる田
川コルベルト事務所（東ઙ井郡）の間ဤらから県ி内務部第二課長あての９月８日ޕ前11時付報告
の一અは次のように記す。「姉川も同様出水せしを以て、ࡢ［̓日］̑ޕ時ྟ時難波橋を८視せしに、
姉川水量はطに本橋橋൘を越え危険言はん方なければ、同ࣈ区長の現場に来るに会して手当方を談ͥ
しも、ଖ時同橋北٧అ防まさに決壊せんず有様にて、ଖ防御にษめ居り。殊に、人夫は少数にて致方
なく、［ޕ後］̑時20分終に該橋は南側より̑小間だけ橋ߌ一組と共に浮上り、ۇかに支へられて河中
に浮きつみつ止れり。依て、該橋はଖວとし、人夫をಜしてఅ防防御中、ޕ後̓時అ防も終にຌ45
間［81m］༨欠壊し、河水は大ࣈ難波を中真［中心］とし落合・新居辺に氾濫し、同ࣈ辺に一時家屋
চ൘以上に及び、非常のࠞ雑を来したりしが、同20分に至りてঃ々に減水の模様あり。夫れよりࢩく
減水は速かに姉川ےはຆど常水に復したり。依て、一応事務所にҾ揚げ、ప工場及各అ防を८視ܯ
ռを加え候。前大ࣈ難波切所、姉川水量のࢩくも速かに減水せしを今ேに至りて取調ぶれば、姉川・
高時川両川の落合৲にԙて、大ࣈી根にଐするఅ防二ϲ所（延長何れもຌ100間［180m］）欠壊し、河
水の同ࣈ地方に流れ去りしނなりし事を知得致候。今や、ી根・川道付近を見渡せば、人家・田ะは
ࣩօਁ水して、൵ࢂぶべからざるの感を抱き候。」

４）　滋賀県立公文書ؗの県冊『自明治28年̒月	琵琶湖水位西岸第̓号南ધ木観ଌ日表』（請求൪号：
明-ね-21）において、琵琶湖岸の南ધ木（高島郡）量水標の観ଌ人は、1896年９月の日表の「異常景
況」ཝに次のように記す。「11日、ޕ前９時ࠒより東෩ਧき起り、く強となり、激࿘山の如く、家
屋を破・流失せり。道路及家屋のਁ水ຌ̒ई以上に達し、ঘ、くの増水の景況。自家にԙて居住
にתえ難し為、少時安ಶ川అ上に避難し、仮量水標建設し日々観ଌを行う。」

文献ߟࢀ
．LIBRARY：120年続くちいさなふるい私設図書ؗ』能ඒ舎	KO)OKU	編（2022）『江北図書ؗ߂根ؠ
江भڷ༑会本部（1896）『江भڷ༑会雑誌	第87号』．

国立公文書「内務ଐ田部文ଂ滋賀県郡長ニඃ任ノ件」『ޒལ進退十九・府県ལ進退・明治二十二年』
ؗデジタルアーカイブ（請求൪号：任A00214100、件名൪号：011）．
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人 ৽ ੈ の 自 然 อ ޢ
ᴷᴷ৽生ଶ学と里山学ᴷᴷ

龍谷大学・名誉教授・研究フェロー　里山学研究センター・研究員

丸山　徳次

�ô�ɽংɿਓ৽ੈɾࣗવอޢɾཬࢁอશ
　「人新世」とは、新しい地質年代をあらわすAnthropoceneの༁語である。୭が༁したのかわ
からないが、「かんしんせい」（新世）との対比がはっきり意識されていることは明らかだか
ら、「じんしんせい」と発Իするのがよいだろう。もともとΪリシャ語の「人間」を意味する
アントローポス（anthropos）と「新しい・新規の」を意味するカイノス（kainos）との合成
語であるAnthropoceneは、およそ12000年前に最終ණ期が終わり、人類が農ߞを開始し、現代
までの文明を築いてきた地球の新生代第࢛紀の「まったく新しい時代」すなわち)olocene（
新世）が終わりつつあることを告げる言༿として提案された。2016年に正式の地質年代として
推することが専門作業部会によって決定されたが、2022年現在、いまだに国際層序委員会

（ICS）も国際地質科学連合（UGS）も公式承認はしていない。地質において新しい変化の証
。が出ଗっているわけではないからだڌ
　しかし「人新世」概念は、そもそも地質学の側からの新提案ではなく、地球システム科学に
よるܯだった。すなわち、現代まで人類が文明を築き、発展させることができた「新世」
の比較的Թஆで非常に安定した環境条件は、地球の自然そのものが用意し、提供してくれたの
に対して、今や、その環境条件を人類が破壊し、人類自身が新しい環境・新しい地質を形成す
る「地質学的力」となった、ということである。つまり、「人新世」とは、新世を人間自身
が終わらせたという意味で「人間の時代」「人類の時代」のことであり、そのことに対するܯ
であり、ܯ告である。
　地球環境の例外的に安定した時代である新世は、何も異変がなければ、あと̑万年は続く
だろうと考えられている。この新世を「人類の未来の基準点」として用い、地球が新世の
状態から離れないためのᮢ値を科学的に定量化して示そうとするのがプラネタリー・バウンダ
リー（planetary	boundaries）、すなわち、2009年にロックストローム等が提示した地球の
９つの限界線である。人新世の地球環境状況をより具体的に示すものとして重要な意味をもっ
ている。９つの限界線とは、気候変動、生物多様性の損失、素およびリンによるԚછ、成
層圏オκン層の破壊、海洋ࢎ性化、淡水の消費、土地利用の変化、化学物質Ԛછ、大気Ԛછ・
エアロκル負荷であり、その内、人為的な気候変動、生物多様性の損失、素॥環の改変、森
林や湿地の農地開発などによる土地利用の変化、という４つの限界線がすでに超えられて、危
険域に入っているという（ロックストローム2018：68,	79）。ロックストローム自身は、人類の
繁栄が地球上での「安全で公正な活動ができる範囲内」にとどめられるべきだと主張し、「
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素のഉ出θロ、生物多様性の損失θロ、農地の拡張θロ」という３つのθロ提案を行っている
（ロックストローム2018：217）。
　人新世の開始時期については、1950年代とすることが有力となっている。1950年に25ԯ人
だった世界人口が、2022年に80ԯ人を超えたことに象徴されるように、社会経済システムおよ
び地球システムの諸々の指標が1950年を境に急激に上ঢしている。
　この人新世の時代に「自然保護」を追求するということは、極めてໃ६に満ちた事態である
ように見える。もはや「手つかずの」自然、人間の影響を受けていない自然など、どこにもな
いし、自然を人間の文化社会の外部に位置づけて人間が外なる自然を保護するといったことが
不可能なのが、人新世の意味することのように思われるからだ。
　しかし、人新世がಥきつけていることは、人間／自然、社会／自然、文化／自然、といった
西洋近代の文明を基礎づけてきた二項対立的な分離分割が、もはや事実として成り立っていな
い、という現実である。自然を保護するということは、٬体としての自然を人間主体が保कす
るということではあり得ない。人間はようやく、地球生態系の一つの構成メンバーにすぎない
ことを、事実として思い知り、一つの「種」であることを、生物科学の知識として学ぶのでは
なく、初めてリアルに経験するようになったのだ。人間がどのようにৼるうのか、社会がど
のように行動するのか、文化がどのような形であるのか、その一切が自然への応答であると同
時に自然のありようを決定することでもある。有機体とその環境との「関係の学」（ϔッケル）
として出発した生態学は、本来、科学としての認識行為をも含めた、あらゆる人間の活動が与
える自然への影響作用を考察しなければならなかったはずである。そのことを生態学は、人新
世において、真に受け止めなければならなくなった。
　ここにおいて改めて注目すべきは、里山保全の思想が、もともと「手つかずの」原生自然
の保護とは異なる、もう一つ別の自然保護として考えられてきたことである。私自身は、里
山的自然を「人の手が入った自然」および「文化としての自然」と規定してきた（丸山
2007aĂ2009）。そして「人の手」ということで、技法（技術）と作法（規範）を意味するもの
としてきた。さらに西洋近代の自然／文化の二項対立図式を批判的に意識して表現した「文化
としての自然」における「文化」は、人間的精神的な「意味」および「価値」の形象というよ
りは、むしろculture（Kultur）の語源に従って、自然大地に人間が手を加え、技法と作法を
こらすこと、それによって自然のܙみを得て人間的に生きることを意味する。
　里山的自然の本質的なローカル性が、人新世のグローバルな環境問題に対ॲする決定的な弱
点となるように思われるが、しかし、グーバルとローカルの関係それ自体が、まさにいま改め
て問われなければならない。さらに言えば、プラネタリー・バウンダリーの諸指標が示唆して
いるように、今日のグローバルな環境問題も、産業革命以後の、とりわけ20世紀半ば以降の、
ローカルな環境問題・環境負荷の累積に基づいていると見ることが重要である。ローカルな
socio-ecological	systemsの݈全なありようが相互に関わることによって、初めて地球システム
の݈全さは持続的になると思われる。

�ô�ɽংɿʮཬࢁʯͱ৽ੜଶֶ
　日本の「里山」が有する自然保護上の意義は、1950年代から1960年代にかけて、里山そのも
のが失われていくなかで、࢛手井ߝ英によって見出されたが、本格的に研究がなされ始めたの
は、1980年代になってからである。主に関東地方の雑木林に注目したक山߂は『自然をまも
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るとはどういうことか』（1988）において、原生自然の保護とは異なるもうひとつの自然保護
として、「農ߞとわかちがたく結びついて維持されてきた「自然」の保護」の必要性を論じた。
さらに1992年に里山研究会を設立した田端英雄は、貴重種を持ち出す自然保護運動の限界を反
লし、里山林・田んぼ・ܣ・ため池・用水路などの「セット」を「里山」として捉え、「林業
的自然」と「農業的自然」との複合生態系を保護することの重要性を論じた。日本の農業景観
のごくありふれた自然が『里山の自然』（1997）として生物学者・生態学者たちによって共同
研究されたことは、画期的だった。
　2000年代に入ると、内和・谷いづみ等の東大グループによる『里山の環境学』（2001）
が影響力を発شし、環境লも2002年のパンフレット『いのちは創れない』において、日本の

「絶滅危惧種のじつにほぼޒ割は里地里山に生息」すると述べて、内らが規定する「里地里
山」の保全意義を強調するようになった。
　以上のような里山論は、2010年に名古屋で開催された生物多様性条約第10回క約国会議

（COP10）（「里山イニシアティブ」が提案・採択された）によって点に達し、そこで公表さ
れたものは『里山・里海－自然のܙみと人々の暮らし』（国連大学高等研究所／日本の里山・
里海評価委員会編集、2012）にまとめられた。ここでは、「人為ཚによる二次的自然」とし
て生態学的に消極的に捉えられていた里山的自然が、「里海」をも含むものとして、「社会生態
学的生産ランドスケープ」（socio-ecological	production	 landscape）として積極的に規定され、
生態学的な評価と研究の道ےが、つまり、国際的なコミュニケーションの可能性が、はっきり
と確立された、と言うことができる。
　しかしながら、日本の生態学者たちが継続的に「里山」研究を深めているようには見えず、
むしろ「里山」は次第に関心を向けられないようになりつつあるようにさえ思われる。その理
由の一つは、「里山」研究が、国際的には未だに十分に認知されていないことにあるのではな
いかと思う。そのことはまた、「里山」の理論と実践の意義に理解をもたらすために、従来の
生態学（古典的生態学）に対する批判的な検討を行うことによって、「里山」論を生態学の新
しい動向（新生態学）の文຺のなかに位置づけるという努力が、ほとんどなされてこなかった
ことによる、と思う。
　このことと関連して、私が特に注目したいのは、進化生物学者であり、長く都市域の自然保
護の実践活動に従事してもきた岸由二の発言である。岸は、「21世紀に入ってなお、日本の生
態学、自然保護の学識・行政・フΝンの領域にひろがる〈手つかずの自然〉に固着する復古主
義や、海外の動向に開かれず〈里山〉に閉じこもる閉性」に危機感を֮える、と言う。そし
て、そのような国状態から脱するために、「しかるべき༁書の助けもआりて開国をすすめ
たい」と考えてきたと言うのである（③328f.）。
　実際、岸由二は近年、精力的に༁を手がけ、༁書に解説を書いている。それは以下の通
りである。

①エマ・マリス『「自然」というݬ想－多自然ガーデニングによる新しい自然保護』（2018）岸
由二・小宮繁༁（草思社文2021、ݿ年）ʤ岸由二「༁者あとがき」ʥ

　Emma	Marris,	┖┥┱┦┹┲┧┸┭┳┹┷ⓤ┋┥┶┨┩┲⓾ⓤ┗┥┺┭┲┫ⓤ┒┥┸┹┶┩ⓤ ┭┲ⓤ┥ⓤ└┳┷┸☩┛┭┰┨ⓤ┛┳┶┰┨⓰	Bloomsbury	
Publishing	Plc.,	2011.

②フレッド・ピアス『外来種は本当にѱ者か？─新しい野生』（2016）౻井留ඒ༁（草思社文
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2019年）ʤ岸由二「解説」ʥ、ݿ
　'red	Pearce,	┘┬┩ⓤ┒┩┻ⓤ┛┭┰┨⓾ⓤ┛┬┽ⓤ┍┲┺┥┷┭┺┩ⓤ┗┴┩┧┭┩┷ⓤ┛┭┰┰ⓤ┆┩ⓤ┒┥┸┹┶┩î┷ⓤ┗┥┰┺┥┸┭┳┲⓰	Bacon	

Press,	2015.
③メノ・スヒルトハウθン『都市で進化する生物たち』岸由二・小宮繁༁（草思社、2020年）
ʤ岸由二「༁者あとがき」ʥ

　Menno	Schilthuizen,	┈┥┶┻┭┲ⓤ┇┳┱┩┷ⓤ ┸┳ⓤ┘┳┻┲⓾ⓤ┌┳┻ⓤ ┸┬┩ⓤ┙┶┦┥┲ⓤ┎┹┲┫┰┩ⓤ┈┶┭┺┩┷ⓤ┉┺┳┰┹┸┭┳┲⓰	
2uercus	Editions	Ltd.,	2018.

　私は、生態学の専門家ではないが、岸由二が関わった上記三点の著作のほかに、socio-
ecological	systemsの研究と保全を「新生態学」（New	Ecology）と規定しているシュミッツの
次の文献を付け加えれば、近年の生態学の新しい動向について、おおよその見通しを得ること
ができるのではないかと思う。
④オズワルド・シュミッツ『人新世の科学─ニュー・エコロジーがひらく地平』日浦ษ༁（ؠ

波新書、2022年）
　Oswald	 J.	 Schmitz,	┘┬┩ⓤ┒┩┻ⓤ┉┧┳┰┳┫┽⓾ⓤ┖┩┸┬┭┲┯┭┲┫ⓤ ┥ⓤ ┗┧┭┩┲┧┩ⓤ ┪┳┶ⓤ ┸┬┩ⓤ┅┲┸┬┶┳┴┳┧┩┲┩⓰ⓤ

Princeton	University	Press,	2017.
　上記４点の著作に共通している主張を予めまとめると、次のように言えるだろう。すなわち、

「人新世」の概念を用いるか否かにかかわらず、現在の地球環境に対する人間の支配力・影響
力の決定的な大きさを直視するとき、１）人間と自然とを分離分割して「自然」を考えること
はできない、２）「手つかずの自然」を「本当の自然」と見て、原生自然（wilderness）の保
護のみを真の自然保護の目標と考えることは、もはや許されない、３）自然の動態を「バラン
ス」「平衡」「安定性」において捉えることはできない（狭隘な古典的「極相」理論ないし生態
学的平衡理論に固執することは許されない）、４）「都市」を無視し、「都市」とまったく無関
係に「自然」を考えることは、許されない。ʤ以上の４点は、里山学が主張してきたことでも
ある。ʥ
　以下では、上記４つの著作の内、とくにエマ・マリスの著作を中心として、生態学と自然保
護論の新しい動向を概観し、同時に岸由二の主張を考ྀしながら、「里山」の理論と実践が生
態学の新しい動向のなかでどのような意義をもちうるのかを考えたい。

̎ɽʮଟ༷ଟ࠼ͳଟࣗવガーσχϯάʯͱͯ͠のࣗવอޢ
　エマ・マリスは、岸由二によれば、「ネイチャー誌をはじめとする専門誌を台に、่壊す
る古い論議、新しい実践、そして新しい自然のヴィジョンを丹念な取材にもとづいて紹介し続
ける、新時代の越した環境ライター」であり、マリスの2011年の著作┖┥┱┦┹┲┧┸┭┳┹┷ⓤ┋┥┶┨┩┲
こそは、「新時代の౸来を告げる本」である。
　この本には、┗┥┺┭┲┫ⓤ┒┥┸┹┶┩ⓤ ┭┲ⓤ┥ⓤ└┳┷┸-┛┭┰┨ⓤ┛┳┶┰┨というサブタイトルが付けられており、
本書のタイトルとあわせて、現在の問題状況と新しい方向とが示唆されている。すなわち、現
在の問題状況とは、ワイルドな自然、野生の自然、手つかずの原生自然といった自然がその
ままではどこにも見いだせなくなっている地球環境の状況であり、そのような状況にあって

「自然」をٹい出す、「自然」を保護する、ということは、「手つかずの原生自然」（pristine	
wilderness）を取りす、回復する・復元するという、特にアメリカにおいて根強い伝統的な
自然保護（conservation）の思想と実践を์غし、rambunctious	gardenを追求することでな
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ければならない、というのである。
　岸由二は、マリスの言うrambunctious	gardenを、「ごちΌまͥのఉ」を意味すると解説し
つつ、日本の河川整備の領域で「多自然川づくり」という行政上も使用されている言༿を好ん
で、「多自然ガーデン」と༁しているʤ元来「多自然」はドイツ自然保護論のmehr	Naturの༁
語であり、「近自然」（naturnah）と類似しているʥ。༁書は『「自然」というݬ想』と題され、
サブタイトルが「多自然ガーデニングによる新しい自然保護」となっている。rambunctious
というのは、「無ي道な、ߥ々しい、૽々しい、始末に負えない」といった意味であり、「૽然
たるఉ」とでも༁したくなるが、マリスは多種多様な諸々の目標がそれぞれの場所において計
画され、追求され、管理される、そういう雑多なఉの状態が地球上に広がることを求めている。
岸由二の༁語を補足して、「多様多彩な多自然ガーデン」と༁しておきたい。

̏ɽΞϝϦΧੜଶֶ൷
　マリスによれば、「安定した、手つかずの原生自然」（stable,	pristine	wilderness）があらゆ
る景域ʤ景観ʥの理想だという考えが、とくにアメリカ合ऺ国では、生態学および自然保護の
領域に深く織りࠐまれてきたʤ岸由二はlandscapeを「景域」と༁しているʥ。生態学者の多く
は、発見できたもっとも手つかずの場所を研究の地として生֔をૹるし、自然保護活動家の多
くは、原生自然を変化させまいと、全力をਚくして生֔をૹる。
　しかし、そもそも人間は自然の一部であったし、今もそうだとするならば、どうして「手つ
かずの原生自然」が「理想」とされてきたのか。その理由は、マリスによれば、第一に、環境
史の発達が比較的最近であって、生態学者たちは、これまで原生的（wild）と見なしてきた景
観特性の多くが実は人為的・人工的なものだったことに、ようやく気づくようになった。第二
に、ソローやミューアのような初期アメリカの自然礼ࢍ者たちが、自然的土地との交感を求め、
人間的営為と人間そのものからಀれてウィルダネスを目指す傾向が強く、その結果、ウィル
ダネスと人間が存在しないこととが「自然」の観念に合体したʤ自然＝野生＝無人ʥ。第三に、
生態学の草創期から、生態学者たちが人間ൈきの生態系（ecosystems	without	people）をもっ
ͺら研究対象としてきた（107/51）ʤ（༁頁数／原書頁数）を表す。以下同様ʥ。
　岸由二は、マリスの主張を追認して、次のように言っている。
　「見直しをഭられる過去の理論、思想、ヴィジョンは、イΪリス生態学に起源をもつ「外来
種」関連の分野をのぞけば、大半がアメリカ産だ。手つかずの自然への信ڼを支える生態学的
平衡理論として知られる「遷移理論」は、20世紀前半アメリカ生態学から生まれた。極相群集
のバランスを理想化したその理論は、間もなく学術的Җ信を失したが、主張の宗教的な֩心
は、自然保護の世界やその後の生態系生態学、数理生態学の一部にもҾき継がれ、教育・ܒ発
の現場をとおして現在まで影響力を保ってきた。それらも、Թஆ化による地球生態系の大な
変化の時代をܴえ、いま改めて批判と検証に直面している。」（351）
　マリスによれば、「安定した、手つかずの原生自然」があらゆる景観の理想だとする考えは、
例えば、生態学におけるベースライン（baseline）の概念にも反өされている。baselineとは、
準ڌすべきとされる状態であり、典型的には過去のある時点における状態であり、「マイナス
の変化が起こる前のθロ点」（15/3）、つまり「基準となる過去の自然」のことである。今やわ
れわれは、地球全体を改変してしまっているのであり、どの地点であれ、その変化をもとに
すことは、ますます困難になっている。そうだとすると、「手つかずの原生自然」という考
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えは、パラドックスにならざるをえない。すなわち、「基準となる過去の自然（baseline）に
似た状態に維持ʜするためには、初めから無期限の未来にかけて、人間が介入する必要があ
る。歴史に忠実な生態系は、強い管理圧を受ける生態系となるほかない。ʜ「野生」（wild）
を管理されていないこと（unmanaged）と定義するなら、もっとも手つかずにみえる生態系が、
実はもっとも野生ではない、ということになる」（32/12）。
　人間と自然とを分離分割し、「自然」をどこかԕくにある「手つかず」のものと考えること
によって、われわれは自然を見失ってきた。そしてその原因の重要な部分は、実は、これまで
の生態学そのものにあった、とエマ・マリスは考えている。当然、生態学のなかからも、反ল
が起こっている。すなわち、「この10年ほどの間にʤ2000年ࠒからʥ、多くの科学者たちが、ど
んな土地であれ保全目標は過去の自然の再生（実現不可能だ）にあるとする信念からڑ離をお
きはじめている。彼らがڋ否しはじめているのは、ある場所が自然（nature）として評価され
るためには、全に「手つかず」（pristine）ʤ原初的、始原的ʥでなければならないという自
然理解だ。ʜ彼らは、自然は多様な目的に向かって管理できるという、もっと広い考えを選ん
でいる。過去に焦点を合わせるのではなく、彼らは未来を見る。」（33f./15）
　エマ・マリスは、現在の生態学と自然保護の実践が、「手つかずの原生自然」という見方を
することによって、どのような方向に向かっているのかを報告している。その新しい方向غ์
は、予め列記すれば、次の通りである。すなわち、（１）ラディカルな再野生化、（２）管理移
転、（３）外来種の受け入れ、（４）新規生態系、（̑）デザイナー生態系、（̒）あらゆる場所
での自然保護。

̐ɽੜଶֶͱࣗવอޢの৽͍͠ಈ
ɹᾇɹϥσΟΧϧͳ࠶ੜԽʢSBEJDBM�SFXJMEJOHʣ
　エマ・マリスが「ラディカルな再野生化」と言うのは、具体的には「更新世再野生化」

（Pleistocene	rewilding）と呼ばれる実験的な試みであり、その最も著名な事例は、オランダ
のオーストヴΝールダースプラッセン自然保護区である。
　「手つかずの原生自然」を理想とする従来のアメリカの自然保護の考え方をಥき٧めるなら
ば、論理的には、新世より以前の、まだ人類がいかなる生物種の絶滅原因にもなっていない
時代へと回ؼせねばならぬ、ということになるはずだ。これが更新世再野生化の考え方である。
ところが、過去１万3000年ほどの間に起こった多くの絶滅のせいで、そもそも本物を元のまま
復元させるということは不可能であり、失われた種の「代理種」（proxies）で間に合わせるほ
かない。
　オーストヴΝールダースプラッセン自然保護区では、1968年、干拓事業に失敗して์置され
た6000haの土地に、オランダ政府に関わる生態学者フランス・ヴェラ（'rans	7era）が草食
्の代理種を導入するなどすることによって、「過去を指向しながら、過去に例のない生態系
を創出する」プロジェクトが展開された。それによって希少種の生息地を創り出すことも意図
されたし、ヒト以前のヨーロッパが果たしていた生態的作用についてのヴェラの仮説を検証
する長期的実験も目論まれた。天蓋が閉じたڊ大な森林が広がっていたとする通説に反して、
ヴェラは、多数の草食動物によって森林の拡大が制され、森林から草原そしてᕲ木のૄ林へ
と周期的な交代を繰り返すパッチワーク型の景観だった、と見ている。
　マリスの取材によれば、オーストヴΝールダースプラッセン自然保護区は、ല大な費用をか
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けて管理され続ける自然公園ではなくて、ヴェラの仮説に従って初期条件を人為的に与えられ
たあとは、基本的には์置される保護区である。ヴェラは、「自然の諸過程によってۦ動され
る景観」（natural-processes-driven	 landscape）をこそ求めているのであって、「人工的な景
観」（man-made	 landscape）か否かが問題なのではない、と主張している。つまり、人間が
為したことは諸条件を創出したことであって、あとは自然がそれを満たしたのだと言うので
ある。これは原生自然（wilderness）そのものの再生というよりは、「野生（wilderness）を
テーマとする公園」というべきかもしれない。しかし、オーストヴΝールダースプラッセンは、

「再野生化によって自然を増やす方法の模範的な例」（147/70）と見ることもできるのである。

ɹᾈɹཧҠసʢBTTJTUFE�NJHSBUJPOʣ
　「管理移転」という言༿は、assisted	migrationの༁語として༁者によって提案されたもので
あり、「移動補助」といった言༿も使われたりしていて、日本語として定༁がないようだ。ま
た、英語の表現も、assisted	colonization、assisted	translocation、managed	relocationなど
種々提唱され、現在なお、用語をめぐって論争が続けられてもいる。人為的な原因による地球
Թஆ化によって、自然界ではय़の花の開花時期から動物の生息地まで、至る所で変化が生じて
いるが、ほとんどの動植物は、環境性の限界値を超えては生存できないし、生殖できない。
多くの動植物が、気候変動によって移動することが予想されるし、すでに移動しているものも
ある。「管理移転」とは、まさにԹஆ化によってこれまでの生息地の環境が急速に変化するに
ともない、その変化に追いつけない生物を人間の手で移動させることである。
　気候変動に伴う管理移転の問題に関してڵ味深いのは、自然保護論上の２つの仮説がໃ६対
立をもたらすということだ。すなわち、一方で、手つかずの原生自然こそが本来の自然であっ
て、人間とは自然の外部に存在するものであり、人間が気候変動をҾき起こしたのだとすると、
人間はঈわなければならない、つまり、気候変動がなければ生き延びていたはずの種の生存を
何としても保証しなければならない、「管理移転」は義務である、ということになる。ところ
が他方、もし生態系には私たちが回ؼすべき正しい状態があるとするならば、生物種をある地
域から別の地域に移転させる「管理移転」は、baselineのཚであり、意図的に侵入種をつく
るに等しい行為だ、ということになる。
　エマ・マリスは、絶滅の上ঢを危惧して管理移転を推進するか、共進化してきた本来の生
態系の維持をこそ重要視するか、という二背反を前にした科学者たちの足踏み状態が、希少
種の移転を実施した市民ナチュラリストたちの活動によって一気にଧ開され、少なくとも希少
種に関する管理移転のガイドラインが作成されつつあることを報告している。
　マリスは、希少種の保護のほかに、林業関係者たちにとって「管理移転」が不可避になりう
ること、さらに、園芸植物に関しては結果的に「管理移転」と同等であるような行為は、すで
に以前からなされていたことを述べ、最後に、必要な意ࢤと資金が提供される種にとっての

「管理移転」の最大の障害は、ڪらくは生態学者たちが抱く外来種・侵入種に対するڪා心だ
ろうと語って、「管理移転」の問題の֩心部分に「外来種」問題があることを示唆するのであ
る。

ɹᾉɹ֎དྷछͷड͚ೖΕ
　いわゆる「外来種」とは、人間の活動によって意図的ないし非意図的に持ちࠐまれる生物種



137

研究จ

のことであるが、これが「問題」として捉えられるようになったのは、非常に新しいことであ
る。外来種は生態系を不安定化させ、多様性を低下させる、だから外来種はഉআしなければ
ならない、と考える生態学理論の最も重要な起源はチャールズ・エルトンの『侵略の生態学』

（┘┬┩ⓤ┉┧┳┰┳┫┽ⓤ┳┪ⓤ┍┲┺┥┷┭┳┲┷ⓤ┦┽ⓤ┅┲┭┱┥┰┷ⓤ┥┲┨ⓤ└┰┥┲┸┷⓰	1958）にあると見られている。エルトンに
よれば、共進化した݈全な生態系においては、あらゆる種はそれぞれわずかずつ異なる役割、
すなわちニッチを有するものであり、すべてのニッチはすでに満たされて安定している。複雑
な在来種の生態系が侵入種によってܸ߈されて敗れると、より単७で貧しい生態系しか残らな
い、とエルトンは考えたのである。
　しかしながら、外来種が「問題」として一؏して研究されてきたわけではなく、マリスによ
れば、1980年代に「侵入生物学」（invasion	biology）が生態学のサブフィールドとしてにわか
に台頭し、1990年代にこのテーマへの学問的関心がര発的に高まった。そして1998年にアメリ
カ合ऺ国での植物相・動物相に対する最大のڴҖが生息域の破壊に次いで外来種であるとする
科学論文が出ると、ཌ年、ビル・クリントンは侵入種に関する大統領令にॺ名し、外来種ۦআ
の政策が動き出した。
　しかし、2000年代に入って何人かの生態学者が疑問をఄし、例えば、マーク・デイヴィスは

『侵入生物学』（Mark	Davis,	┍┲┺┥┷┭┳┲ⓤ┆┭┳┰┳┫┽⓰ⓤOxford	U.P.,	2009）と題したテキストブックで、
ൽ肉にも、侵入生物学という科学分野そのものの解体をએ言している。生態系は変化を常態と
しており、種の移動は多様な仕方で絶えず起こっている。過去数百年にわたる人間による生物
種の長ڑ離移転は、過去の「自然による」移動と本質的に異ならない。それゆえ方法論上「侵
入生物学」に独自の特質は認められない。
　侵入生物学には、基本的にエルトンに由来するいくつかの原則があるが、デイヴィスはそう
した原則を批判してもいる。もし空のニッチが侵入種をটき寄せるとするならば、多様性にྼ
る生態系が容қに侵入されやすいはずだが、実際にはそうはならない。また、侵入種が有利な
のは、在来種が侵入種に対する߅力を進化させていないからだと考えられてきたが、ٯに、
侵入種のほうが在来種の様々な策略に対する対߅力を進化させていない、という場合も多々あ
るはずである。デイヴィスによれば、どの種が新たな環境で地位を確立するかを予想するうえ
でより重要なことは、「ࢄ布体の導入圧」（propagule	pressure）と「ཚ」（disturbance）で
ある。つまり、持ちࠐまれる個体数が多ければ多いほど、あるいは、持ちࠐまれる回数が多け
れば多いほど、新たな環境での種の定着は増大するし、ཚはより多様な景観をつくり出し、
生息環境を多様化させることによって、新たな移住者に適したニッチが見つかる可能性を増大
させる。
　デイヴィスは、導入種が在来種とڝ合ないし捕食関係に入ることが必然であるという仮説に
対しても、批判をげかけている。ときとしては、侵入種が在来種の繁殖を助けることもある
し、かつて絶滅した在来種が果たしていた役割を担う場合もある。
　外来種問題にはさらに、「種」とは何かという根本的な問題がབྷんでくるが、移転してきた
種が在来種と交雑した場合、生態学者がしばしば交雑によって生じる結果を「遺伝子圧」

（genetic	swamping）あるいは「遺伝子Ԛછ」（genetic	pollution）とすら表現することを、エ
マ・マリスは問題視している。「自然保護の資金がしい状況のなかで、「遺伝子Ԛછ」をめ
ぐって७ਮ主義が働くと、自然保護論者たちが有効性の極めてしそうなキャンϖーンに資金
を入してしまうことになる」（217f./106）と述べ、マリスはそうした事例をいくつか紹介し
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ている。
　エマ・マリスは、「侵入種パラダイム」（the“invasive	species”paradigm）がそもそも༨り
にも安қなものであることを批判している。つまり、もしある生物種が在来種でないのなら、
それは無法者であり、ഉআされなければならない、もしある生物種が在来種なら、それは良き
ものであり、保護されるべきである、というのである。これに対するマリスの主張は、次の通
りだ。
　「もし私たちがこの単७なルールを์غするなら、ಥ然、あらゆる植物や動物が一種一種個
別の対象となるから、私たちは自らに次のように問わなくてはならない。「私たちはこの種が、
いまここに存在してほしいと思うのか」と。これに答えるためには、私たちは自らཉするもの
を知る必要がある。私たちは、土地ごとに、その土地の未来のヴィジョンを持たなくてはなら
ないのだ。」（220/108）
　侵入種によって絶滅がもたらされた実例が相当数見られるのは、実際には海洋島および湖に
かぎられるのではあるが、他方、୭が見ても有害と言える結果をもたらす種の移転も確かにあ
る。しかしまた、種の身分を「在来種」とするか「侵入種」とするかの判定に関して、意見が
一致することは思いのほか難しいのである。そのような状況のなか、自然保護論者たちのなか
には、自然保護の現場で意図的に外来種を利用しはじめる者たちが出てきている、とマリスは
言う。先に述べたように、再野生化の場面では「代理種」として選んだ外来種に、絶滅した動
物がかつて果たしていた作用を再現してもらおうとしているし、管理移転の現場では、移転先
から見れば外来種にほかならない種を導入している。
　さらには、「生態学者たちは希少な在来種を助けるために外来種を導入することもした」し、

「成長がૣく、強݈な外来種は༏れた「保護植物」になることもある」し、「外来の害や病原
も望ましからざる外来種を制するために導入される」こともある。また、「ある種の生態ە
系に特徴的なܰ度の頻発性の野Րの೩料役として外来種が役立っている場合もある」し、「金
ଐやその他の有害物質を土から取りআく能力に༏れた植物は土地のԚછআ去に使うことがで
きる」し、「外来種は、在来種より価格が安いという理由で、ਁ食制などの目的で使われる
こともしばしばである。」（222f./109）
　「実のところ、地球がԹஆ化し、人間による支配への適応を進めているいまこのとき、移動
と進化と新たな生態的関係の形成にしいのは世界中の外来種たちである」（224/109）、とエ
マ・マリスは言うのである。　

ᾊɹ৽نੜଶܥʢOPWFM�FDPTZTUFNTʣ
　人間による直接的（意図的）ないし間接的（非意図的）な影響によって、在来種と外来種と
が新たな組み合わせをなす、これまでになかった全く新しい生態系は、今日、「ノーベルな生
態系」（novel	ecosystems）と呼ばれている。この概念のより厳密な定義と評価をめぐっては
なお論争中であるし、岸由二は「「新しい」生態系」と括ހをつけて一応༁しているが、日本
語による༁語も定まっていないようだ。私自身は「新規生態系」と༁しておきたいと思う（「新
奇な生態系」という༁語が使われている場合もある）。
　新規生態系（novel	ecosystems）の特徴は、それが人間によって変化させられた生態系では
あるが、人間によって積極的に管理され続けている生態系ではない、ということである。した
がって、例えば、植林地・์地・農地などとして人間によって利用されたあと、์غされて
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野生化した場合の生態系、あるいは、気候変動・外来種の侵入・絶滅など、人間の間接的な関
与による様々な力によって変化している生態系である。
　エマ・マリスは、「人為改変された生物群系」の世界地図を初めて作成した環境科学者アー
ル・エリス（Erle	Ellis）に依頼して、新規生態系に相当する土地の総量を推ଌしてもらった。

「人間の支配する土地と農地に近接しながら使用されていない土地こそ、非在来種の導入や局
所的な絶滅などの変化が起きている可能性が非常に大きいだろう」との考えに基づいて、「農
業地ଳと市֗地の内部に存在するが農業にも都市機能としても利用されていない土地」を調べ
てみた。その結果エリスが出した見積もりでは、「世界の無ණ結地の35パーセントが「新しい」
生態系ʤ新規生態系ʥで෴われている」という結果になった（241f./119）。世界の陸地のこれ
だけ大な部分が、ほとんど研究対象になっていないのである。
　エマ・マリスが新規生態系の研究対象例として特に注目するのは、プエルトリコとハワイで
ある。プエルトリコでは、์غされて野生化したマツやマホガニーの植林地が研究され、「在
来種からなる下層植生に比べて、植林地の下層植生が育む生物種はより豊かで、地上の生物量

（biomass）はより大きく、栄ཆ素の利用も効的」（229/113）であることが判明した。ハワ
イでは、「༏種が多種多様で、年代もさまざまで、高度もさまざまな༹ؠ流の上に生育する
46の「新しい」森（novel	 forests）ʜに存在する種数の平ۉ値は在来種の森と変わらない」こ
とが明らかにされ、「栄ཆ素の॥環や生物量といった森林の生産性の多様な側面において、「新
しい」森は在来種の森にඖఢする、ないしはউる」（242/119）ということが確認された。
　従来の生態学の理論に従えば、「何ઍ年にもわたる共進化がなければ、植物、動物、微生物、
栄ཆ素、水などの生態系を構成する要素間の複雑な相互作用は成立しない」（226/111）。した
がって、「外来種によるひどい侵略をうけた生態系は無ইの生態系に比べてより単७な様相を
示す傾向があるはず」（235/116）なのであって、なͥ多様性に富む新規生態系が現実に存在す
るのか、というその理由が生態学的にはよくわからない。もちろん、その理由は現在、いくに
んかの生態学者によって解明されつつあるが、新規生態系を積極的に評価して保全するかどう
かという問題も含めて、なお論争は続いている。
　しかし、新規生態系の「有用性」はすでに証明されている、とマリスは言う。新規生態系は、
とりわけ在来種の回復に役立つ。また、在来の動物種に生息地を提供することもあり、それは、
とくに本来の生息環境が全に失われている場合には、極めて重要な役割である。さらに、新
規生態系は多ذにわたる生態系サービスを提供することもある。湿地における水のᖤ過、斜面
におけるਁ食の防止、大気中の素の固定、土の形成などである。さらに加えて、マリス
は次のように付言している。「もし重要だと考えるものが現存のいかなる種でも生態系そのも
のでもなく、進化の過程そのものであるような場合にも、「新しい」生態系ʤ新規生態系ʥは
保護に値する。森林保護管の保護を受けている病弱な生態系より、「新しい」生態系ʤ新規生
態系ʥは多大な進化の可能性をሃんだ、実に野性的で、自的なシステム（really	wild,	self-
willed	land）なのだ。」（246/121）
　エマ・マリスは、新規生態系が「未来への私たちの最良の希望なのかもしれない」と述べて、
その意義を評価している。それは、人間が支配する世界に「自然選択」を通して適応していく、
ということが、新規生態系の本質だと考えるからである。つまり、Թஆ化が進み、人口が増大
する未来に備えて、自然世界を全面的に計画し管理するための知識と能力が人間にあるとマリ
スは思わないのであって、むしろ自然の進化のプロセスを保持する༨地を残しておくことが重
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要だと考えている。
　マリスは最後に、新規生態系を研究することの必要性を説く。「ʤ新規生態系ʥ（novel	
ecosystems）は、場所によっては、ۉ質化と絶滅にいたることもあるだろう。しかし各種生
態系サービス、多様性の増大や新種の形成などという展開もあり得るだろう。私たちが今後
はじめなければならないのはそのような場所の研究である。好むと好まざるとにかかわらず、

ʤ新規生態系ʥは私たちのの未来の姿を象徴するものだからである。」（248/122）

ɹᾋɹσβΠφーੜଶܥʢEFTJHOFS�FDPTZTUFNTʣ
　デザイナー生態系は、復元生態学（restoration	ecology）の延長上に考えられたものだと言
える。baselineすなわち「基準となる過去の自然」を復元・回復することが目的だとしても、
何百年も前の生態系を全に復元することは不可能であり、どうしても積極的にデザインする
という要素が加わらざるを得ない。「代理種」を導入する「再野生化」となると、たとえ過去
から示唆を受けているとしても、新しくデザインされた生態系を創造する、ということに等し
い。
　これまで復元生態学者たちが「基準となる過去の自然」にこだわってきたのは、「自然のۉ
衡という観念」（the	balance-of-nature	 idea）に基づいて、「ইついた自然を༊やし、安定し
た「自然」の状態（a	stable“natural”state）にすという誘的なເ想にとらわれてきた」

（256/126）からである。例えば、河川の生態系の場合、人間によって変化させられる以前の生
態系こそが、水質のড়化、生物多様性の維持、堆積物のਁ食防止などの機能を最も効的に果
たしていた、と生態学者たちは考えてきた。しかし実際の河川復元事業の経験を通して、「一
見回復されたように見える川が、必ずしも生物多様性を高めたり、素や఼物をとりわけ
うまくআ去したりするわけではない」ということが判明した。また、新規生態系の研究者た
ちが明らかにしたのは、「個別の生態学的サービスの性能を見ても、かつて存在していた生態
系にඖఢするものはないとは必ずしもいえない」ということだった。そうだとすると、「生態
系に何を求めるか、そしてプロジェクトの規模、予ࢉ、当該の生態系がどの程度変化をඃっ
ているか、といった条件によっては、デザイナー生態系のほうがかつて存在していた生態系

（a	historical	ecosystem）の再創生よりも༏れていることがありそうだ」ということになる
（257f./126f.）。
　復元生態学の専門家でありながらデザイナー生態系に関心を寄せ、新規生態系を積極的に支
持するオーストラリアの生態学者リチャード・ホッブズ（Richard	)obbs）は、10年間にわた
る論文発表を通して、「ヨーロッパ人入植以前の人間による環境の改変および長期にわたる非
人為的気候変動によって、基準となる過去の自然を再構築する従来のやり方（the	traditional	
restoration	baselines）は有効性を失っている」（260/128）と結論づけている。そもそも環境
は絶えず変化し、生態系は常に変転を繰り返し、多様な形で実現するのが常態なのであって、
それゆえ、歴史的基準線をめざす生態系復元の根ڌとなる諸前提そのものが疑問に満ちている、
というのである。
　ホッブズは、生態系の復元（回復）を考える場合、「生物的変化」（biotic	changes）と「非
生物的変化」（abiotic	changes）とを区別し、それぞれの変化の程度とそれら変化の組み合わ
せ次第で復元の可能性と不可能性とが決まってくると考えている。外来種の侵入や歴史的な種
の絶滅といったような、生態系の生物的構成要素の変化が「生物的変化」であり、気候や土
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化学的な変化など、非生物的な環境変化が「非生物的変化」であるが、生物的変化もしくは非
生物的変化が十分にప底している場合、あるいは、両方の変化が同時に起こった場合、従来の
生態系が全に新しいシステムへとಥ入する「転換点」（tipping	point）に直面する可能性が
大きい。そのようなシステムの場合は、もはや現状回復の可能性はなくなるだろう。
　これに対して、ある場所で、生物的変化もしくは非生物的変化のどちらか一方だけが現れる
場合にしばしば生じる生態系を、ホッブズは「ハイブリッド生態系」（hybrid	ecosystem）と
呼ぶ。例えば、気候の変化が生じたある森において、生息する生物の絶滅がまったく起こって
いないような場合、あるいは、ある土地の水॥環や気候や土の性質に本質的な変化が生じる
ことなく、種の交代が起こる場合などである。このような場合のハイブリッド生態系は、先行
した以前の生態系と類似のৼるいをするだろうから、چ来の方法で多少とも復元（回復）可
能である、とホッブズは考えている。また、ハイブリッド生態系のなかには、そのまま受け入
れていいものもあるだろう、という。とりわけ、導入種がその土地の食物連のなかに食いࠐ
んで適応した結果、いくつかの在来種にとって必要な存在となったような場合である。
　ホッブズは自らの本ڌ地である西南オーストラリアのユーカリの森林地ଳに、以上のような
種々の生態系状態を見ている。なかには、かつてはユーカリ林だったものの、すでに転換点を
越えてしまった森林地ଳもある。しかしホッブズは、以前の生態系を取りすことは不可能だ
としても、何らか価値ある新しい生態系を形成することはできると考えている。
　エマ・マリス自身は、生態系の絶対的な複雑性のゆえに、かつて存在したどのような生態系
とも似ていない、全にθロから設計された生態系という意味でのデザイナー生態系が可能だ
とは、まったく考えていない。しかし、地球を全面的にデザイナー生態系によって෴いਚくす
ことはできないとしても、過去ではなく、未来に目を向けることで、何らか価値ある新しい生
態系を形成することは、「多様多彩な多自然ガーデン」の一部をなしてよい、と考えているの
である。

ᾌɹ͋ΒΏΔॴͰͷࣗવอޢʢDPOTFSWBUJPO�FWFSZXIFSFʣ
　これまでの議論をৼり返りながら、マリスは次のように言っている。「再野生化、希少種の
管理移転、一部の外来種の保護、novel	ecosystemsʤ新規生態系ʥ、などというと、どれも異
様な方策と思われるかもしれない。しかしそれらの方策はどれも、あらゆる条件下にある土地
や水域をすみずみまで生かして、最善の結果をҾき出すための工夫といってよいだろう。保全
地域を最大に生かすためには、その境界を越え、ウィルダネスを補する必要がある。それに
は、保全地域以外のあらゆる地域も保護・管理しなければならない。ʜ工業地ଳの川から、ビ
ルの屋上、そして農地にいたるまで、あらゆる場所だ。」（273/135）
　マリスが一؏して主張していることは、「手つかずの原生自然」だけを「本当の自然」と捉
える見方、原生自然を保護する自然保護区のみを「本当の自然」の保護と考える見方は、「自
然」をどこかԕくにある存在として私たちからҾき離し、私たちの日常生活からかけ離れたԕ
い存在にしてしまうのであって、こうした見方をこそ転換しなければならない、ということで
ある。私たちが注目しなければならないのは、֗の一֯にある草地や公園、住宅地の各戸のఉ、
都市河川の川辺や工場地ଳの空き地、農地や周囲の小山と森林、等々、私たちの日々の暮らし
の背景をなしている「自然」である。
　そうした背景的自然の「どの場所も改善は可能なのである」とマリスは言う。「トウモロコ
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シ畑は、畑のきわで在来植物のを育てることができる。֗の公園は渡りをするチョウに食物
を提供できる。つまり、自然保護事業とは単に現存するものをकるだけでなく、さまざまな
土地を新たな候補地（portfolio）として認め、その価値を日々高めてゆくことでもあるのだ。」

（274/135）
味深いことに、マリスも指摘しているように、『侵略の生態学』の著者であるイΪリスのڵ　
生態学者チャールズ・エルトンは、その書の終わりで、生垣や、鉄道の土手や、運河やߔの
自然保護上の重要性を論じている。「生垣」（hedge）といっても、日本の小さな家の生垣とは
異なって、少なくとも1950年代のイΪリスにおいて「国内産の材木のޒ分の一が、生垣の木
から供څされていて、ナラやニレやトネリコなどではとくにこの割合が大きい」（Elton2000：
210/157）と言われるような、農ߞ地の囲いࠐみと道路建設によって国中いたる所に広がった
ものである。生垣と道路脇に連接する草地をあわせると、「イΪリスにすむ植物や動物の全種
類の半分ばかりを見ることのできる、ັ力あふれる生活場所」だと、エルトンは言っている。
そうした生垣の重要性を、エルトンは、次のように述べている。
　「生垣の群集は豊富で安定なもので、そこには草原と林縁部との植物相や動物相が多数ࠞ在
し、さらに森林そのものから来たものもいくらかまじっている。すなわち、人間が強く利用す
る農ߞ地や森林の真ん中に、いろんな生物のすむこうしたଳ状の生活場所を、うまく作りあげ、
織りなすことができることを示すものである。生垣は、ちがった景観というث��を互いに結
合する、いわば�結合組織�のようなもの（a	connective	tissue	binding	together	the	separate	
organs	of	the	landscape）ともいえよう。」（Elton2000：211/158）ʤエルトンは、外来種の注意
深い選択的導入によって生物多様性を高める可能性についても論じているが、ここではこれ以
上触れない。ʥ
　エルトンが「結合組織」というのは、今日、生態学がいう「コリドー」（corridor回࿓）に
相当する。マリスによれば、ここ10年༨りʤ2000年前後ࠒからʥ、世界中で、自然地相互の

「結合性」（connectivity）が自然保護のカΪであることを、生態学者たちが強調している。気
候変動が༕ྀされるなか、極地や高地とつながるコリドーの重要性が指摘されるようになっ
ている。また、「自然保護活動家は、性質の異なる土地をつなぎ合わせることで、まとまりの
ある自然地（connected-up	nature）ʤ接続結合された自然ʥを創出していかなければならない。
公園ならびにその他の公共地、特別な法的枠組みの設定された民有地、भ有地、先住民のため
の土地などをまとめるのである。」（279/138）
　アメリカでは、イエローストーン国立公園は、生態学者たちが「広域イエローストーン生態
系」と呼ぶ広域保全区域の一部であり、その全体は9000平方キロほどある国立公園の10ഒ近く
に達する。さらには、「イエローストーン・ユーコン・プロジェクト」によって、イエロース
トーン国立公園からアラスカभにまでおよぶコリドーが計画されているという。
　こうした自然保護の広域化は、当然、土地所有の問題に直面するが、「広域イエローストー
ン生態系」では、「スプロール現象によって宅地化するよりは、์のほうが多くの自然を
残すことができる」（280/138）という考えに基づいて、保全のための地役権（conservation	
easements）を設定するなど、積極的に場経営を支援し、自然保護への関与を促している。
　エマ・マリスは、「ౚ結しない地表の半分は場と農地」である以上、それらの土地の保全
価値を高めることは望ましいઓ略だ、と述べ、「農業的自然保護」（agricultural	conservation）
の専門家たちが多いヨーロッパに注目する。アメリカ人であるマリスは、ヨーロッパの大半の
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地において、伝統的な方式で管理される農地は「自然保護のツール」であり、そこで見られる
生物種がすべて「農地の生物種」（farmland	species）と見なされていることに、大変ڻいてい
る。そして、集約型の農業経営を伝統的農法にす農家に対して経済的支援を提供する「農業
的な環境保全方式」（agri-environment	schemes）が、ヨーロッパ農地の20パーセント以上に
採用されていると述べている。
　アメリカでもヨーロッパの影響下に、自然保護と結びついた農業を実践する方向が種々模索
されている状況を報告しながら、エマ・マリスは、農業地域の自然保護をめぐる現下の論争の
一つを紹介している。それは、「有機農法など単位あたり生産量の低い農業を推進する保全主
義者」と「最大収量を実現する効的な管理を実施して土地અ約的な方策を進めることにより、
開์される農地を自然保護のために十全に利用すべきと主張する保全主義者」との間の論争で
ある。
　この論争には確定的な意見の一致は見られないが、イΪリスの研究者のなかでは、次のよ
うなڵ味深い研究がなされている。イΪリスの様々な景観のなかでチョウの密度がଌ定され、

「チョウの密度は、自然保護地のほうが有機農地よりも、有機農地のほうが通常の農地よりも
高い」という結果が出たという。その上で、「有機農地の面積あたりの生産量が通常方式の農
地のそれの87パーセント以上であれば、チョウの密度を高めるために、有機農法に切り替え
るのが有利」であり、「87パーセント未満なら、通常の農業を進めて保全域を増やす、つまり、
土地અ約方策のほうが有利になるはず」だと言うのである。しかし、「質の高い保護地への転
換ができないような条件下で、せいͥい農地の脇に休ߞ地を取り分ける程度しかできないなら、
有機農業の収量が通常方式の35パーセントを超えてしまえば、有機農法にపしてしまったほう
が良い方策になる」とも言っている（284/140f.）。こうした研究では、チョウの密度をई度と
して、通常の集約型農業と有機農業とを比較し、どのようなやり方が最適か明らかにされてい
るわけだが、もっと他の生物まで加えていけば、計ࢉは極めて複雑になるにҧいない。ʤここ
で見られている「自然保護地」がどのような状況のものかによるが、日本の「里山保全」の場
合には、先の結論（チョウの密度：自然保護地ʼ有機農地ʼ集約型農地）そのものが異なる可
能性は大きいだろう。ʥ
　ここでの論争をめぐっては、そもそも土地અ約方策の前提そのものが資本主義経済において
は成り立ちがたいという指摘や、農業技術が向上すればߞ作地の面積はॖ小する、という見方
に疑問をఄするばかりか、伝統的な農法より高技術の農業のほうが生産性が高いはずという想
定そのものを否定する研究もあり、種々多様な論点が議論されている。マリス自身の結論的な
主張は、農業を「自然保護のఢ」とする思いࠐみから自由になりさえすれば、農業生産のある
所ならどこでも自然の価値を加え、深めるチャンスはある、ということである。
　都市や工業地ଳでだって自然は増やせる、というのが、エマ・マリスの次の論点である。こ
のテーマは全体としては、今日、都市生態学（urban	ecology）および産業生態学（industrial	
ecology）（これらの名称をマリス自身は使っていない）と呼ばれる分野になってさえいる。
　「産業のグリーン化」（greening	industry）というと、普通には、生産工程でഉ出されるԚછ
物質の削減に焦点があてられるが、エマ・マリスはさらに、のスϖースを加えることによっ
て、産業地を自然度の高い場所にすることに注目している。屋上化から、工業地ଳの未利用
地や工場内の空き地に在来植物を植える事例まで、種々紹介されている。また、ハワイなどで
は、近年、高速道路の中ԝ分離ଳには、在来植物が植えられることが多いようだ。
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　アメリカの生態学者マイケル・ローθンツバイク（Michel	Rosenzweig）は、「人々が暮らし、
働き、遊ぶ場所で、種の多様性を保全するために新たな生息地を発想し、つくり、維持するた
めの科学」に「共生生態学ʤ共存生態学ʥ」（reconciliation	ecology）という名称を与えている。
マリスによれば、「木の少ない場所でアカコケイドキツツキを保護するためにドリルで巣݀
をつくる。建設現場から۷り出されるటで人為的な湿地草原をつくり出す、ブドウ畑や農地に
花粉媒介など有用な働きをするࠛ類を誘Ҿするため在来植物を植える」など、ローθンツバ
イクはユニークな方策をさまざまに提案している（293/145）。
　以上のような様々な事例を紹介することで、エマ・マリスは次のように結論づけている。
　「自然保護はありとあらゆる場所で実行されるべき課題であるとするなら、私たちは୭も、
ԕくの島々だけではなく、日々の暮らしのཪఉも自然なのだと、学ぶ必要がある。
　保護のための私たちの努力が、現在、国立公園に含まれている地域や、同様の保護地のよう
な手つかずのウィルダネスに限定されてしまえば、どんなに努力しても、破壊を遅らせ、
失の日を先延ばしできるだけだろう。しかし、人間の暮らしの生きた背景として再定義され
た自然を、कり、ྭます方向に私たちの努力が向けられてゆけば、私たちは、উつことがで
きるかもしれない。私たちは自然を、現状より、大きく育てることができるかもしれない。」

（305/151）

̑ɽϚϦスຊの݁ͱ؛༝ೋのಡΈํ
　エマ・マリスは、本書┖┥┱┦┹┲┧┸┭┳┹┷ⓤ┋┥┶┨┩┲を、次の言༿によって終えている。
　「私たちは、異なる場所で、異なる配分で、異なる目的のために自然を管理（manage）す
ることができる。歴史を遡る回復ʤ復元ʥ（historical	restoration）のため、種の保全ʤ保
護ʥ（species	preservation）のため、ウィルダネスを変化するままにしておく（self-willed	
wilderness）ため、さまざまな生態系サービス（ecosystem	services）のため、食料のため、
ણ維のため、魚のため、ʤホウオウボクʥのため、そしてカエルのため。われわれは自然を改
変し続けてきた。いまそれを์غして、ۮ然のなりゆきに任せるわけにはいかない。地球を
管理するのは人類の義務なのだ。運なら、そして正しい心構えで取り組めるなら、それは
շ適で、楽しい仕事にさえなり得るだろう。さあ、多自然ガーデニング（the	rambunctious	
gardening）をはじめよう。」（342171）
　本書の༁の解説を書いている岸由二は、次のように要点をまとめている。すなわち、「マ
リスの推する自然保護ઓ略はランドスケープエコロジーを下ෑきにしている。自的な変遷
をଚ重される大きな自然領域（自然保護区）がコアにあり、そのまわりに人々の多彩な希望に
Ԋって多様な保全・活用をうけるパッチ（比較的小さな土地）があり、それらがଳ状あるいは
線状の土地の連なりであるコリドー（回࿓）のネットワークで連結され、総体が人と自然の共
存するやかな多自然ガーデンになってゆくというヴィジョンだ。「過去ではなく未来に目を
向け、目標を階層化し、景域（landscape）の管理を進めることこそ、ʤ未来のʥ自然保護の要
点」（第１章）というその主張は、ランドスケープエコロジーの基本そのものと言ってよいも
のだろう。」（356）
　岸由二は、さらに、マリスの多彩な議論の基本線をたどりながら、「里山」論との関わりに
ついても、示唆を与えている。

「大小の事例を通して示唆されるのは、わう生きものに༏しく、生態系サービスが機能し、
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過大なコストをさけられるなら、自然保護の目標は多様でいいというヴィジョンである。代理
種を利用して過去の生態系の模฿をめざす、Թஆ化の速度に適応できない種の管理移転をすす
める。在来種の厳正保全のために外来種をప底的にഉআする方式も局所的にはあっていい。こ
のに暮らす地球人たちが、特定の教条にしばられずに多自然世界を学びなおし、相互の議論
をしながら選択してゆけばよいと、マリスは確信しているのだろう。」（354）
　「問題はそんな新たな主張を展開するマリスの本書が、日本のಡ者、ナチュラリストの現場
にどう受け止められるかということだろう。日本の自然保護の領域には、回復主義のؤ固な教
条が残る一方、「里山」という不思議な生態系への憧ጦが広く共有されている。一般市民の間
では、自然保護＝里山保全という理解もまれではない。私自身は「里山」よりも「流域」を生
態系の基本枠組として多元的な保全を目指しているので、この言༿をあまり使用しない。それ
でも、もし「里山」という言༿が小流域生態系を基本枠組とした水田・雑木林農業のような世
界を主として示唆するのだとしたら、そこはマリスの唱導する新しい自然保護を日本列島に広
げる、絶好のڌ点となってゆく可能性ありと、いま私は考えるようになった。
　稲作とともにある里山は、弥生時代のੲ、先たちが列島にイネという外来植物と、連動す
る様々な外来生物を移入し、在来生態系を大改変（破壊？）して、いわば革命的につくりあげ
た外来生態系、多自然農業生態系だ。その里山の歴史や現状から、ݬ想なしに素直に学べば、
日本国の未来の自然保護は一から十までマリスの主張に合致してゆくはずと、私は直感するの
である。時事の話題でいえば、稲作型の外来生態系構築のために設置された「ため池」という
外来型水界を対象として、いまそこに侵入している外来種を、ただ外来種だという理由でഉআ
するڵฃなど、里山多自然革命の歴史にふさわしいものとは、決して言えないことは確かだろ
う。マリス෩に言い切ってしまえば、100年、500年未来の日本列島の里山生態系には、21世紀
初頭において「ѱ者」とされた外来生物が、Ժやかに༏しく共存を許され、保護される「ため
池」が各所にあって良いからである。」（355f.）

̒ɽ৽ੜଶֶͱཬֶࢁ
　マリスの著作と、それを「里山」にҾきつけてಡむ岸由二の主張とに照らして、最後に、里
山学（里山の理論と実践）の今日的な意義を改めて考えておきたい。
　１）まず何よりも、「人新世」の時代においては、「人の手が入った自然」を原生自然と比較
して価値が低いものとみる見方は、もはや許されない。そもそも「里山」への問いが決定的に
重要になったのは、人が自然に手を入れ、手を加え、自然を改変し、利用し、「ཚ」するこ
とが、「自然の破壊」を意味するだけでなく、自然を豊かにする場合がありうる、という認識
があったからである。この認識は、特にक山߂および田端英雄に由来する。ここでの「里山」
は、現代の「環境意識」を前提とし、生態学的研究を基盤とした「里山」であり、エコロジー
的危機のなかで捉えられた「里山」である。単७に歴史的伝統のなかの「里山」、過去の里山
ではない。概念上も、「里山林」（農用林）から「里地里山」複合を経て「社会生態学的生産ラ
ンドスケープ」（socio-ecological	production	landscape）にまで拡大されてきた。
　この背景には、産業構造の大きな変換に伴って、「里山問題」の中心が、1960年ࠒを境に、
オーバーユース（overuse）からアンダーユース（underuse）の問題に転換したことがあった。
アンダーユース問題とは、過少利用ないし無利用（์置・์غ）によって里山が「ߥഇ・ྼ
化」することである。つまり、里山の生態系が単७化し、生物多様性が減少し、ナラރれが広
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がったり、林が増殖したり、土่壊など治山治水に関わる多くの不都合が生じ、्害も拡
大するなど、里山のアンダーユース問題とは、ڊ大な社会的・生態的問題群のことである。
　このアンダーユース問題は、当然、里山的自然は「利用」によって「保全」される（ドイ
ツにおけるSchutz	durch	Nutzung）、という考え方によって解決されるはずである。里山的自
然を、「人為ཚによる二次的自然」として捉えると、生態系にとって外部的な干ব力である

「人為ཚ」が自然の遷移を制して成り立った自然として見ることになるし、その「ཚ」
（disturbance）が農林漁業という人間活動を意味することになる。しかし、かつてのクレメ
ンツ流の遷移説のように、「ཚ」がなくなれば、全体として調和のとれた、安定した平衡状
態の本来の自然に行き着く、という必然性はどこにもなく、新生態学的に見れば、「非平衡で、
不安定で、不確実性が大きい」というのが自然の常態であって、それこそが、アンダーユース
問題の根ڌでもある。そうだとすると、里山的自然の生態系は、人間の存在とその活動を当の
生態系の内部的な構成要因とした生態系、として捉えなければならない。気候要因に特化した
クレメンツの単極相（monoclimax）説を批判して、多極相理論（polyclimax	theory）を支持
した現代イΪリス生態学のであり、「生態系」（ecosystem）概念の形成者であるタンズレー

（Arthur	G.	Tansley）が、かつて「人為生成的生態系」（anthropogenic	ecosystem）の概念を
用いたように、人間の活動によって「相対的な動的平衡」を維持する生態系として、里山的自
然を捉え返す必要がある（Tansley1935）。socio-ecological	production	landscapeの概念は、ま
さにそのことを示唆している、と言わなければならない。一次生産領域における人の生産活
動（農林漁業）によって形成され・維持される「人為生成的生態系」こそが里山的自然であり、
そのように捉えることによって、人間の働きを生態学の領域に組み入れることができるだろう。
もちろん、この場合、生態学は社会科学諸分野との連携を必要とする。ʤ里山学の学際性：「問
題共同体」としての里山学ʥ
　２）実は、上述したアンダーユース問題とそれの解決としての「利用による保全」という観
点は、エマ・マリスの議論には欠落しているし、上記の現代的な生態学および自然保護論にも
欠如している。むしろピアスがnew	wildと言うように、マリスも含め、「新規生態系」（novel	
ecosystems）の理論が考えるように、人為的に形成された生態系であっても、そのあと、管
理を続行するのではなくて、自然の自的なプロセスにゆだねる方式が、自然保護の一つの重
要なやり方として推されている。これは、「人新世」時代の新たな「原生自然」理論とでも
呼べる事態である。つまり、「絶対的な原生自然」（人の手が全に加わっていない）はもはや
地球上には存在しないとしても、「相対的な原生自然」（たとえ人的影響のࠟ跡があっても、自
然の出来事が༏勢である場合）はなお有意味だし、「一次的原生自然」（人的影響を受ける以
前）はもはや不可能だとしても、「二次的原生自然」（かつて人間によって利用された後、利用
が全に停止され、自然のプロセスのままに์置された）は可能だし、必要かもしれない。自
然保護論としては、「道具的なプロセス保護」（望みの最終状態に方向づけられる）と「७ਮな
プロセス保護」（์置されて生じてくる諸状態に対して一切の関心・価値評価をः断する）と
が区別される（Ott	2015）。マリスやピアスの議論は、「二次的原生自然」の「७ਮなプロセス
保護」を部分的に容認し、しかもそれを重要視する、という立場であるように思われる。その
点では、管理的利用（wise	usu）に基づく里山的自然の保護論は、その対極にある。
　３）しかし、マリスのような自然保護の多元主義は重要である。里山的自然の保護は「多様
多彩な多自然ガーデニング」のあくまでも一環であるだけでなく、里山的自然の保護それ自体
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についても、多元主義的追求があってよいと思う。以下は、その私案である。
　すなわち、第一次的な目標は、農林漁業の再構築・再活性化によって里山的自然の保全を追
求する、そういう場所を増やしていくことである。この場合、農林漁業の生産量と当該「生産
生態系」の生物多様性の育成との調和点が求められる。第二次的な目標は、「農業的自然」と

「林業的自然」との複合性・連結性を断念して、各々の「生産生態系」の生物多様性の増大を
追求することである。例えば、私自身、背後に奥山と連接していないݽ立した里山林を「都会
型里山」と呼んできたが（丸山2007b）、大阪平野のように、非常にૣい時代に農家が現金収
入を得られた地域では、平地における農地開発がప底していたため、里山林はٰྕ地にݽ立し
て残されてきたʤ「龍谷の森」も同様ʥ。アクセスが容қでもあるこうした「都会型里山」は、
今日、市民たちの里山保全活動や子どもたちの自然体験・自然教育にとっても極めて有効な場
所となっている。また、都市内に残されている農地（水田・ി地）については、都市開発関連
の法を改正して、税法上も都市における農業の持続可能性を可能にさせる方向が求められる
べきである。都市内に農地があることは、モザイク的な都市生態系をよりいっそう多自然にす
る可能性がある。里山学は、都市生態学（urban	ecology）との対話を推進すべきである。
　４）マリスは「新規生態系」（novel	ecosystems）の更なる研究の必要性を強調していたが、
里山学にとっても新規生態系理論との対話が重要になると思う。アンダーユース問題の状況下
にある里山の多くは、まさに์غされ・์置された里山であり、novel	ecosystem類似の状態
だと考えることができる。生態学は「์置里山」をはっきりと研究対象とし、多くの地域での
研究を連携させる必要がある。์置された里山は、とりわけ都市部では、あいかわらず開発の
危険にさらされている場合が多いが、์置里山の存続の意義を明らかにし、防ࡂ的な保全の可
能性を追求する必要もある。また、自然保護の多元主義からして、例えば、（面積的には十分
ではないが）「龍谷の森」でなされているような、同じ森林生態系内で、里山的保全活動利用
地と一切手を加えない์置状態地とをκーニングするようなやり方は、生態系のモザイク的多
様性を確保する試みとして、非常に重要な意味をもっていると思う。
　ʤ私は「課題としての里山」の方向性を８つのコンセプトで表示する「里山モデル」を提示
したが、そのコンセプトと新生態学との関わりについて今後さらに考えたいと思う。８コンセ
プト：①利用と保全の調和性（利用による保全）、②多様性、③日常性、④関係性（つながり）、
ᶇ自然適応性・順応性（合自然性）、ᶈ再生可能性・॥環性、ᶉ෩土性・場所性、ᶊコモンズ
性（共同性・協働性）ʥ（丸山2020a）
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丸山徳次（2020a）「持続可能社会と里山モデル─琵琶湖水域圏の保全再生に向けて」ʤ牛尾・伊達・宮浦	

2020ʥ
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研究จ

丸山徳次（2020b）「問題共同体としての里山学─龍谷大学里山学研究センターの16年」神戸大学人文学
研究科ྙ理創成プロジェクト『21世紀ྙ理創成研究』第13号

村澤真保呂・牛尾洋也・宮浦富保（2015）『里山学講義』晃洋書房
क山（1988）߂『自然をकるとはどういうことか』農文協
谷いづみ（2001）『生態系をોらせる』日本์ૹ出版協会
ロックストローム、J.,	クルム、M.（2018）『小さな地球の大きな世界』（内和・ੴ井ࡊᜢ子修）、

丸善出版
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ࢽಈ׆

活　動　日　ࢽ

̍ɽӡӦձٞ
１）第１回運営会議（2022年̑月20日開催）
２）第２回運営会議（2022年̒月24日開催）
３）第３回運営会議（2022年̒月30日-̓月１日開催）˞E-mail審議
４）第４回運営会議（2022年̓月22日開催）
̑）第̑回運営会議（2022年９月13日開催）
̒）第̒回運営会議（2022年10月11日開催）
̓）第̓回運営会議（2022年10月31日-11月１日開催）˞E-mail審議
８）第８回運営会議（2022年11月21日開催）
９）第９回運営会議（2023年１月16日開催）
10）第10回運営会議（2023年２月開催予定）

̎ɽγϯϙδϜ
１）Chaosmosemedia	in	Japan	2022（2022年10月22日開催）
　　大阪大学次世代ઓ的研究者育成プロジェクト主催、里山学研究センター共催

̏ɽ研究ձ
１）第１回研究会（2022年̓月20日開催）
２）第２回研究会（2022年９月̓日開催）
３）特別公開研究会（2022年９月24日開催）
４）第３回研究会（2022年12月21日開催）
̑）第４回研究会（プロジェクト最終研究成果報告会）（2023年１月14日開催）
̒）第̑回研究会（2023年２月20日開催）

̐ɽཬࢁαϩϯ
１）第１回里山サロン（2022年４月12日開催）
２）第２回里山サロン（2022年̒月25日開催）
３）第３回里山サロン（2022年̓月27日開催）
４）第４回里山サロン（2022年10月10日開催）
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